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第１章｜計画の基本的事項 
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１．見直しの趣旨 

姫路市（以下「本市」という。）では、平成 30年 3月に「姫路市一般廃棄物処理基本計

画」（以下「現行計画」という。）を策定し、基本理念のもと３Ｒが浸透したライフスタ

イルを実践する市民と環境配慮型ビジネススタイルを確立した事業者と循環型社会の実

現に向けた基盤づくりに努める行政がそれぞれの役割を果たしつつ、３者が協力し合って、

環境にやさしく（Ｅcological）、快適で（Ｃomfortable）、姫路らしい（Ｏriginal）ま

ちづくりに取り組み、「未来に誇れるＥＣＯな都市」を目指して、基本方針を定め、42の

施策と 60の推進項目を掲げて、ごみの削減等に努めてきました。 

一方、現行計画策定以降、国においては、国際的な目標であるＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）の達成に向けた取り組みの指針である「ＳＤＧｓ実施方針」が改定され、令和元

年には「食品ロス削減推進法」、令和４年には「プラスチック資源循環促進法」が施行さ

れました。 

また、本市は、日本のＳＤＧｓモデルの構築を目的として、「経済」「社会」「環境」

の三側面について課題解決や新しい価値創造に向け、優れた提案（計画）を行った自治体

が選定される「ＳＤＧｓ未来都市」に選ばれています。本市が描くＳＤＧｓ未来都市プロ

ジェクトでは、「郷土愛を育み、脱炭素型のライフスタイルを身につけたＳＤＧｓマイン

ドを持つグローカル人材の育成」、「日常生活や経済活動の中で 2050年脱炭素社会の実現

に向けた「ゼロカーボンシティ」の取組」を市民・企業・団体等の多様なステークホルダ

ーと連携・協働し、持続可能なまちづくりを目指していくこととしています。 

以上のように、ＳＤＧｓの目標達成に向けた取り組み、廃棄物行政を取り巻く状況や本

市人口の変化、また、廃棄物処理における減量目標等の達成状況を踏まえ、現行計画の見

直しを行う必要があります。 

基本計画は概ね５年毎に見直しを行うこととされており、策定後５年目を迎えることか

ら、今回、見直しを行います。 
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２．計画の位置付け 

本計画は、「姫路市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」に基づいて定めた現行計画を

社会情勢や国の動向等に伴う状況の変化を踏まえて見直すものであり、本市が長期的・総

合的視点に立って、計画的に一般廃棄物処理を推進するための基本方針として位置づけら

れ、ごみの排出抑制及びごみの発生から最終処分に至るまで適正な処理を進めるための必

要な基本的事項を定めています。 

 

 

図 1-1 計画の位置付け 

 

  

姫路市一般廃棄物処理計画

【自治体等が率先して再生品等の調達を推進】

グリーン購入法

小型家電リサイクル法

　・ごみ処理基本計画 　・ごみ処理実施計画

　・生活排水処理基本計画 　・生活排水処理実施計画

姫路市一般廃棄物処理基本計画 姫路市一般廃棄物処理実施計画

食品ロス削減推進法

プラスチック資源循環促進法

【再生利用の促進】

資源有効利用促進法 廃棄物処理法

【個別物品の特性に応じた規制】  兵庫県の計画

廃棄物処理基本方針

姫路市廃棄物の処理
及び清掃に関する条例

家電リサイクル法

食品リサイクル法

兵庫県廃棄物処理計画

建設リサイクル法

自動車リサイクル法

容器包装リサイクル法

国の法律・計画 姫路市の条例・計画

環境基本法 環境基本計画

循環型社会形成推進基本法 循環型社会形成推進基本計画

姫路市総合計画

姫路市環境基本計画
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３．対象期間 

現行計画は令和 14 年度を目標年度としていますが、社会情勢や国の動向の変化に対応

できるよう計画期間は平成 30～令和 9 年度の 10 年間とし、計画策定から概ね 5 年毎に計

画の見直しを行うこととしています。今回、5 年が経過するため見直しを行うにあたり、

本計画の計画期間は令和 5～9年度とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 計画期間 

 

４．適用範囲 

本計画で対象とする廃棄物の範囲は、本市で発生する家庭系ごみ、事業系ごみ及びし尿

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 適用範囲

年度 H30 R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R10 R11 R12 R13 R14

現行計画

▲

前
計

画

目
標

年
度

▲
目
標
年
度
▼

本計画　

計
画
期
間

計 画 期 間

計 画 期 間

産業廃棄物

※ 事業活動に伴い生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アル
　  カリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物。

特別管理産業廃棄物

廃棄物
※ 産業廃棄物のうち、揮発性、毒性、感染性その他の
　  人の健康または生活環境に係る被害を生じる恐れが
　  ある性状を有するものとして政令で定めるもの。

適
用
範
囲

し尿

※ 一般廃棄物のうち、揮発性、毒性、感染性その他の
　  人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れが
　  ある性状を有するものとして政令で定めるもの。

一般廃棄物

家庭系ごみ

事業系ごみ

特別管理一般廃棄物

※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、
　「廃棄物処理法」という。）第3条に基づき、事業
　者の責任による処理を原則とし、産業廃棄物以

　外の廃棄物。

※ 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物。
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第１節 自然的特性 

１．地理的・地形的特性 

本市は、以下に示すように兵庫県の南西部、瀬戸内海に面した播磨平野のほぼ中央に位

置し、北は中国山地、南は瀬戸内海の群島部にかけて広がる播磨地域の中核都市です。古

くから京阪神・中国・山陰を結ぶ交通の要衝として、播磨地域の政治・経済・文化の中心

地として発展してきました。 

市域は、東西約 36㎞、南北約 56㎞、総面積は約 534㎢となっています。このうち、北

部は豊かな森林丘陵地や田園地が広がるとともに、標高 700～900ｍ級の山並みが連なって

います。中南部は、ＪＲ姫路駅を中心に市街地が広がっており、山並みから離れた丘陵部

が市街地内に点在しています。また、市川、夢前川、揖保川等の河川が南北に流れ、瀬戸

内海には大小 40余りの島が点在し、群島を形成しています。 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

             

          

 

 

 

 

 

図 2-1 本市の位置図 

 

  

第２章 姫路市の地域特性 

　

姫路市

Himeji City

兵庫県

Hyogo
Prefecture

【市街地】 

【家島諸島】 

【夢前川流域】 



第２章｜姫路市の地域特性 

5 

２．気象 

本市の気温・降水量の状況は、以下のとおりです。 

本市の気候は、瀬戸内型気候に属し、四季を通じて温暖な日が多く、自然災害等の比

較的少ない地域となっています。 

 

表 2-1 気温・降水量の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 気温・降水量の状況（令和３年次）  

降水量

平均 最高 最低 （mm）

15.3 35.8 -4.0 1,267.0

15.9 36.7 -5.7 1,670.5

16.2 37.1 -2.1 1,084.0

16.2 38.0 -2.7 1,254.5

16.2 36.8 -6.9 1,436.0

1月 4.4 15.8 -6.9 57.5

2月 7.1 20.7 -3.4 40.5

3月 11.0 21.7 -0.1 93.0

4月 14.1 26.4 1.5 118.0

5月 18.7 27.2 6.0 160.5

6月 22.8 30.9 15.1 207.5

7月 26.7 36.3 20.8 204.0

8月 27.0 36.8 20.9 251.0

9月 24.0 31.6 17.4 126.0

10月 18.9 30.8 7.2 47.5

11月 12.1 23.8 1.4 100.0

12月 7.0 17.4 -2.0 30.5

R2

R3

資料：気象庁

年　次
気温（℃）

H29

H30

R1
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第２節 社会的特性 

１．人口動態等 

全国、兵庫県及び本市の人口、世帯数の推移は、以下のとおりです。 

本市の人口が緩やかな減少傾向にあるのに対し、世帯数は増加傾向にあることから、本

市においても少子化、核家族化等が進んでいると想定されます。 

また、全国及び兵庫県と比較すると、1 世帯当たりの人口減少幅は大きくなっている一

方、少子高齢化の進行は緩やかになっています。 

 

表 2-2 人口及び世帯数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 2-3 1世帯当たりの人口推移 図 2-4 年齢別人口分布（令和 3年度） 

単位：人

H29 H30 R1 R2 R3

人口 127,707,259 127,443,563 127,138,033 126,654,244 125,927,902
世帯数 58,007,536 58,527,117 59,071,519 59,497,356 59,761,065
1世帯あたり人口 2.20 2.18 2.15 2.13 2.11

15,950,238 15,758,424 15,528,262 15,319,131 15,035,727
12.5% 12.4% 12.2% 12.1% 11.9%

76,963,206 76,499,828 76,122,894 75,566,552 74,962,731
60.3% 60.0% 59.9% 59.7% 59.5%

34,793,745 35,185,241 35,486,813 35,768,503 35,929,389
27.2% 27.6% 27.9% 28.2% 28.5%

人口 5,589,708 5,570,618 5,549,568 5,523,627 5,488,605
世帯数 2,524,247 2,540,807 2,558,797 2,574,868 2,583,222
1世帯あたり人口 2.21 2.19 2.17 2.15 2.12

715,905 705,562 693,950 684,339 671,654
12.8% 12.7% 12.5% 12.4% 12.2%

3,337,344 3,311,423 3,289,421 3,262,854 3,234,518
59.7% 59.4% 59.3% 59.1% 58.9%

1,536,417 1,553,584 1,566,196 1,576,432 1,582,431
27.5% 27.9% 28.2% 28.5% 28.8%

人口 538,488 537,101 535,982 534,127 530,877
世帯数 235,350 237,546 239,990 242,346 243,339
1世帯あたり人口 2.29 2.26 2.23 2.20 2.18

73,476 72,301 71,147 70,107 68,795
13.6% 13.5% 13.3% 13.1% 13.0%

325,377 323,693 322,557 320,830 318,296
60.4% 60.3% 60.2% 60.1% 60.0%

139,635 141,107 142,278 143,190 143,786
25.9% 26.3% 26.5% 26.8% 27.1%

総務省：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数※各年度1月1日現在

兵庫県
年少人口（0～14歳）

生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上）

姫路市
年少人口（0～14歳）

生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上）

項目＼年度

全国
年少人口（0～14歳）

生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上）
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２．人口分布 

本市の地域ブロック別人口分布は、以下のとおりです。 

地域ブロック別の人口は、中部第二ブロックの人口が最も多く、次いで飾磨ブロック、

北部ブロックの順になっています。一方、市域の北に位置する夢前、香寺、安富の 3ブロ

ックを合わせると、面積比では全体の 4割以上を占めていますが、人口比では全体の 1割

にも満たない状況です。 

また、人口密度では中部第一ブロックが最も高く、安富ブロックが最も低くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 地域ブロック別人口分布  

堀 

人口密度

（人） 割合 （㎢） 割合 （人/㎢）

北部 55,299 10.4% 52 9.7% 1,063

中部第一 50,375 9.5% 9 1.7% 5,597

中部第二 88,165 16.7% 22 4.1% 4,008

東部 42,307 8.0% 47 8.8% 900

灘 41,351 7.8% 20 3.7% 2,068

飾磨　　　　　 64,028 12.1% 20 3.7% 3,201

広畑 53,641 10.1% 21 3.9% 2,554

網干 51,583 9.7% 20 3.7% 2,579

西部 38,587 7.3% 64 12.0% 603

家島 4,432 0.8% 20 3.7% 222

夢前 16,580 3.1% 146 27.3% 114

香寺 18,413 3.5% 32 6.0% 575

安富 4,689 0.9% 61 11.4% 77

合　計 529,450 100.0% 534 100.0% 991

面積

※ 令和4年3月31日現在
※ 外国人を含む。

資料：住民基本台帳

地域ブロック
人口
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３．市街地または集落等の状況 

本市の市街地は、JR姫路駅を中心とする市中南部地域にあり、総人口の約７割が定住し

ています。一方で、北側には農村集落があり、農業が発達した地域でもあります。 

本市では、地域の特性や周辺環境を活かした土地利用の基本的な考え方として、森林環

境ゾーン、田園環境ゾーン、市街地ゾーン、臨海・産業ゾーン、島しょ環境ゾーン、高次

都市機能ゾーンの六つのゾーンを設けることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 土地利用ゾーン  

資料：姫路市総合計画（令和３年３月） 
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４．産業の動向 

本市における事業所数及び従業者数は、

以下のとおりです。 

第三次産業に係る事業所数が 8割以上を

占めており、従業者数でも第三次産業が 7

割以上を占めています。業種別では、「卸

売業，小売業」の事業所数が最も多く、次

いで「宿泊業，飲食サービス業」となって

います。従業者数でも「卸売業，小売業」

が最も多く、次いで「製造業」となってい

ます。 

また、従業者数 4人以下の事業所数が最

も多く、9 人以下の小規模な事業所が全体

の約 8割を占めています。 

 

表 2-3 産業大分類別事業所数及び従業者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

構成比 構成比

23,660 100.0% 244,970 100.0%

農業，林業 63 0.3% 866 0.4%

漁業 2 0.0% 11 0.0%

小　計 65 0.3% 877 0.4%

鉱業，採石業，砂利採取業 15 0.1% 116 0.0%

建設業 2,156 9.1% 17,594 7.2%

製造業 1,999 8.4% 49,245 20.1%

小　計 4,170 17.6% 66,955 27.3%

電気・ガス・熱供給・水道業 25 0.1% 1,044 0.4%

情報通信業 178 0.8% 2,346 1.0%

運輸業，郵便業 587 2.5% 14,566 5.9%

卸売業，小売業 6,296 26.6% 50,127 20.5%

金融業，保険業 431 1.8% 6,603 2.7%

不動産業，物品賃貸業 1,439 6.1% 5,473 2.2%

学術研究，専門・技術サービス業 942 4.0% 6,297 2.6%

宿泊業，飲食サービス業 3,256 13.8% 22,266 9.1%

生活関連サービス業，娯楽業 1,993 8.4% 9,052 3.7%

教育，学習支援業 884 3.7% 6,809 2.8%

医療，福祉 1,645 7.0% 30,541 12.5%

複合サービス事業 146 0.6% 1,817 0.7%

サービス業（他に分類されないもの） 1,603 6.8% 20,197 8.2%

小　計 19,425 82.1% 177,138 72.3%

第二次
産業

第三次
産業

資料：平成28年経済センサス活動調査

項　目
事業所数 従業者数

総　数

第一次
産業

資料：平成 28 年経済センサス活動調査 

図 2-7 従業者規模別事業所数 

1～4人

56.9%5～9人

20.4%

10～19人

12.3%

20～29人

4.1%

30～49人

2.9%

50～99人

1.9%

100人以上

1.1%
出向・派遣従業者

のみ

0.4%
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５．文化・観光施設の利用状況 

本市の主な文化・観光施設における入場者数は、以下のとおりです。 

本市には、姫路城、動物園、水族館等があり、民間の観光施設も多く存在するため、当

該施設を訪れる観光客が多数来訪します。令和 3年 9月には、姫路市文化コンベンション

センター「アクリエひめじ」が開館し、本市の新しい交流拠点、文化芸術の拠点として市

民文化の振興、都市の魅力発信に大きな役割を果たすことが期待されます。 

 

表 2-4 主な文化・観光施設入場者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

      【姫路城】               【アクリエひめじ外観】 

       

 

 

 

 

 

 

 

【好古園】              【アクリエひめじ大ホール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 文化・観光施設（例）

単位：人

観光施設＼年度 H29 H30 R1 R2 R3

姫路城 1,824,703 1,589,765 1,548,071 390,171 444,131

好古園 427,595 438,745 428,309 129,581 164,146

動物園 510,806 397,373 419,571 237,490 284,856

水族館 208,628 198,228 185,221 120,855 171,301

姫路科学館 250,845 246,905 229,029 88,009 136,510

資料：市政の概要　令和4年版
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第１節 ごみ処理の動向や現状 

１．ごみ処理の動向 

（１）国の計画 

国では、①第四次循環型社会形成推進基本計画（以下「第四次循環基本計画」という。）

が平成 30年 6月に策定され、②廃棄物処理法に基づく基本方針（以下「廃棄物処理基本

方針」という。）が平成 28年 1月に変更されています。 

 

①  第四次循環基本計画 

循環基本計画は循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施

策の基本的な方針、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を定めるものです。 

「第四次循環基本計画」では、循環型社会形成に向けた取組みの中長期的な方向性及

び各主体の役割を示しています。 

中長期的な方向性として、「持続可能な社会づくりとの統合的取組」、「多種多様な

地域循環共生圏形成による地域活性化」、「ライフサイクル全体での徹底的な資源循環

の徹底」、「適正処理の更なる推進と環境再生」、「万全な災害廃棄物処理体制の構築」、

「適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進」及び「循環分野におけ

る基盤整備」が示され、持続可能な社会の実現を見据え、具体的な取組みを進めていく

こととしています。 

また、地方公共団体、国民及び事業者などのそれぞれの役割を明確にし、各主体が

個々に行動するだけでなく、連携・協働して持続的な問題解決に向けた取組みが必要と

しています。 

持続可能な社会の実現を見据え、循環型社会に至る中長期的な方向性を各主体が共

有した上で、相互に連携・協働しながら自らの役割を果たしていくことが必要不可欠と

しています。 
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表 3-1(1) 第四次循環基本計画 

中長期的な方向性 国の取組 各主体の役割 

持続可能な社会づく

りとの統合的取組 

・地域循環共生圏の形成に向け

た施策推進 

・シェアリング等の２Ｒビジネ

ス促進、評価 

・家庭系食品ロス半減に向けた

国民運動 

・高齢化社会に対応した廃棄物

処理体制 

・未利用間伐材等のエネルギー

源としての活用 

・廃棄物エネルギーの徹底活用 

・マイクロプラスチックを含む

海洋ごみ対策 

・災害廃棄物処理事業の円滑

化・効率推進 

・廃棄物・リサイクル分野のイ

ンフラの国際展開 

国は、関係府省間での連携はもとより、地方公共団体や事業者、NPO・

NGO など関係主体との連携を図るとともに、各主体間の連携が実現して

いる先進的事例の収集・とりまとめを行い、広く情報発信していく必要

がある。 

多種多様な地域循環

共生圏形成による地

域活性化 

・地域循環共生圏の形成に向け

た施策 

・バイオマスの地域内での利活

用 

【地方公共団体の役割】 

・地域の特性に応じた地域循環共生圏の仕組みづくりを主導 

【国民の役割】 

・生活ごみの分別排出への協力 

・循環資源等により生産された再生品の積極的な利用 

【事業者の役割】 

・生産者等には循環資源等を製品の原材料やエネルギー源として積極的

に活用 

・排出者として分別の徹底などに協力 

・廃棄物処理業者やリサイクル事業者は廃棄物等を適正に再資源化する 

・金融機関にはコンサルティング機能を活用し、排出事業者、廃棄物処

理事業者、リサイクル事業者、再生製品の活用事業者等の各主体の橋

渡し 
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表 3-1(2) 第四次循環基本計画 

中長期的な方向性 国の取組 各主体の役割 

ライフサイクル全体で

の徹底的な資源循環 

・開発設計段階での省資源化等

の普及促進 

・シェアリング等の２Ｒビジネ

スの促進、評価 

・素材別の取組 

【地方公共団体の役割】 

・地域の中小事業者や NPO・NGO 等による３Ｒに関する取組、モノの点

検・修繕・交換・再使用やシェアリング等を行う新たなビジネスに対

する支援 

・環境に配慮したグリーン製品・サービスや地産商品の推奨・情報提供 

【国民の役割】 

・無駄なものを買わない 

・レンタル・リース・シェアリング・中古品の売買等のサービスの積極

的活用 

・マイバック・マイボトルの利用や簡易包装製品の選択による容器包装

の削減 

・食材の使い切りや過度な鮮度志向の抑制等による食品ロスの削減 

・木材等の再生可能な資源を利用した製品や再生品の優先的な購入 

・物の丁寧な取扱い、メンテナンスや修理等のサービスの活用等により

物を長く大切に使うことなど、資源循環に配慮した消費行動 

【事業者の役割】 

・使用段階や流通段階において、大量に生産したモノを大量に売り切る

ことで稼ぐビジネスモデルからの脱却 

・モノの点検・修繕・交換・再使用やシェアリングサービス等の新たな

ビジネスモデルの立ち上げ 

・リユース製品、リサイクル製品等の積極的な販売 

・簡易包装の推進 

・レジ袋の削減やマイバッグの推奨 

・牛乳パック、ペットボトルや食品容器、小型家電等の店頭回収などの

取組 

・生産量や生産時期の最適化 

・環境配慮設計の徹底や原材料素材の表示 

・使い捨て製品から繰り返し使える製品への転換 

・簡易包装の推進 

・再生材の活用 

・資源・エネルギー利用の効率化 

適正処理の更なる推進

と環境再生 

・安定的・効率的な処理体制の

整備 

・廃棄物処理システムの地球温

暖化対策・災害対策の強化 

・地域での新たな価値創出に資

する廃棄物処理施設の整備 

・高齢化社会に対応した廃棄物

処理体制 

・電子マニフェスト義務付け拡

大 

・循環分野における環境産業全

体の健全化、振興 

・マイクロプラスチックを含む

海洋ごみ対策 

・空き家対策、空き店舗対策 

・放射性物質により汚染された

廃棄物の適正処理、除去土壌

等の減容・再生利用などの着

実な実施 

・被災地の未来志向の復興創生 

【地方公共団体の役割】 

・廃棄物の分別収集の徹底 

・一般廃棄物処理の有料化などによる廃棄物の減量化 

・廃棄物会計の導入・公表 

・廃棄物発電等の熱回収や生ごみ等からのメタン回収等の更なる推進 

・有害物質に関する適切な管理・モニタリングの実施 

・地域内の廃棄物処理事業者、リユース・リサイクル事業者の指導・育

成、排出事業者に対する排出事業者責任の徹底のための指導 

・違法な廃棄物処理を行う者に対する指導 

・海洋ごみの回収処理及び河川や海域への流出防止のための陸域も含め

た流域単位での発生抑制対策 

・不法投棄や不適正処理が行われた土地の生活環境保全上の支障の除去 

【国民の役割】 

・地方公共団体の定めたルールに従って適正に廃棄物を排出する 

・違法な不用品回収業者等を利用しない 

・ごみのポイ捨てなどにより環境を汚染しない 

・占有又は管理する建物や土地を適正に維持管理し、清潔を保つ 

【事業者の役割】 

・あらゆる事業者が廃棄物処理法等を遵守して廃棄物を適正処理 

・占有又は管理する建物や土地を適正に維持管理 
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表 3-1(3) 第四次循環基本計画 

中長期的な方向性 国の取組 各主体の役割 

万全な災害廃棄物処

理体制の構築 

 

・災害廃棄物処理計画の策定 

・国民に対して自治体等が協力を

得られるよう情報発信、コミュニ

ケーションの場の設置を支援 

・地域ブロック協議会の運営、行動

計画の見直し 

・共同訓練、人材交流の場、セミナ

ーの開催等 

・災害廃棄物処理実績を蓄積、情報

プラットフォームを整備・運営 

・災害廃棄物処理の円滑化・高効率

化 

・D.Waste-Netの体制強化、平時の

取組の充実 

・災害時に拠点となる廃棄物処理

施設の整備 

【地方公共団体の役割】 

・災害廃棄物処理計画の策定 

・一般廃棄物処理施設の早期強靱化 

・関係団体・他の地方公共団体・地方環境事務所等との連携体制の構

築 

【国民の役割】 

・災害時の廃棄物の適正な排出など災害廃棄物の適正かつ迅速な処理

に対する協力 

【事業者の役割】 

・事業者が地方公共団体と平時より協定を締結するなどの連携体制を

構築し、災害時に災害廃棄物の適正かつ迅速な処理に対する協力 

 

適正な国際資源循環

体制の構築と循環産

業の海外展開の推進 

・2016 年「富山物質循環フレーム

ワーク」等に基づき、資源効率性

の向上や３Ｒの推進 

・「アフリカのきれいな街プラット

フォーム」の活動に協力、知見の

共有 

・国内外で発生した二次資源につ

いて日本の環境先進技術を活か

しつつリサイクルを適正に推進

（バーゼル法の改正等） 

・「もったいない精神」を海外に紹

介、モノを大切にする意識の向上 

・我が国の質の高い環境インフラ

について、制度・システム・技術

等をパッケージとして海外展開 

・日本の災害廃棄物対策ノウハウ

の提供、JICA 等と連携した被災

国支援スキーム 

【地方公共団体の役割】 

・地域の循環産業の海外展開を支援 

【国民の役割】 

・違法な不用品回収業者を利用しない 

【事業者の役割】 

・バーゼル法を遵守して適正な国際資源循環を行う 

 

循環分野における基

盤整備 

・各主体の取組成果を評価する手

法、分かりやすく示す指標 

・各種手続等の廃棄物に関する情

報の電子化、電子マニフェストを

含む情報の活用 

・Re-Style キャンペーンを通じて

若年層を中心にサブカルチャー

等と連携した意識醸成、行動喚起 

・多数の企業が参加した消費者キ

ャンペーン 

・廃棄物収集の効率化や高度選別

技術の普及促進 

・世界に先駆けた革新的低炭素化

技術の研究開発 

【地方公共団体の役割】 

・地域における環境教育・環境学習の場の提供 

【国民の役割】 

・国民一人ひとりが、地域の環境と循環資源に関心を持つ 

・環境教育・環境学習や環境保全活動等に積極的に参加 

・NPO・NGO 等の民間団体の活動に協力 

【事業者の役割】 

・生産者や流通事業者等が安心や安全に関する情報、長く適切にモノ

を使うための情報、リサイクルや廃棄物処理を適正に行うための情

報、環境に配慮した消費を行うための情報を分かりやすく提供する 
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② 廃棄物処理基本方針 

「廃棄物処理基本方針」では、廃棄物の減量と適正処理に関する基本的な方向、各主

体の役割及び取組み指標を示しています。 

基本的な方向として、循環型社会に則した考え方が示され、低炭素社会や自然共生社

会との統合にも配慮した取組みを進めていくこととしています。 

また、地方公共団体、国民及び事業者などが適切な役割分担の下でそれぞれが積極的

な取組みを図ることが重要としています。 

 

表 3-2 廃棄物処理基本方針 

基本的な方向 主な各主体の役割 

・廃棄物の① 発生抑制、廃棄

物となったものについては

不法投棄・不適正処理の防

止、環境への負荷低減に配慮

しつつ② 再使用、③ 再生利

用、④ 熱回収の順にできる

限り循環的な利用を行う。 

・循環的利用が行われないも

のについては、適正な処分を

確保。 

・災害により生じた廃棄物に

ついても、適正な処理を行

い、かつ可能な限り分別、選

別、再生利用等による減量を

図った上で、円滑かつ迅速な

処理を確保。 

・低炭素社会や自然共生社会

との統合にも配慮し、エネル

ギー源としての廃棄物の有

効利用等を含め、循環共生型

の地域社会の構築に向けた

取組みを推進。 

【地方公共団体の役割】 

・排出抑制に関する普及啓発、情報提供及び環境教育等の実施 

・食品循環資源の再生利用等の促進 

・使用済小型家電及び水銀使用製品の回収体制の構築 

・災害時における適正かつ円滑、迅速な処理体制の確保 

【国民の役割】 

・容器包装廃棄物の排出の少ない商品、繰り返し使用できる商品、耐久性に優れ

た商品、再生利用が容易な商品及び再生品の選択 

・賞味期限に関する正しい理解、適量の購入及び食べきり等による食品ロスの削

減 

・商品の長期間使用 

・生ごみの水切り 

・市町村が設定する分別区分に応じた排出 

【事業者の役割】 

・原材料の選択や製造工程、輸送工程の工夫 

・自ら排出する廃棄物の再生利用等による減量 

・消費実態に合わせた容量の適正化 

・容器包装の減量及び簡素化 

・長期間使用できる商品、再生利用が容易な商品、適正な処理が困難とならない

商品の製造または販売 

・修繕体制の整備 

・自ら製造等を行った製品や容器等の自主回収 

 

表 3-3 廃棄物処理基本方針における目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

平成28年1月

平成24年度

平成32年度

ごみ排出量 約12％減

1人1日当たりの家庭系ごみ排出量
（資源物及び集団回収除く）

約500g/人・日

資源化率※ 約27％

最終処分量 約14％減

策定年月

基準年度

目標年度

目
標
値

※ 廃棄物処理基本方針では再生利用量の割合となっているが、本
　計画の資源化率と同義のため資源化率と表記している。（以下同じ。）
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（２）兵庫県の計画 

「兵庫県廃棄物処理計画」が平成 30年 8月に改定されています。 

兵庫県廃棄物処理計画では、循環型社会の実現に向けた施策展開の方向性として、「循

環型社会と低炭素社会の実現に向けた統合的な取組の推進」、「適正処理の確保」の 2

点を掲げ、計画推進に向けた具体的な施策を示しています。 

なお、兵庫県では、現行の計画である「兵庫県廃棄物処理計画（平成 30年 8 月）」の

改定が進められており、改定の方向性として、「プラスチック資源循環」、「廃棄物・

資源循環分野におけるカーボンニュートラル」を促進することとして、新たに令和 12年

度を目標年度とする計画を策定することとしています。 

 

表 3-4 兵庫県廃棄物処理計画 

分類 施策名 取組み 

発生抑制・再使用・再

生利用（３Ｒ）の推進 

リデュース［発生抑制］、リ

ユース［再使用］の推進 

・ライフスタイルの変革 

・ごみ減量化・再資源化に取り組む店舗等の指定制度の推進

【拡充】  

・３キリ運動などによる食品ロス削減の推進【新規】  

・廃棄物多量排出事業者による排出抑制 

・リユースの促進【拡充】 

質の高いリサイクル［再生利

用］の推進 

・廃家電回収システム（兵庫方式）の体制強化【拡充】    

・使用済小型電子機器等のリサイクルの促進【拡充】  

・無許可廃家電等回収業者への対応強化【新規】   

・資源物の分別徹底による集団回収・店頭回収の促進【拡充】    

・容器包装廃棄物の分別収集の促進【拡充】  

・オフィス等の古紙回収システムの構築【新規】   

・建設廃棄物等の再資源化   

・焼却灰等のセメント原料化の推進  

・ひょうごエコタウン推進会議の調査研究や事業化の推進 

普及啓発、意識醸成 ・「クリーンアップひょうごキャンペーン」の実施【拡充】   

・環境学習・教育の展開 

廃棄物の適正処理の

推進 

適正処理対策の推進 ・排出事業者、処理業者に対する適正処理指導   

・電子マニフェストの普及促進   

・有害廃棄物の適正処理の推進   

・海岸漂着ごみ対策の推進 

・漂流ごみ・海底ごみの回収処理ルートの確立【新規】 

 適正処理体制の整備 ・ごみ処理の広域化の基本方針【新規】  

・大阪湾フェニックス事業の推進  

・産業廃棄物処理業者優良認定制度の運用  

・産業廃棄物処理施設の適正な設置の推進 

・廃棄物処理施設の監視 

 不法投棄対策の推進 ・不法投棄防止対策の充実・強化  

・「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」による

規制 

・不法行為に対する厳格な対応  

・｢廃棄物エコ手形制度」の推進【拡充】 

循環型社会と低炭素

社会の統合的な取組

の推進 

循環型社会と低炭素社会の

統合的な取組の推進 

・高効率ごみ発電施設の導入促進 

・竹チップボイラー実用化に向けた研究開発の支援【拡充】    

・廃棄物系バイオマスの利活用の促進【拡充】    

・下水汚泥の有効活用 
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表 3-5 兵庫県廃棄物処理計画における目標値 

  

 

 

 

平成24年 令和2年度 令和7年度

基準年度 中間目標 目標

1人1日当たりの家庭系ごみ排出量
（資源物及び集団回収除く）

525g/人・日 483g/人・日 463g/人・日

最終処分量 273千トン
28％減

（198千トン）
32％減

（185千トン）

ごみ排出量 2,034千トン
12％減

（1,789千トン）
16％減

（1,706千トン）

1人1日当たりの事業系ごみ排出量 ＊ 305g/人・日
13％減

（266g/人・日）
21％減

（241g/人・日）

資源化率 16.7％ 20％ 22％

ごみ発電能力 102,445kW
＋10％

（113,074kW）
＋15％

（118,124kW）

（中間）目標年度

※ 資源ごみは除く。
注）1兵庫県廃棄物処理計画では再生利用率となっているが、本計画の資源化率と同義の
　　　ため資源化率と表記している。（以下同じ。）
　　2（　）内の値は目標値に対する量を示す。

重
点
目
標

目
標

項　目
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２． 本市の上位計画 

（１）姫路市総合計画 ふるさと・ひめじプラン 2030 

本市では、都市づくりの長期的かつ基本的な方向性を示す 

「姫路市総合計画 ふるさと・ひめじプラン 2030」（以下 

「総合計画」という。）を令和３年３月に策定しています。 

総合計画では、目指す都市像を「ともに生き ともに輝く 

にぎわい交流拠点都市 姫路」とし、実現に向けて、「自然 

とひとが調和した持続可能な環境にやさしいまち・ひめじ」 

を環境像に掲げ、本市が有する豊かな自然環境と地域の社会・経済活動との調和を図

り、環境にも人にもやさしい持続可能な社会の実現に取り組んでいます。 

 

 

（２）姫路市環境基本計画             

本市では、「姫路の環境をみんなで守り育てる条例」第 9 

条に基づき、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計 

画的に推進するために「姫路市環境基本計画」（以下「環境 

基本計画」という。）を令和３年３月に策定しています。 

「環境基本計画」では、「基本目標５ 地域循環力の推進」 

の中で「循環型社会の構築」を推進施策の 1つとしており、 

廃棄物の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再資源化 

（Recycle）の３Ｒによる資源循環を推進するとともに、食品 

ロスの削減 （フードドライブ活動など）や、マイバッグ運動など市民、事業者、行政

がそれぞれの立場で廃棄物の資源循環に対する責任と役割を果たすよう努めること

としています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

環境省「こども環境白書 2012」より引用 
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３．本市のごみ処理の現状 

（１）ごみの排出抑制 

ごみの排出抑制は、３Ｒ（「発生抑制（Reduce:リデュース）」、「再使用（Reuse：

リユース）」、「再生利用（Recycle：リサイクル）」）のうち、「発生抑制」と「再

使用」であり、これらを推進することによりごみの排出を抑制するものです。 

 

① 発生抑制（Reduce:リデュース） 

発生抑制策として、食品関連事業者と消費者をマッチングさせるサービス「Utteco
売 っ て こ

 

Katteco
買 っ て こ

 by タベスケ」を導入するなど、「食品ロスの削減」、「生ごみの減量化」、

「容器包装廃棄物の削減」、「既存物の有効利用」を掲げて各施策を推進し、「ごみを

つくらない、出さない」ライフスタイルの定着を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 再使用（Reuse：リユース） 

再使用策として、「詰め替え用品の利用」、「修理品の再利用」、「リユース市場の

活用」を掲げて各施策を推進し、「ものを長期的かつ繰り返し使う」ライフスタイルの

定着を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不用品を 

 

 

 

 
 

つめかえ品を使おう 

つめかえ品を購入・利用することで、 

プラスチックごみ削減とボトルの再

使用が一度にできます。 

Reuse 

 
不用品を売ろう！ 
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（２）ごみの分別 

① 分別区分 

現在の家庭系ごみの分別区分は以下のとおりです。 

 

表 3-6 家庭系ごみの分別区分（令和４年度） 

区 分 旧姫路市域 家島町域 
夢前町域・香寺町域 

・安富町域 

可燃ごみ ・可燃ごみ ・可燃ごみ ・可燃ごみ 

資源物 

・プラスチック製容器包装 

・ミックスペーパー 

・空カン類 

・空ビン類 

（無色･茶色･その他の色） 

・ペットボトル 

・紙パック 

・プラスチック製容器包装 

・ミックスペーパー 

・空カン類 

・空ビン類 

（無色･茶色･その他の色） 

・ペットボトル 

・紙パック 

・プラスチック製容器包装 

・ミックスペーパー 

・空カン類 

・空ビン類 

（無色･茶色･その他の色） 

・ペットボトル 

・紙パック 

・古紙類（新聞紙・雑誌類・

ダンボール） 

・古紙類（新聞紙・雑誌類・

ダンボール） 

・古紙類（新聞紙・雑誌類・

ダンボール） 

粗大ごみ 

・木製品類 

・プラスチック複合製品類 

・金属複合製品類 

・陶磁器・ガラス類 

・ふとん・ジュータン類 

・蛍光管 

・乾電池等 

・大型ごみ等 

・蛍光管 

・乾電池等 

・大型ごみ 

・不燃ごみ 

・ふとん・ジュータン類 

・蛍光管 

・乾電池等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3-1 クリーンカレンダー  
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② 分別収集の主な取組み 

ア．資源物の分別収集 

平成 16年 1月にモデル地区において「プラスチック製容器包装」と「ミックス

ペーパー」の分別収集を開始し、平成 17年 10月からは旧姫路市域で分別収集を実

施しています。 

また、平成 20年 1月から家島町域、夢前町域、香寺町域及び安富町域において

も「プラスチック製容器包装」「ミックスペーパー」「空カン類」「空ビン類」「ペ

ットボトル」「紙パック」「古紙類」「乾電池等」の 8品目の分別収集を開始し、

資源物の分別区分を全市域で統一しています。 

さらに、平成 30 年 4 月から全市域で「蛍光管」の分別収集を開始しています。 

 

イ．古紙類の回収 

家庭ごみの減量および資源化を促進するとともに、協力金を自治会等の美化活

動をはじめとする地域活動に活用していただくことで、地域内交流の促進に資す

ることを目的として、古紙類（新聞紙、雑誌類、ダンボール）を粗大ごみの日に粗

大ごみステーションに分別して排出し、古紙類の再資源化に積極的に取り組まれ

る自治会等に対して資源古紙行政回収協力金（5円/㎏）を交付しています。 

 

ウ．古繊維の資源化処理 

平成 26年度から「ふとん・ジュータン類」として回収したもののうち、資源化

可能な古繊維を選別処理しています。 

また、平成 27年 4月から夢前町域、香寺町域及び安富町域においても「ふとん・

ジュータン類」の分別収集を開始しています。 

 

エ．小型家電の拠点回収 

平成 26年度から市役所本庁、支所、出張所等において、小型家電回収ボックス

を設置し、小型家電に含まれる有用金属の回収を図っています。 
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（３）ごみの収集・運搬 

① 家庭系ごみの収集・運搬 

現在の家庭系ごみの収集・運搬体制は以下のとおりです。 

本市で発生する家庭系ごみの収集・運搬は直営または委託業者により実施していま

す。 

また、「可燃ごみ」及び「プラスチック製容器包装」は指定袋制を導入しています。 

 

表 3-7 家庭系ごみの収集・運搬体制（令和 4年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

旧姫路市域 家島町域
夢前町域・
香寺町域・
安富町域

収集
頻度

排出方法

可燃ごみ 直営・委託 直営・委託 週2回※1 市指定
ごみ袋

プラスチック製容器包装 週1回
市指定
ごみ袋

ミックスペーパー 月2回
市推奨ごみ袋
または紙袋

空カン類 月2回 回収容器

空ビン類 月2回 回収容器

ペットボトル 月2回 回収容器

紙パック 月2回 回収容器

古紙類 委託 月2回 紐で結ぶ

木製品類 月2回 －

プラスチック複合製品類 月2回 －

金属複合製品類 月2回 －

陶磁器・ガラス類 月2回 丈夫な袋

ふとん・ジュータン類 直営 月2回 紐で結ぶ

蛍光管 委託 直営 月2回 回収容器

乾電池等 委託 直営 月2回 回収容器

大型ごみ等 委託 月2回 －

大型ごみ 月2回 －

不燃ごみ 月2回
中身の見え
やすい袋

項　目

資
源
物

粗
大
ご
み

※1 家島町西島地区は週1回

委託 直営

直営

委託



第３章｜ごみ処理基本計画 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 4年度清掃事業概要 

図 3-2 直営及び委託の可燃ごみ収集区域  
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② 多量ごみ、事業系ごみの搬入 

多量ごみ及び事業系ごみは、本市または一部事務組合の中間処理施設で処理する場

合、事業者等の排出者が許可業者に収集・運搬を委託するか、自ら中間処理施設へ直接

持ち込むことが原則であり、家庭系ごみのごみステーションには排出できません。 

なお、各施設への搬入には以下の手数料がかかります。 

 

表 3-8 各施設の搬入手数料 

施設名 搬入手数料 

・市川美化センター 
・エコパークあぼし 
・くれさかクリーンセンター 

100円/10㎏ 
 ※ごみの積載量（㎏）により計算 

・家島美化センター 
（長井集積所含む。） 

・1,575円/1台 
 （最大積載量 350㎏以下の自動車で搬入する場合） 
・5,250円/1台 
 （最大積載量 350㎏を超え～2,000㎏以下の自動車で搬入する場合） 
・10,500 円/1台 
 （最大積載量 2,000㎏を超え～4,000㎏以下の自動車で搬入する場

合） 
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（４）中間処理 

本市または一部事務組合の中間処理施設に搬入されるごみは、ごみの分別区分に応じ

て適正に処理されています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 処理フロー（中間処理） 

 

表 3-9 ごみ処理関係一部事務組合（令和 4年度） 

名称 共同処理する事務 構成公共団体 

くれさか環境事務組合 
・廃棄物処理施設の設置

及び管理運営 

・姫路市(夢前町、香寺町、安富町の区域) 

・福崎町 

 

 

 

  

資
源
物

粗
大
ご
み

乾電池等

古紙類

くれさかクリーンセンター

本市処理施設

一部事務組合処理施設
木製品類

エコパークあぼし
家島リサイクルセンター

大型ごみ等

プラスチック複合製品類

金属複合製品類

ふとん・ジュータン類

選別残渣（可燃性）

蛍光管

焼却及び溶融処理

資源化処理

市川美化センター
エコパークあぼし

本市処理施設

災害ごみ等

ペットボトル

可燃ごみ

プラスチック製容器包装

ミックスペーパー

空カン類

空ビン類

陶磁器・ガラス類

大型ごみ

不燃ごみ

再生事業者民間処理施設

紙パック
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① 焼却及び溶融施設 

本市または一部事務組合の中間処理施設に搬入された可燃ごみ及び資源化処理施設

の選別過程で発生する選別残渣（可燃性）は、焼却または溶融処理しています。 

焼却または溶融処理の過程で発生する排ガスは、排ガス処理設備において法規制値

よりも厳しい基準値になるまで適正処理しています。 

また、溶融過程で発生したスラグ・メタルは有価物として売却しています。売却され

たスラグはコンクリートやアスファルトなどの材料として使用され、メタルはカウン

ターウェイト（建設機械のおもり）として利用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 3-4 溶融施設イメージ図（エコパークあぼし） 

 

            表 3-10 焼却施設及び溶融施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 4年度清掃事業概要 

排ガス

処理

スラグ

メタル

飛灰

発生する排ガスは排ガス基準値以下

まで処理し煙突から拡散します。

溶融処理の過程で発生する熱エネルギー

で発電し、施設内で利用した残りの余剰電

力は電力会社に売却します。

搬入

ごみ

溶融処理の過程で発生するスラグやメタルは有

価物として売却し、飛灰は無害化した後、埋立処

分します。

項　目 市川美化センター エコパークあぼし

設置主体 姫路市 姫路市

竣　　　工 平成4年3月 平成22年3月

所 在 地 姫路市東郷町 姫路市網干区網干浜

処理方式
全連続燃焼式

焼却炉
全連続燃焼式
直接溶融炉

処理能力 330t/24h 402t/24h

発電装置 1,200kW 10,500kW

付帯施設 市川ふれあい緑地
網干環境楽習センター
網干健康増進センター



第３章｜ごみ処理基本計画 

27 

焼却または溶融処理の過程で発生する熱エネルギーは、発電や施設内外の給湯等に

有効利用しています。市川美化センター及びエコパークあぼしの発電量は、以下のとお

りです。 

市川美化センターでは、発電した電力を全て施設稼働に使用しており、エコパークあ

ぼしでは、発電量のうち、施設稼働に必要な電力を差し引いた電力を売電しています。 

 

表 3-11 ごみ発電量使用内訳の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年度における市川美化センター及びエコパークあぼしの発電量合計を重油量

に換算するとドラム缶で約 65,000本程度となり、当該重油の燃焼時に発生する温室

効果ガスの同量を抑制していることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 発電イメージ図  

 1 年間で・・・ 
 
         約 65,000 本分の発電量！！ 
         ※ 重油 1ℓあたり約 4.2kWh の発電 
            量が得られるものとして算出 
   重油 

蒸気

ボイラ

給水

ごみの焼却熱

発電機タービン

単位：kWh/年

H29 H30 R１ R２ R３

6,228,887 6,337,616 5,717,912 4,693,080 7,369,061

6,228,887 6,337,616 5,717,912 4,693,080 7,369,061

44,403,080 46,049,417 50,374,103 48,057,751 47,606,462

溶 融 施 設 21,404,572 22,124,941 23,921,155 24,030,522 22,584,024

再資源化施設 798,140 823,970 885,630 900,500 893,150

環境学習施設 302,368 290,237 283,116 274,919 285,708

健康増進施設 1,746,170 1,774,120 1,661,340 1,611,990 1,764,920

計 24,251,250 25,013,268 26,751,241 26,817,931 25,527,802

-335,370 -332,171 -319,920 -318,910 -346,210

20,487,200 21,368,320 24,498,520 21,558,730 22,424,870

項目＼年度

市川美化
センター

発 電 量

うち場内使用電力量

エコパーク
あぼし

発 電 量

う

ち

場

内

使

用

電

力

量

購 入 電 力 量

売 却 電 力 量
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② 資源化施設 

本市または一部事務組合の中間処理施設に搬入された資源物及び粗大ごみは、破砕・

選別等を行い、有価物を回収しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6 資源化施設イメージ図（エコパークあぼし） 

 

表 3-12 資源化施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 4年度清掃事業概要 

  

項　目 エコパークあぼし
家島

リサイクルセンター
くれさか

クリーンセンター

設置主体 姫路市 姫路市
くれさか

環境事務組合

竣　　　工 平成22年3月 平成11年8月 平成8年3月

所 在 地 姫路市網干区網干浜 姫路市家島町宮 姫路市夢前町宮置

処理方式
破砕、選別、
圧縮､梱包

破砕、圧縮、梱包 破砕、選別、保管

処理能力 100t/日 2.7t/時 17t/日

資源物

（ペットボトル、

プラスチック製

容器包装等）

粗大ごみを破砕し細かくします。

破砕物から磁選機等で有価物（鉄類

やアルミ類）を回収します。

選別残渣は、性状に応じて溶融

または埋立処分します。

再生事業者

手選別で不適物を除去します。

不適物を除去した後、圧縮梱包

機などで成型します。
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＜参考＞資源物等の行方 

（皆さんによって分別された資源物などは中間処理という過程を経て、様々な利用がされています） 

 品目 中間処理過程 再資源化 

資

源

ご

み 

プラスチック製 

容器包装      
選別後、再商品化委託 プラスチック製品 

ミックスペーパー 事業者へ売却 絵本・紙など 

空カン類 事業者へ売却 鉄鋼製品 

空ビン類 選別後、再商品化委託 新しい瓶 

ペットボトル 選別後、事業者へ売却 ペットボトル 

紙パック 選別後、事業者へ売却 トイレットペーパー 

古紙類 事業者へ売却 新聞、段ボール 

粗

大

ご

み 

金属複合製品類 選別・破砕後、事業者へ一部売却 鉄鋼製品 

ふとん・ジュータン類 選別・破砕後、事業者へ一部売却 古着など 

蛍光管 保管後、処理委託 水銀・鉄回収 

乾電池等 保管後、処理委託 水銀・マンガン・亜鉛回収 
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（５）最終処分 

焼却処理の過程で発生する主灰及び飛灰は、近畿２府４県の地方公共団体と港湾管

理者が出資して設立した大阪湾広域臨海環境整備センター（以下「大阪湾フェニックス

センター」という。）が管理する神戸沖埋立処分場において埋立処分しています。 

一方で、資源化処理の過程で発生する選別残渣（不燃性）は、本市または一部事務組

合の最終処分場において埋立処分しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 最終処分イメージ図（大阪湾フェニックスセンター） 

 

表 3-13 最終処分場概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 4年度清掃事業概要 

 

 

 

  

焼却または溶融施設

主灰

飛灰

姫路基地 神戸沖埋立処分場

項　目 石倉最終処分場 土岸最終処分場 塩野最終処分場
くれさか

クリーンセンター

設置主体 姫路市 姫路市 姫路市
くれさか

環境事務組合

埋立期間 平成18年4月～ 平成5年7月～ 平成10年10月～ 平成8年4月～

所 在 地 姫路市石倉 姫路市家島町坊勢 姫路市安富町塩野 姫路市夢前町宮置

埋立容量 184,766㎥ 42,500㎥ 38,842㎥ 127,000㎥

残余容量 114,650㎥ 13,333㎥ 32,179㎥ 26,892㎥

※ 令和4年3月31日現在
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（６）ごみ処理の評価 

「市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール」（環境省大臣官房廃棄物・リサイ

クル対策部廃棄物対策課）を用い、姫路市と人口規模や産業構造の類似する全国 58 市

との比較の結果（令和 2年度実績）は以下のとおりです。 

全国平均値よりも上回っている項目としては、「一人当たりごみ総排出量」と「廃棄

物のうち最終処分される割合」であり、その他の項目について、対策等が必要と考えら

れます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-8 一般廃棄物処理システム評価（指標値によるレーダーチャート） 

 

 

 

 

 

最大(最小)

平均値

〇 本市

最小(最大)
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（７）温室効果ガス排出量の状況 

ごみの焼却処理等に係る温室効果ガスの排出量の状況は以下に示すとおりです。 

過去 5 年間の経年変化を見ると、増減を繰り返しながらほぼ横ばいで推移していま

す。 

 

表 3-14 温室効果ガス排出量の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(tCO2/年)

区　分 年度 燃料の使用 電気の使用
一般廃棄物

の焼却
廃プラスチック

の焼却
電気の供給 合計

H29年度 246 4,200 1,073 23,573 ▲3,426 25,667

H30年度 237 4,189 1,051 25,525 ▲3,486 27,516

R1年度 192 3,948 978 23,752 ▲2,845 26,025

R2年度 134 3,347 897 21,786 ▲2,581 23,583

R3年度 227 3,536 970 23,573 ▲4,053 24,253

H29年度 13,044 9,632 1,678 24,693 ▲24,422 24,625

H30年度 13,204 9,616 1,684 22,723 ▲25,327 21,900

R1年度 13,090 10,765 1,806 24,361 ▲28,011 22,010

R2年度 13,568 10,814 1,809 24,405 ▲26,432 24,164

R3年度 13,619 10,163 1,830 24,693 ▲26,184 24,122

H29年度 129 1,629 287 9,197 － 11,242

H30年度 144 1,634 287 8,806 － 10,871

R1年度 100 1,657 315 9,669 － 11,740

R2年度 100 1,779 346 10,612 － 12,836

R3年度 289 1,619 300 9,197 － 11,404

H29年度 13,420 15,461 3,038 57,463 ▲27,848 61,534

H30年度 13,585 15,439 3,022 57,054 ▲28,813 60,287

R1年度 13,381 16,369 3,099 57,782 ▲30,856 59,775

R2年度 13,802 15,940 3,052 56,803 ▲29,013 60,583

R3年度 14,135 15,317 3,100 57,463 ▲30,237 59,779

市川美化センター

エコパークあぼし

くれさか
クリーンセンター

合計
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第２節 ごみ処理の実績と予測 

１．ごみ処理実績 

（１）ごみ排出量 

① 年間ごみ排出量 

本市の過去 10年間（平成 24～令和 3年度）のごみ排出量実績（排出された資源物等

を含む）は以下のとおりです。 

家庭系ごみは減少傾向であるのに対し、事業系ごみは増減を繰り返しながら増加の

傾向が見られます。ただし、令和 2～3年度においては減少しており、これは新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大の影響と推測されます。 

以上のように、令和 2～3年度においては、新型コロナウイルス感染症の流行等に伴

う生活様式の変化から一時的な影響を受けており、ごみ総発生量の減少の一因である

と推測されます。 

なお、本計画では、全国的に一般的な取扱いに則して、災害ごみや事業者が民間業者

を通して資源化するごみ（事業系資源物）、まち美化土砂等を除くごみ量の合計を「ご

み排出量」とし、当該ごみ以外も含めた全てのごみ量を「ごみ総発生量」としています。 

 

表 3-15 ごみ排出量の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

※家庭系ごみの資源物には、集団回収古紙を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-9 ごみ排出量の推移（左：家庭系ごみ及び事業系ごみ 右：家庭系ごみ内訳）  

単位：t/年

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

543,866 542,603 541,389 540,345 538,960 537,409 536,192 534,648 532,637 529,450

可燃ごみ 91,829 91,532 91,885 91,045 89,486 89,006 87,934 88,795 88,562 87,130

粗大ごみ 10,379 10,193 9,650 9,637 9,340 9,547 9,964 10,482 11,914 11,131

資源物 18,438 17,083 15,650 14,563 13,295 12,663 12,164 11,465 11,673 11,332

小　計 120,646 118,808 117,184 115,244 112,121 111,217 110,061 110,742 112,148 109,593

66,850 69,040 66,634 67,508 68,315 69,549 70,919 72,480 64,299 63,717

187 ,496 187 ,848 183 ,818 182 ,752 180 ,436 180 ,766 180 ,980 183 ,222 176 ,447 173 ,310

568 265 141 227 234 83 101 247 564 288

13,931 12,087 12,561 10,541 11,093 16,381 10,351 8,139 7,416 8,316

5,678 4,944 8,932 4,050 4,280 3,541 3,440 2,908 1,814 2,994

207 ,673 205 ,144 205 ,452 197 ,570 196 ,043 200 ,770 194 ,872 194 ,516 186 ,241 184 ,907

項目＼年度

家庭系ごみ

人口（人）

ごみ総発生量

まち美化土砂等

事業系資源物

災害ごみ等

ごみ排出量

事業系ごみ
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② 1人 1日当たりのごみ排出量 

ごみ排出量を各年度の人口及び年間日数で除して算出した、1人 1日当たりのごみ排

出量は以下のとおりです。 

1人 1日当たりのごみ排出量について、家庭系ごみは減少傾向にあるものの、事業系

ごみは増減を繰り返しながらも増加傾向にあります。ただし、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大の影響もあり、令和 2～3 年度においては減少しているため、1 人 1 日当

たりのごみ排出量全体の数値は減少しています。 

 

表 3-16 1人 1日当たりのごみ排出量の実績 

   

 

 

 

 

 

 

 

※家庭系ごみの資源物には、集団回収古紙を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 1人 1日当たりのごみ排出量の実績 

  

944.7 948.6 930.2 924.1 917.4 921.7 924.7 936.4 907.6 896.9

607.8 600.0 593.0 582.7 570.0 567.1 562.4 566.0 576.8 567.1

336.9 348.6 337.2 341.4 347.4 354.6 362.3 370.4
330.8 329.8

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（g/人・日） ごみ排出量 家庭系ごみ 事業系ごみ

単位：g/人・日

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

543,866 542,603 541,389 540,345 538,960 537,409 536,192 534,648 532,637 529,450

可燃ごみ 462.6 462.2 465.0 460.4 454.9 453.8 449.3 453.8 455.5 450.9

粗大ごみ 52.3 51.5 48.8 48.7 47.5 48.7 50.9 53.6 61.3 57.6

資源物 92.9 86.3 79.2 73.6 67.6 64.6 62.2 58.6 60.0 58.6

小　計 607.8 600.0 593.0 582.7 570.0 567.1 562.4 566.0 576.8 567.1

336.9 348.6 337.2 341.4 347.4 354.6 362.3 370.4 330.8 329.8

944 .7 948 .6 930 .2 924 .1 917 .4 921 .7 924 .7 936 .4 907 .6 896 .9

2.9 1.3 0.7 1.1 1.2 0.4 0.5 1.3 2.9 1.5

70.2 61.0 63.6 53.3 56.4 83.5 52.9 41.6 38.1 43.0

28.6 25.0 45.2 20.5 21.8 18.1 17.6 14.9 9.3 15.5

1 ,046 .4 1 ,035 .9 1 ,039 .7 999 .0 996 .8 1 ,023 .7 995 .7 994 .2 957 .9 956 .9

まち美化土砂等

ごみ総発生量

事業系資源物

項目＼年度

人口（人）

家庭系ごみ

ごみ排出量

災害ごみ等

事業系ごみ
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（２）ごみ処理量 

本市の過去 10 年間（平成 24～令和 3 年度）における、ごみ処理量実績は以下のとお

りです。 

焼却等処理量は、増減を繰り返しながらほぼ横ばい推移しています。 

資源化率は、ごみ排出量における資源化したごみ量の占める割合を表したもので、ふ

とん・ジュータン類からの資源化可能な古繊維の選別や小型家電の資源化処理を平成 26

年度から開始したため一時的に増加しましたが、その後、資源物の排出量が減少したこ

とにより減少傾向となっています。 

最終処分量は、平成 26年度に一時的に増加しましたが、まち美化土砂等の発生量が減

少したことなどにより減少傾向となっています。 

 

表 3-17 ごみ処理量の実績 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-11 ごみ処理量の実績 

  

17.3% 16.3% 17.3% 16.3% 16.1% 15.6% 15.3% 15.0% 16.0% 15.9%

168,261 169,797 173,612 168,582 165,671 166,762 165,889 169,855 166,230 168,900

19,451 17,652 19,870 15,622 14,774 14,353 14,353 15,573 14,436 14,877

0.0%

10.0%

20.0%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（t/年）

資源化率※ 焼却等処理量 最終処分量

単位：t/年

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

187,496 187,848 183,818 182,752 180,436 180,766 180,980 183,222 176,447 173,310

207,673 205,144 205,452 197,570 196,043 200,770 194,872 194,516 186,241 184,907

168,261 169,797 173,612 168,582 165,671 166,762 165,889 169,855 166,230 168,900

32,402 30,711 31,723 29,735 28,967 28,213 27,616 27,481 28,269 27,552

17.3% 16.3% 17.3% 16.3% 16.1% 15.6% 15.3% 15.0% 16.0% 15.9%

19,451 17,652 19,870 15,622 14,774 14,353 14,353 15,573 14,436 14,877

項目＼年度

※ 資源化率＝資源化量÷ごみ排出量×100

焼却等処理量

ごみ総発生量

ごみ排出量

資源化量

資源化率※

最終処分量

※ 最終処分量に覆土は含まない。
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（３）ごみ処理経費 

令和 4 年度の本市におけるごみ処理に係る予算額は約 85 億円で、市民 1 人当たり約

16,000円、1世帯当たり約 35,000円となっています。 

本市のごみ処理原価（ごみ 1t当たりの処理費用）は、以下のとおりです。 

ごみ処理費用には、人件費や維持管理費等、毎年度ほぼ変動しない費用が含まれてい

るため、ごみ排出量の減少に伴ってごみ処理原価は高くなる傾向にあります。 

 

表 3-18 ごみ処理原価の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-12 ごみ処理原価の実績 

 

 

単位：円/t

項目＼年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３

収集運搬費 23,363 23,296 24,995 25,560 27,214 27,649 28,091 29,726 30,421 30,601

焼却処理費 23,901 23,745 25,112 24,384 23,855 25,469 24,587 25,193 27,388 28,172

再資源化費 43,912 41,966 43,282 45,262 47,866 44,985 42,091 39,722 39,871 45,082

埋立処分費 17,050 16,591 16,553 20,607 19,141 22,242 21,916 22,248 22,313 21,153

資料：令和4年度清掃事業概要
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（４）全国及び兵庫県との比較 

1 人 1 日当たりのごみ排出量について、全国、兵庫県及び本市を比較した結果は以下

のとおりです。資源化率は、ごみ排出量のうち、資源化された量の割合を示します。 

本市の 1人 1日当たりのごみ排出量について、家庭系ごみの排出量は全国及び兵庫県

と比べて少なく、ごみの減量化が進んでいると言えますが、事業系ごみの排出量につい

ては、多くなっています。そのため、本市の 1人 1日当たりのごみ排出量全体の数値は、

全国及び兵庫県より高くなっています。 

また、令和 2年度における資源化率は、兵庫県よりは高くなっていますが、全国と比

べると低くなっています。 

 

表 3-19 全国及び兵庫県との比較 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-13 1人 1日当たりのごみ排出量の比較（令和 2年度） 

単位：g/人・日

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

963.5 957.5 947.2 938.5 924.6 920.1 918.6 918.5 900.8

家庭系 684.5 677.6 667.8 660.1 646.4 641.0 638.2 638.7 648.9

事業系 279.0 279.9 279.5 278.4 278.2 279.1 280.4 279.8 251.9

20.5% 20.6% 20.6% 20.4% 20.3% 20.2% 19.9% 19.6% 20.0%

984.1 974.7 965.9 955.9 941.1 937.5 937.3 925.6 900.7

家庭系 672.9 662.9 653.4 645.2 631.0 626.9 623.2 615.7 617.9

事業系 311.2 311.8 312.5 310.7 310.1 310.6 314.1 309.9 282.8

16.7% 16.7% 16.8% 16.6% 16.8% 16.9% 16.7% 15.7% 15.5%

944.7 948.5 930.2 924.1 917.4 921.6 924.6 936.4 907.6

家庭系 607.8 599.9 593.0 582.7 570.0 567.0 562.3 566.0 576.8

事業系 336.9 348.6 337.2 341.4 347.4 354.6 362.3 370.4 330.8

17.3% 16.3% 17.3% 16.3% 16.1% 15.6% 15.3% 15.0% 16.0%

ごみ排出量

ごみ排出量

兵庫県

資源化率

全国

項目＼年度

資源化率

資源化率

※ 端数処理の関係で合計が一致しない箇所がある。 資料：環境省

姫路市

ごみ排出量

648.9 617.9 576.8

251.9 282.8 330.8

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1,000.0

全国 兵庫県 姫路市

（g/人・日）

事業系ごみ

家庭系ごみ

900.8 900.7 907.6
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（５）ごみの性状 

過去 5年間の各施設におけるごみ質調査の結果は以下のとおりです。 

市川美化センターにおいては、可燃分の割合がほとんどの年で 50％を超えていますが、

他の 3施設では 40～50％程度となっており、可燃分の割合が高い施設では低位発熱量の

値も高くなっています。 

 

表 3-20 各施設におけるごみ質調査結果 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設 区　分 単位 H29 H30 R1 R2 R3

紙・布類 52.9 51.0 53.3 53.6 42.8

ビニール･プラスチック類 18.8 21.5 24.7 29.1 28.3

ゴム・皮革類 1.8 1.9 1.0 0.3 4.3

木・竹・わら類 9.7 7.3 6.4 8.2 9.8

ちゅうかい類 13.4 7.2 9.2 4.9 11.4

不燃物類 1.9 7.5 4.2 3.1 2.0

その他 1.5 3.5 1.2 0.8 1.4

水分 34.2 42.4 35.3 25.8 35.7

灰分 12.4 12.7 6.6 9.5 6.5

可燃分 53.3 45.0 58.1 64.7 57.8

低位発熱量（実測値） kJ/kg 9,657 8,838 10,612 12,959 10,531

紙・布類 47.0 50.3 49.3 48.7 44.5

ビニール合成樹脂類 20.4 21.5 23.0 20.8 21.6

木・竹・わら類 11.4 8.9 11.2 8.5 8.9

ちゅうかい類 7.1 7.9 8.1 9.8 11.3

不燃物類 6.0 4.7 4.0 5.8 7.4

その他 8.1 6.8 4.5 6.3 6.3

水分 44.7 46.3 45.3 47.1 49.8

灰分 10.4 10.0 7.9 9.3 9.0

可燃分 44.9 43.7 46.8 43.6 41.2

低位発熱量（実測値） kJ/kg 8,655 8,155 8,806 8,093 7,719

紙・布類 40.9 44.9 45.9 39.2 45.9

ビニール合成樹脂類 19.4 15.8 16.1 16.2 13.1

木・竹・わら類 19.4 19.9 13.4 18.7 20.2

ちゅうかい類 15.5 14.0 17.4 23.7 17.2

不燃物類 1.8 3.3 3.4 1.7 1.1

その他 2.9 2.2 3.8 0.7 2.5

水分 36.0 39.2 33.1 40.2 38.1

灰分 14.1 14.1 14.7 10.1 9.0

可燃分 50.0 46.7 52.3 49.7 52.9

低位発熱量（実測値） kJ/kg 10,765 8,733 9,445 9,100 9,268

紙・布類 47.6 45.7 46.0 － －

ビニール合成樹脂類 26.3 26.9 25.0 － －

木・竹・わら類 7.4 7.7 12.9 － －

ちゅうかい類 10.2 8.6 9.8 － －

不燃物類 4.9 5.2 4.1 － －

その他 3.6 5.9 2.2 － －

水分 45.0 40.9 41.6 － －

灰分 8.2 9.2 8.6 － －

可燃分 46.8 49.9 49.8 － －

低位発熱量（実測値） kJ/kg 9,010 9,523 10,021 － －

市
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２．ごみ排出量及び処理量予測 

（１）ごみ排出量予測 

過去 10 年間（平成 24～令和 3 年度）の実績をもとに行ったごみ排出量予測結果は以

下のとおりです。 

家庭系ごみは、1人 1日当たりの排出量及び人口が減少傾向で推移していることから、

今後も緩やかに減少すると予測されます。 

一方で事業系ごみは、可燃ごみの実績値が増減を繰り返しており一定の傾向が見られ

ないため、今後はほぼ横ばいで推移すると予測しています。 

 

表 3-21 ごみ排出量予測結果 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-14 ごみ排出量予測結果  

単位：t/年

実績値

R3 R9 R14

529,450 521,883 514,346

可燃ごみ 87,130 85,840 84,050

粗大ごみ 11,131 9,554 9,221

資源物 11,332 8,471 7,142

小　計 109,593 103,865 100,413

事業系ごみ 63,717 66,450 65,984

173 ,310 170 ,315 166 ,397

288 272 272

8,316 8,597 9,067

2,994 3,594 3,594

184 ,907 182 ,778 179 ,330ごみ総発生量

ごみ排出量

災害ごみ等

事業系資源物

予測値

まち美化土砂等

項目＼年度

人口（人）

家庭系ごみ
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（２）ごみ処理量予測 

過去 10 年間（平成 24～令和 3 年度）の実績をもとに行ったごみ処理量予測結果は以

下のとおりです。 

焼却等処理量及び最終処分量は、ごみ総発生量が減少傾向になると考えられるため、

それに伴い緩やかに減少すると予測されます。 

資源化率は、可燃ごみや粗大ごみよりも資源物の排出量の減少傾向が強くなると考え

られるため、それに伴い緩やかに減少すると予測されます。 

 

表 3-22 ごみ処理量予測結果 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 資源化率は、ごみ排出量に対する資源化量の割合 

※ 最終処分量は、ごみ総発生量のうち、最終処分した量 

図 3-15 ごみ処理量予測結果 

  

17.3%
16.1% 15.9%

13.7%
13.1%

168,261 165,671
168,900

162,313 159,706

19,451
14,774 14,877 14,766 14,549

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

（t/年）

資源化率 焼却等処理量 最終処分量

予測値実績値

単位：t/年

実績値

R3 R9 R14

ごみ排出量 173,310 170,315 166,397

ごみ総発生量 184,907 182,778 179,330

焼却等処理量 168,900 162,313 159,706

資源化量 27,552 23,349 21,837

資源化率 15.9% 13.7% 13.1%

最終処分量 14,877 14,766 14,549

※ 資源化率＝資源化量÷ごみ排出量×100

項目＼年度
予測値
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第３節 中間目標年度の進捗状況 

現行計画では計画の進捗度合を計る指標としては、家庭系可燃ごみに含まれる未開

封・未利用食品及び資源物への対策が重要な課題であることや、兵庫県廃棄物処理計画

（平成 30年 8月改定）においても着目していることから、「1人 1日当たりの家庭系ご

み排出量（資源物及び集団回収除く）」を重点目標の指標として設定しています。 

また、家庭系ごみ及び事業系ごみの減量化・資源化の進捗度合を計る指標として、国

及び県の計画でも採用されている「ごみ排出量」及び「資源化率」を設定しています。 

現行計画ではこれらの 2種の目標を掲げています。 

 

１．重点目標 

重点目標として、1人 1日当たりの家庭系ごみ排出量（資源物及び集団回収除く）を定

めています。計画策定後約 5年が経過している現状と中間目標年度（令和 4年度）との比

較は以下のとおりです。 

令和 3年度の実績は平成 28年度よりも増加しており、令和 4年度の中間目標値よりも

多い状況となっています（中間目標年度である令和 4年度の数値を中間目標値とする。）。 

 

表 3-23 目標値（1人 1日当たりの家庭系ごみ排出量(資源物及び集団回収除く)） 

 単位：g/人・日 

 
平成 28 年度 令和 3 年度 

中間目標値（現行） 

（令和 4 年度） 

計画目標値（現行） 

（令和 9 年度） 

目標値（現行） 

（令和 14 年度） 

目標値   472.0 458.7 445.4 

実績値 502.4 508.5    

中間目標
との差 

 +36.5＊    

＊：R4 年度の中間目標との差 

 

２．目標 

（１）ごみ排出量 

目標の一つとして、ごみ排出量を定めています。計画策定後約 5年が経過している現状

と中間目標年度（令和 4年度）との比較は以下のとおりです。 

令和 3年度の実績は平成 28年度よりも減少していますが、令和 4年度の中間目標値よ

りも多い状況となっています（中間目標年度である令和 4 年度の数値を中間目標値とす

る。）。 
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表 3-24 目標値（ごみ排出量） 

 単位：t/年 

 
平成 28 年度 令和 3 年度 

中間目標値（現行） 

（令和 4 年度） 

計画目標値（現行） 

（令和 9 年度） 

目標値（現行） 

（令和 14 年度） 

目標値   168,686 162,613 156,461 

実績値 180,436 173,310    

中間目標
との差 

 +4,624＊    

＊：R4 年度の中間目標との差 

 

（２）資源化率 

目標の一つとして、資源化率を定めています。計画策定後約 5年が経過している現状と

中間目標年度との比較は以下のとおりです。 

令和 3年度の実績は平成 28年度よりも低下しており、令和 4年度の中間目標値よりも

低い状況となっています（中間目標年度である令和 4年度の数値を中間目標値とする。）。 

 

表 3-25 目標値（資源化率） 

 
平成 28 年度 令和 3 年度 

中間目標値（現行） 

（令和 4 年度） 

計画目標値（現行） 

（令和 9 年度） 

目標値（現行） 

（令和 14 年度） 

目標値   17.1％ 17.2％ 17.6％ 

実績値 16.1％ 15.9％    

中間目標
との差 

 -1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ    

＊：R4 年度の中間目標との差 

 

３．国及び県との比較 

本市のごみ排出量の実績を国及び県と比較した場合、重点目標及び 2種の目標いずれ

も国及び県の目標値には及んでいない状況です。そのため、新たな施策を構築するほ

か、これまでの施策をより一層遂行することが必要となってきます。 

 

表 3-26 国及び県の目標値達成状況 

  

 

 

 

  

令和2年度 516.8g/人・日 約500g/人・日 483g/人・日

平成24年度比5.9％減

平成24年度：187,496t/年

令和2年度：176,447t/年

資源化率 令和2年度 16.0% 約27％ 20%

ごみ排出量

1人1日あたりの家庭系ごみ排出量
（資源物及び集団回収除く）

項　目

令和2年度 平成24年度比 平成24年度比
約12％減 12％減

兵庫県廃棄物
処理計画

（県）
（目標）

廃棄物処理基本方針
（国）

（目標）
本市対象年度
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４．施策の実施状況 

基本理念を実現するため、基本方針に基づき展開する施策を計画しています。計画策定

後約 5年が経過しており、現段階での施策の実施状況等については以下のとおりです。 

 

表 3-27(1) 施策の実施状況 

基本 
方針 

戦略 施策 施策の内容 施策の実施状況 

環
境
問
題
を
意
識
し
、
循
環
型
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
く
ら
し
が
定
着
す
る
都
市(

ま
ち) 

発
生
抑
制
の
推
進 

食品ロスの削減 
 

○ 計画的な食品購入、食材の使い切り、料理
の食べきり、賞味期限等の正しい理解などが

市民に浸透するように努めます。 

広報活動やフードドライブ等を通
じて普及啓発を積極的に実施した。 

○ 外食時には、食べきりや適量な注文等の

取組みを推奨するよう呼びかけます。 

広報等を通じて積極的な呼びかけ

を実施した。 

生ごみの減量化 ○ 生ごみ処理機の活用や排出時の水切りな
どによる、生ごみの減量化を推進します。 

生ごみ処理機購入費助成金交付制
度の活用促進、周知を行った。 

容器包装廃棄物
の削減 

○ マイバッグの持参や過剰包装の拒否など
の推進に努めます。 

他団体とも連携して啓発活動、情報
発信を積極的に実施した。 

既存物の有効利
用 

○ 割り箸など使い捨ての物を使わずに、既
存の持ち物を使うほか、既存の物を長く使う
よう啓発します。 

市政出前講座やイベント等を通じ
て啓発活動を実施した。 

再
使
用
の
推
進 

詰め替え用品の
利用 

○ 内容物を詰め替えることで再利用できる
文具や日用品の利用を促進します。 

広報による啓発や助成制度の周知
により、再利用商品の利用を促し

た。 

修理品の再利用 ○ 壊れたものを簡単に捨てずに修理して使
うことを推奨します。 

再生工房等を使用して、修理品の再
利用を促した。 

リユース市場の
活用 

○ フリーマーケットやリサイクルショップ
を積極的に活用できるよう情報の提供や共

有の仕組みづくりに努めます。 

古着のリユースの促進に努めた。 

再
生
利
用
の
推
進 

分別の徹底 ○ 分別区分に則したごみの排出を徹底する
よう働きかけます。 

ごみ分別アプリや啓発用チラシな
どで積極的な啓発を行った。 

集団回収・店頭
回収の利用促進 

○ 資源物の排出には、集団回収や店頭回収
の積極的な活用を促進します。 

資源古紙行政回収協力金制度を創
設、古紙類の資源化促進を図った。 

リサイクル製品
の購入 
 

○ 再生紙など、再生資源を活用した環境配
慮型製品を積極的に購入するよう働きかけ
ます。 

広報による啓発や助成制度の周知
により、環境配慮型製品の購入を促
した。 

環
境
教
育
・
学
習
の
推
進 

環境問題を考え
る機会の創出 

○ 「市政出前講座」の講座内容の充実を図る
とともに、各種広報ツールを活用しながら、

食品ロス削減や分別排出の重要性を分かり
やすく伝えます。 

各種広報ツールの活用、市政出前講
座の充実を図り、積極的な啓発活動

を行った。 

○ 市民がより親しみをもって参加できる施

設見学会や各種イベントの開催を通じて、ご
みや環境について考える機会を提供します。 

エコパークあぼしの見学や講習会・

イベントの開催を通じて、環境問題
を考える機会の創出を図った。 

教育機関等を通
じた環境教育・
啓発の充実 

○ 収集車両の試乗体験などを通じて、保育
所やこども園、幼稚園の子どもたちに、分別
の大切さや食べ残しがもったいないことを

分かりやすく伝えます。 

収集職員を派遣し、車両の試乗体験
を実施、また、啓発動画の作成・公
演を行い、積極的な啓発に取り組ん

だ。 

○ 環境や美化に関する小中高の教材やカリ
キュラムの充実を図り、学校教育を通じた学

習を推進します。 

教育委員会と連携し、社会科副読本
や環境学習用ノートを配布。環境学

習を行った。 

環境教育に関わ

る人材の育成 

○ 大学やＮＰＯ法人等と連携し、環境教育

に関わる人材の育成に努めます。 

養成講座を開催し、環境教育に関わ

る人材育成を図った。 
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表 3-27(2) 施策の実施状況 

基本 
方針 

戦略 施策 施策の内容 施策の実施状況 

環
境
負
荷
低
減
に
配
慮
し
た
企
業
活
動
を
行
う
都
市(

ま
ち) 

環
境
に
や
さ
し
い
経
済
活
動
の

推
進 

環境配慮型製品
の利用 

○ 再使用可能な詰め替え用品や再生資源を
活用した事務用品などの利用を促します。 

広報による周知や助成制度を通じ
て、環境配慮型製品の購入を促し

た。 

事業系ごみの資

源化の促進 

○ 古紙等は分別して資源化を図れるよう啓

発に努めます。 

経済情報誌や SNS等を通じて、事業

系ごみの資源化に向け、啓発を行っ
た。 

排出者責任の浸

透 

○ 事業活動から排出されたごみの処理や資

源化の責任について浸透を図ります。 

経済情報誌や SNS、許可業者を通じ

て分別排出の徹底を呼び掛けた。 

環境マネジメン

トシステムの導
入促進 

○ ＩＳＯ14001やエコアクション21の取得、

ごみの減量化・資源化に関する計画やマニュ
アルの作成を推進します。 

経済情報誌による周知や助成制度

を通じて、環境配慮型製品の購入を
促した。 

環
境
配
慮
型
生
産
活
動
の
推
進 

食品ロスの削減 ○ 飲食店での「食べきり運動」や小売店での
「ばら売り」や「量り売り」の促進を図りま
す。 

食品ロスもったいない運動推進店
など姫路市の取り組みの周知を図
った。 

容器包装廃棄物
の削減 

○ 容器包装の軽量化、過剰包装の抑制、レジ
袋の削減等の取組みを推進します。 

レジ袋削減、マイバック持参率の向
上に向けて、広報による周知・呼び
かけを行った。 

店頭回収の実施 ○ 店頭回収を実施し資源物の回収に努める
事業者の拡充を図ります。 

店頭回収の実施状況や他都市の状
況を把握に努めた。 

拡大生産者責任
に基づく環境配
慮型製品・サー

ビスの開発・普
及・提供 

○ 廃棄物の発生抑制や再生可能エネルギー
の利用に寄与する製品・サービスの開発・普
及・提供を促進します。 

今後、具体的な施策について検討す
る。 

適
正
か
つ
高
度
で
あ
り
な
が
ら
も
市
民
生
活
と
調
和
し
た
ご
み
処
理
シ
ス
テ
ム
を
備
え
た

都
市(

ま
ち)

（
続
く
） 

循
環
型
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組
み
の
推
進 

市民・事業者・各
種団体などとの
連携の活用 

○ 地域住民が相互に協力してごみを分別・
排出する取組みを支援します。 

自治会等に対し、ごみの分別方法等
の周知・啓発を行った。 

○ ＮＰＯ法人、大学など各種団体との連携

によるイベントの開催や施策の検討を行い
ます。 

ごみ処理施設でのイベント開催、市

立高校と連携、啓発動画の作成を行
った。 

食品ロス削減の
取組みの推進 

○ 「全国おいしい食べきり運動ネットワー
ク協議会」への参加や市民・事業者への啓発
などにより、食品ロスの削減に取り組みま

す。 

関係機関と連携の上、市民・事業者
へ各種周知活動を行った。 

○ 食品廃棄物の資源化が促進される処理シ
ステムの構築に努めます。 

一部市立小学校で給食残渣を堆肥
として活用する取り組みを実施し

た。 

環境負荷低減に

取り組む企業の
育成 

○ 製品の製造段階や商品の流通段階、サー

ビスの提供段階から環境負荷の低減に取り
組む企業の育成を図ります。 

啓発活動や助成制度を通じて、環境

配慮型製品の製造販売を促進した。 

資源物の有効活

用 

○ ペットボトルなど分別収集したごみの資

源化に引き続き取り組みます。 

広報や自治会回覧等により、資源物

の分別方法等について、啓発を行っ
た。 

○ 「都市鉱山からつくる！みんなのメダル
プロジェクト」への参加による小型家電の有
効活用に積極的に取り組むほか、剪定枝の資

源化なども実施します。 

廃家電・小型家電の資源化を促進す
るため、拠点回収の継続実施や広報
による啓発を行った。 

環境負荷低減に

配慮した率先行
動の実践 

○ 市の公共施設において、職員や施設利用

者が排出するごみの減量化・資源化に努めま
す。 

職員への研修を通じて、環境へ配慮

する取り組みを実施するよう促し
た。 

○ 収集車両の技術動向を注視し、環境負荷

の少ない車両の導入を図ります。 

環境配慮型の車両の運行を始めた

ほか、ＦＣＶ・ＥＶパッカー車の研
究を行った。 

 

 

  



第３章｜ごみ処理基本計画 

45 

表 3-27(3) 施策の実施状況 

基本 
方針 

戦略 施策 施策の内容 施策の実施状況 

 

周
知
・
啓
発
活
動
の
充
実 

周知・啓発の内
容の充実 

○ 食品ロス削減や修理品の利用など、リデ
ュース・リユースに関する情報提供の充実を

図ります。 

広報やチラシのほか、市政出前講座
の実施により、周知・啓発を行った。 

○ 本市におけるごみの発電量や処理量、ご

み処理原価などごみ処理行政に関する情報
のほか、環境に関する情報を積極的に発信し
ます。 

広報やパンフレットを通じて、本市

の環境に関する情報の周知を行っ
た。 

周知・啓発方法
の拡充 

○ ＳＮＳなど新たな広報ツールを活用し、
市民や事業者が求める環境や美化に関する
情報の積極的な発信に努めます。 

ＳＮＳやアプリ機能を利用し、環
境、ごみ分別方法などの情報の積極
的発信に努めた。 

○ 「ひめじ環境フェスティバル」などのイベ
ントを活用した周知・啓発の充実を図りま

す。 

イベント開催のほか、表彰制度の創
設により、環境に対する意識啓発を

図った。 

適
正
か
つ
高
度
で
あ
り
な
が
ら
も
市
民
生
活
と
調
和
し
た
ご
み
処
理
シ
ス
テ
ム
を
備
え
た
都
市(

ま
ち)

（
続
き
） 

新
た
な
処
理
シ
ス
テ
ム
の
検
討 

分別、収集運搬
体制の見直し 

○ 現状の分別区分や収集運搬体制を必要に
応じて見直します。 

他都市の事例調査を行い、新たな分
別区分等の検討を行っている。 

戸別収集等の導
入検討 

○ 大型ごみの戸別収集、高齢者などのごみ
の排出が困難な人を対象とした収集方法な

どの導入について検討します。 

市民ニーズの把握、他都市の事例調
査を行い、より適切な収集方法の検

討を行っている。ふれあい収集を試
行的に実施している。 

集団回収や店

頭・拠点回収の
拡充 

○ 集団回収の実施団体の拡充を図ります。 自治会活動便利帳を通じ、資源古紙

行政回収協力金制度の周知を図っ
た。 

○ 店頭・拠点回収が活性化する仕組みにつ
いて検討します。 

今後、店頭・拠点回収の仕組みにつ
いて検討する。 

ごみ処理手数料

の見直し 

○ 必要に応じて、搬入ごみ手数料の見直し

を検討するほか、有料による収集制度につい
ても検討します。 

他都市の事例調査・研究を行い、適

切なごみ処理負担の在り方につい
て検討を行う。 

適
正
処
理
の
推
進 

ごみの適正排
出・処理への誘
導 

○ 収集や処理時の火災事故の原因となるご
みの排出や、市では処理が困難なごみの排出
などが行われないよう、ごみの適正排出に関

する周知・啓発に努めます。 

適正処理が困難な廃棄物等につい
て、引き取り可能な販売店等の情報
収集を行っている。 

○ 許可業者を通じた事業系ごみの分別排出
の啓発に努めるとともに、事業者への指導や

立入検査を行います。 

事業者アンケートを実施し、排出状
況を把握し、不適正処理をおこなっ

ている事業者への啓発を行った。 

○ 許可業者が適正な処理に努めるよう、指

導や立入検査を行います。 

関係課合同で、指導、立入検査を実

施し、廃棄物の保管状況の確認を行
った。 

効率的で適正な

処理体制の構築 

○ ごみ処理施設の適正な維持管理に努めま

す。 

施設の定期整備や基準順守を徹底

した。 

○ 市民のニーズに対応し、安全安心かつ質

の高いごみ処理行政を目指します。 

収集職員への講習や委託事業者へ

の指導を通じて、安全確実なごみ処
理行政を推進している。 

○ 中間処理施設の集約化など将来を見据え

た処理体制の構築に努めます。 

老朽化が進んだごみ処理施設の整

備などについて検討を行う。 

最終処分場の安

定的な確保 

○ 既存最終処分場の長期利用を目指しま

す。 

ごみの分別を徹底することで、搬入

ごみの適正化に努めている。 

○ 最終処分量の抑制を図るため、焼却残渣
の削減に努めます。 

焼却残渣の資源化を図っている。 

災害廃棄物対策 ○ 災害発生時における災害廃棄物の処理に
適切に対処します。 

関係部局と連携し、災害時における
情報収集や廃棄物処理について確

認を行っている。 

ご
み
処
理
施
設

の
高
度
化 

新たな処理施設
の研究 

○ バイオマスエネルギーの利活用や高効率
発電技術など、将来のごみ処理施設に関して

研究します。 

他都市の事例調査や国からの情報
提供を通じて、新たなごみ処理施設

の検討を行っている。 

市川美化センタ

ーの長寿命化 

○ 市川美化センターの長寿命化工事を確実

に進め、施設の長期使用に努めます。 

令和 3 年度に長寿命化工事完了し

た。 
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表 3-27(4) 施策の実施状況 

基本 
方針 

戦略 施策 施策の内容 施策の実施状況 

住
む
人
・
訪
れ
る
人
に
と
っ
て
気
持
ち
の
良
い
清
潔
な
都
市(

ま
ち) 

き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

不法投棄の防止 ○ 不法投棄多発場所などに不法投棄禁止看
板の設置をすすめ、随時パトロールを実施す

るほか、行為者への指導など、不法投棄への
対策に努めます。 

職員によるパトロール実施のほか、
監視カメラの設置等を行った。 

まち美化活動の
活性化 

○ 「姫路のまちを美しく安全で快適にする
条例」に基づき、まちの美化の一層の推進に
取り組みます。 

各種清掃活動の実施を通して、まち
美化活動の周知を行った。 

○ 美化清掃活動への参加を呼びかけるとと
もに、清掃用具の貸し出しなど、地域で実施
する美化活動を支援します。 

広報による呼びかけや備品購入補
助を行うことでまち美化活動を支
援している。 

○ 観光客などに対する啓発にも努めます。 観光客にも周知できるよう啓発グ
ッズの作成を行った。 

生活環境美化事
業の推進 

○ 重点道路の清掃や樹木等の害虫駆除な
ど、生活環境の保全に努めます。 

シルバー人材センターを活用して、
重点道路の清掃を行った。 

３
者
協
働
に
よ
る
美
化

活
動
の
充
実 

３者協働体制の
推進 

○ 市民や事業者の「輪」を拡げ、効率的な美
化活動に努めます。 

各種清掃活動を実施するほか、自治
会や各種団体と連携して、清掃活動
を行った。 

○ 様々な機会を捉えた３者協働による美化
活動を展開します。 

スポーツイベントなどを通じて、周
辺企業や自治会等と共同で清掃活

動を実施した。 
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第４節 課題の整理 

１．事前調査（ごみ質調査、市民及び事業者アンケート調査） 

（１）ごみ質調査 

今後のごみの更なる減量化・資源化の推進に関する施策等の検討を行うため、家庭及

び事業所から排出されたごみのごみ質調査を実施しました。 

①  家庭系可燃ごみ 

家庭系可燃ごみのごみ質調査結果は以下のとおりとなっており、家庭系可燃ごみに

は本来分別して排出されるべき資源物等が 23.6％混入しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-16 家庭系可燃ごみ内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-17 家庭系可燃ごみとして捨てられた食品 

  

可燃物

76.3%

資源物
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厨芥類

27.4%

可燃物（厨芥除く）

48.8%

資源物（古紙類

を除く）

19.4%

古紙類 4.2%
不燃物 0.2%

76.2%
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表 3-28 家庭系可燃ごみの内訳 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重量(kg) 割合 容積(ℓ) 割合

調理くず 38.06 13.1% 76.00 3.0%

消費期限期限内 0.18 0.1% 1.00 0.0%

消費期限期限切れ 1.70 0.6% 3.00 0.1%

賞味期限期限内 0.10 0.0% 0.52 0.0%

賞味期限期限切れ 2.47 0.9% 4.00 0.2%

表示なし 11.80 4.1% 14.00 0.6%

消費期限期限内 0.00 0.0% 0.00 0.0%

消費期限期限切れ 0.68 0.2% 2.50 0.1%

賞味期限期限内 0.75 0.3% 1.30 0.1%

賞味期限期限切れ 0.86 0.3% 1.50 0.1%

表示なし 3.54 1.2% 8.00 0.3%

消費期限期限内 0.03 0.0% 0.05 0.0%

消費期限期限切れ 0.44 0.2% 1.50 0.1%

賞味期限期限内 0.05 0.0% 0.05 0.0%

賞味期限期限切れ 0.34 0.1% 0.52 0.0%

表示なし 3.13 1.1% 6.50 0.3%

食べ残し 6.78 2.3% 13.00 0.5%

その他厨芥類 8.62 3.0% 15.00 0.6%

繊維類 8.82 3.1% 122.70 4.8%

プラスチック類 9.05 3.1% 236.00 9.2%

ゴム類 0.95 0.3% 5.50 0.2%

皮革類 3.00 1.0% 8.00 0.3%

草木類 50.80 17.5% 320.50 12.6%

その他可燃物 68.79 23.8% 371.00 14.5%

プラスチック製容器包装 35.06 12.1% 713.00 27.9%

ミックスペーパー 14.36 5.0% 280.00 11.0%

空カン類 0.87 0.3% 6.50 0.3%

空ビン類 0.50 0.2% 1.30 0.1%

ペットボトル 3.95 1.4% 150.00 5.9%

紙パック 1.32 0.5% 40.00 1.6%

乾電池 0.02 0.0% 0.05 0.0%

新聞紙 8.86 3.1% 130.00 5.1%

雑誌類 1.55 0.5% 4.00 0.2%

ダンボール 1.79 0.6% 12.00 0.5%

小型家電 0.00 0.0% 0.00 0.0%

ガラス類（空ビン類除く） 0.00 0.0% 0.00 0.0%

陶磁器類 0.16 0.1% 0.10 0.0%

金属類 0.36 0.1% 5.05 0.2%

ボタン電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

小型充電式電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

水銀使用製品 0.00 0.0% 0.00 0.0%

その他不燃物 0.00 0.0% 0.00 0.0%

可
燃
物

厨
芥
類

資
源
物

古
紙
類

不
燃
物

直接廃棄

（100%残存）

直接廃棄

（50%以上残存）

直接廃棄

（50%未満残存）

家庭系可燃ごみ（全体）調査結果
分類品目 重量 容積
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② 事業系可燃ごみ 

事業系可燃ごみのごみ質調査結果は以下のとおりとなっており、事業系可燃ごみに

は本来分別して排出されるべき資源物等が 30.9％（特にミックスペーパー17.3％）混

入しています。 

また、排出されているごみの中には、プラスチック類などの産業廃棄物に分類され

るごみが確認されています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-18 事業系可燃ごみ内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 3-19 事業系可燃ごみとして捨てられた食品 
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表 3-29 事業系可燃ごみの内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※家庭系ごみと同一の分類品目で調査を実施。表中の分類品目は、調査上の分類であり、

実際の事業系ごみの分類を表すものではない。  

重量(kg) 割合 容積(ℓ) 割合

調理くず 6.69 3.4% 16.00 0.9%

消費期限期限内 0.10 0.1% 0.20 0.0%

消費期限期限切れ 0.00 0.0% 0.00 0.0%

賞味期限期限内 0.22 0.1% 0.05 0.0%

賞味期限期限切れ 0.00 0.0% 0.00 0.0%

表示なし 0.18 0.1% 0.20 0.0%

消費期限期限内 0.06 0.0% 0.20 0.0%

消費期限期限切れ 0.05 0.0% 0.05 0.0%

賞味期限期限内 0.16 0.1% 0.30 0.0%

賞味期限期限切れ 0.00 0.0% 0.00 0.0%

表示なし 0.20 0.1% 0.50 0.0%

消費期限期限内 0.02 0.0% 0.20 0.0%

消費期限期限切れ 0.00 0.0% 0.00 0.0%

賞味期限期限内 0.05 0.0% 0.20 0.0%

賞味期限期限切れ 0.00 0.0% 0.00 0.0%

表示なし 0.23 0.1% 0.10 0.0%

食べ残し 4.62 2.3% 8.50 0.5%

その他厨芥類 3.98 2.0% 8.00 0.4%

繊維類 13.35 6.7% 70.00 3.8%

プラスチック類 17.52 8.8% 425.00 23.1%

ゴム類 1.56 0.8% 10.50 0.6%

皮革類 0.00 0.0% 0.00 0.0%

草木類 14.11 7.1% 92.00 5.0%

名刺サイズ未満、シュレッダーくず 11.48 5.8% 105.00 5.7%

その他可燃物 61.43 30.9% 365.00 19.8%

プラスチック製容器包装 12.67 6.4% 290.10 15.7%

ミックスペーパー 34.36 17.3% 250.00 13.6%

空カン類 0.57 0.3% 3.00 0.2%

空ビン類 0.77 0.4% 3.00 0.2%

ペットボトル 2.98 1.5% 90.20 4.9%

紙パック 0.52 0.3% 5.50 0.3%

乾電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

新聞紙 6.84 3.4% 86.00 4.7%

雑誌類 1.69 0.9% 2.00 0.1%

ダンボール 0.96 0.5% 6.50 0.4%

小型家電 0.00 0.0% 0.00 0.0%

ガラス類（空ビン類除く） 0.21 0.1% 1.00 0.1%

陶磁器類 0.00 0.0% 0.00 0.0%

金属類 1.13 0.6% 4.00 0.2%

ボタン電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

小型充電式電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

水銀使用製品 0.00 0.0% 0.00 0.0%

その他不燃物 0.00 0.0% 0.00 0.0%

直接廃棄

（50%以上残存）

直接廃棄

（50%未満残存）

分類品目

不
燃
物

可
燃
物

厨
芥
類

資
源
物

古
紙
類

事業系調査結果

直接廃棄

（100%残存）

重量 容積
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（２）市民及び事業者アンケート調査 

① 市民アンケート                                                                       

市民の環境に対する意識、市が掲げる施策や具体的な減量化・資源化策の周知状況、

具体的な減量化・資源化の取り組み、ごみの分別や排出状況、新美化センターの整備に

関する希望等の把握を目的に、市民アンケート（郵送送付にて郵送回収方式またはイン

ターネット回収方式）を実施しました。 

 

【アンケート概要】 

 発 送 数：3,000 通 

有効発送数：2,992通（宛先不明等による返戻：8通） 

有効回答数：1,331通（郵送回収：1,129通、インターネット回収：202通) 

有効回答率：44.5％ 

以下、（ ）内の割合は有効回答数に対する回答率を示します。 

 

ア．ごみの減量化・資源化への取り組み 

市民は、マイバッグの持参（94.7％）、ごみの分別（66.0％）、店頭回収の利用

（59.9％）、繰り返し使用可能な商品の購入（34.2％）など、普段の生活の中で自

分に出来ることからごみの減量化・資源化に積極的に取り組んでいることがうか

がえます。 

また、今後、ごみの減量化・資源化を進めるために、分別に協力している住民に

対するポイントの付与（70.0％）、可燃ごみの指定袋の値上げ（14.9％）、分別し

ない住民に対する罰則（14.6％）等を求める意見が見られました。 

そして、ごみの減量化や資源化についての取り組みを行うためには、ごみの減量

の方法（43.4％）、家庭から出たごみや分別された資源の処理状況（38.9％）、ご

みを資源化するための方法（37.3％）、スーパー等の店頭回収場所（36.1％）等の

情報が必要であることがわかりました。 

 

イ．現在のごみ分別、収集に関する満足度・改善点 

ごみの分別については、概ね 65％の市民が無理なく取り組めており、粗大ごみ

ステーションへの排出に関しても、概ね 73％の市民がこれまでと同様の収集方法

で良いとしています。 

一方で、粗大ごみのステーション方式について、粗大ごみステーションと戸別収

集を選択できる形が望ましい（18.8％）、有料でも良いので戸別収集してほしい

（4.1％）等の意見も見られました。 
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ウ．食品ロス削減の取り組み、プラスチックごみ削減方法について 

本市では、推進店登録制度やマッチングサービスの活用及びフードドライブ活

動などを通じて食品ロス削減運動を推進していますが、取り組みに対する市民の

認知度は概ね 40％と低い状態です。また、積極的に参加している（0.9％）、参加

したことはある（5.4％）と取り組みに参加したことがある市民は著しく低い状態

です。 

また、プラスチックごみ削減について、本市ではプラスチック製容器包装を分別

回収しています。それ以外では、プラスチック製容器包装だけでなく、プラスチッ

ク製品も含めた分別回収（39.9％）、店舗などでスプーンやストローなどの受け取

りを辞退した際のポイント還元（37.7%）、スプーンやストローなどの有料化の義

務付け（30.2%）等の施策を求める意見も見られました。 

 

エ．将来に向けた具体的な施策について 

ごみの減量化を推進するため、排出した市民がごみ収集に要する費用の一部を

手数料として負担するごみの有料化については、ごみ問題に対する意識や関心が

高まる（56.5%）、ごみの減量に効果がある（49.3%）等の理由で概ね 45％の市民が

実施に前向きです。一方で家庭の経済的な負担が大きくなる（57.4%）、不法投棄

につながるおそれがある（50.5%）等の理由で概ね 27％の市民が実施すべきではな

いと考えています。 

 

オ．新美化センターの整備等について 

本市の一般廃棄物の処理施設（美化センター）として「市川美化センター」と「エ

コパークあぼし」がありますが、これら美化センターに対しては衛生的で文化的な

生活を支える必要不可欠な施設（59.2%）、ごみ発電やリサイクルにより循環型の

まちづくりに寄与する施設（30.8%）、ごみ問題など環境について学べる施設（29.4%）

と市民の多数は特に不快なイメージを持っていないことがわかりました。 

一方で処理施設について気になっていることや改善してほしいこととして煙突

から出る排ガスによる大気への影響（13.5%）、ごみ処理に伴う臭い（9.2%）等の

意見も見られました。 

また、新美化センターの建設場所としては、自然環境に影響が少ない場所

（40.6%）、ごみ収集が効率的にでき、収集にかかるコストを小さくできる場所

（35.3%）、災害時にもごみ処理を継続するため自然災害で被害が出にくい場所

（33.8%）等の意見が見られました。 

新美化センターでは安全で安定した稼働ができることは当然達成すべきことと

考えていますが、環境保全性（排ガス、臭気、騒音、振動、排水への対応など）

（56.2%）、循環型社会形成への寄与（ごみの資源化、エネルギーの有効活用、脱
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炭素の推進）（55.4%）、利便性（ごみの持ち込みがしやすいなど）（34.3%）等が

重視・期待されていることがわかりました。 

そして新美化センターに付帯施設を整備する場合、災害時のエネルギー供給や

避難所等の機能を持つ施設（29.2%）や環境学習・理科学習のできる施設（19.2%）、

余熱を利用したスポーツ施設（18.7%）等の希望がありました。 

また、施設の周辺には公園や緑地など地域住民の憩いの場の設置（55.3%）、民

間企業との余熱利用等での連携（44.7%）、スポーツによる地域活性化に向けた連

携（17.7%）等の施設が必要だという意見も見られました。 

新美化センターを自分の住んでいる地域に建設することとなった場合、環境対

策が万全の施設ならよい（40.9%）、必要不可欠な施設なので、適地となったのな

ら仕方がない（15.5%）という意見がある一方で具体的な理由はないが反対（8.2%）、

絶対に反対（2.0%）という意見も見られました。 

 

② 事業者アンケート                               

事業者のごみ減量化等について特に食品ロス削減の取り組み状況などを調査するた

め食品等を扱う事業所を中心に調査を実施しました。 

 

【アンケート概要】 

 発 送 数：500通 

有効発送数：500 通 

有効回答数：209 通 

有効回答率：41.8％ 

以下、（ ）内の割合は有効回答数に対する回答率を示します。 

 

ア．ごみの減量化・資源化への取り組みについて 

事業者は、包装廃棄物の抑制（過剰包装の自粛、簡易包装の推奨、納入業者への

依頼）（42.1％）、再生品・再生紙の利用促進（40.8％）、金属類や古紙類等の資

源化（34.2％）、書類・資料のペーパーレス化（29.6%）などに取り組んでいるこ

とがうかがえます。 

一方で、ノウハウや知識がない（67.6%）、手間がかかる（26.5%）、事業活動の

効率性が失われる（20.6%）等の課題から当該取組みに消極的な事業者も見られま

した。 

また、ごみの減量化や資源化を進めるうえで人手、手間などの負担が増える

（35.2%）、具体的なごみの減量化や資源化の方法がわからない（23.0%）、経費負

担が増える（20.9%）等を課題と感じていることがうかがえます。 

その他、ごみの排出量についてはダンボール（59.0%）、調理くず（37.0%）、残
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飯・茶殻等の生ごみ（23.5%）が多く、また、減量化・資源化に関しては他の事業

者で取り組まれている事例（58.0%）や業種別の事業所でできる減量化・リサイク

ル方法（38.1%）等の情報を知りたいという意見が見られました。 

 

イ．将来に向けた具体的な施策について 

今後、ごみの減量や資源化を進めるために有効な施策はごみ減量・リサイクル手

法の事例紹介（56.5%）、業種別のごみ減量・リサイクルに関するマニュアルの提

供（45.2%）、収集運搬業者、リサイクル業者に関する情報提供（31.2%）等という

意見が見られました。 

 

ウ．食品ロス削減の取り組み等について 

国の方針で、SDGs の目標も踏まえ、2000年度比で 2030年までに、食品ロスを半

減させる目標がありますが、概ね 64%の事業者が知っていると回答した一方、概ね

34%の事業者が知らなかったことがわかりました。 

本市では、食品ロス削減を目指し、「姫路市食品ロスもったいない運動」を推進

しておりますが、取り組みに対する事業者の参加率は概ね 7％と著しく低い状態で

す。一方で、具体的な内容をよく知らない（59.9%）、利用したいと考えているが、

やり方がわからない（8.0%）等の理由で取り組みに参加したことがない事業者は概

ね 89.4%と著しく多い状態です。 

また、在庫管理を徹底するなど、 食品の仕入れを最適化する取り組みを行って

いても、賞味期限が切れてしまった（33.3%）、食品がいたんでしまった（32.8%）、

消費期限が切れてしまった（21.7%）等が理由で食品ロスが発生するということが

わかりました。 
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２．課題の抽出 

（１）発生抑制 

本市のごみ排出量の推移について、家庭系ごみ（資源ごみを含む）の一人一日あたり

のごみ排出量は緩やかな減少傾向で推移しており、令和 3年度で 567.1g/人・日で、人

口の減少傾向とともに年間のごみ排出量は減少しています。一方、事業系ごみは直近の

2年間は減少したものの、令和元年度まで増加が続いています。 

本市全体のごみ排出量としては、減少傾向にあるものの、国及び県の目標や現行計画

に掲げた目標を達成できておらず、これらの状況から、家庭系、事業系ともに、ごみの

発生を抑制するための根本的な対策が必要です。 

 

（２）ごみの分別 

① 分別状況 

家庭系可燃ごみのごみ質調査からは、未開封・未利用や食べ残しの食品が 11.3％、

プラスチック製容器包装などの資源物が 23.6％含まれていることがわかりました。 

これは、令和 3年度の実績に置き換えると、約 9,900tの未開封食品等が食べられず

に廃棄され、約 20,600t の資源物が資源化されずに焼却または溶融処理されていると

推計されます。特に食品ロスが多く発生している状況はごみの減量化をより一層進め

る必要があることを考慮すると、重要な課題であると考えられます。また、資源物の混

入については、資源化率の向上を目指している本市にとって改善点の一つになってい

ます。 

さらに、アンケートの結果からも資源物について、一定の品目では、適切に資源化ル

ートへの排出が行われていることが分かりましたが、ティッシュ箱や菓子箱、牛乳パッ

クなどは可燃ごみ収集に排出している割合が高くなっていました。 

これらのことから、資源物のうち一定の品目に関しては、分別の意識は比較的高いも

のと考えられ、適切な分別ができているものと思われますが、一部の資源物については

分別が習慣化されていない品目があることが分かりました。 
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② 分別区分 

本市の家庭系ごみの分別区分は、平成 20年 1月に資源物について区分を統一したも

のの、粗大ごみについては、平成 18年の合併前の中間処理体制を継続していることか

ら、市内全域での統一は図れていません。 

このことから、今後は中間処理施設の在り方の検討と併せて、地域の実情も踏まえ、

分別区分の統一を進める必要があります。 

 

③ 適正なペットボトルの分別 

本市では、民間事業者 3 社と連携し、市民が排出するペットボトルの資源循環型リ

サイクル（ボトル to ボトルリサイクル）事業を実施することにより、資源の有効利用

を推進し、持続可能な環境・経済・社会を目指すこととしています。また、ボトル to

ボトルリサイクル事業に係る工程を中播磨圏域内（姫路市、市川町、神河町、福崎町）

で完了させることで、域内での資源循環を令和 5年度中に開始することを目指します。 

この事業に伴い、特に「持続可能な循環型社会の形成に向けた取組みの推進及び広報

活動」、「市民等への適正なペットボトルの分別の意識啓発」をより一層推進する必要

があります。 
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（３）ごみの収集運搬・搬入 

① 収集運搬効率 

一部事務組合処理施設での可燃ごみの焼却処理が終了となり、市内北部の夢前町・香

寺町・安富町区域の可燃ごみは、くれさかクリーンセンター内に設置した中継積替施設

において集約した後（香寺町・安富町区域の直営収集分は、直接本市処理施設へ搬入）、

中継用パッカー車に積み替えて市川美化センターへ運搬し、処理しています。 

また、家島町区域の可燃ごみは、家島美化センターで集約された後、海上輸送され、

エコパークあぼしへ運搬し、処理されています。 

 

② 持ち込みごみの処理手数料の見直し 

家庭系及び事業系ごみを本市のごみ処理施設または一部事務組合の中間処理施設に

直接持ち込む場合、持ち込みごみの処理手数料を徴収しており、処理経費の一部を負担

いただいています。 

特に、廃棄物処理法において、事業系ごみは事業者自らの責任において適正に処理し

なければならないとしているため、国においては、市町村が事業系ごみを処理する場合

は、当該ごみの処理に関わる原価相当の料金を事業者から徴収することが望ましいと

しています。 

本市の持ち込みごみの処理手数料は、平成 16年 7月の料金改定から単価の変更を実

施しておらず（料金体系は平成 24年 4月に 1,000円/100㎏から 100円/10㎏に改定）、

現状の処理経費や周辺自治体の状況を考慮した手数料の見直しについて検討する必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜参考例＞ 

近隣市町村の持込料金 

A 市 ：家庭系ごみ（可燃：50 円/10 ㎏、不燃破砕：60 円/10 ㎏、埋立：60 円/10 ㎏） 

事業系ごみ（可燃：70 円/10 ㎏、不燃破砕：80 円/10 ㎏、埋立：100 円/10 ㎏） 

Ｂ 市 ：家庭系ごみ：50 円/10 ㎏、事業系ごみ：130 円/10 ㎏ 

C 市 ：家庭系ごみ：150 円/10 ㎏、事業系ごみ：150 円/10 ㎏ 

 



 

58 

③ 粗大ごみ（大型ごみ）の排出方法 

アンケート結果からも、多くの市民がこれまでどおりの無料の粗大ごみ収集を望ん

でいることがうかがえます。一方で、他の自治体では戸別収集を導入している自治体が

増えており、その理由としては、都市部では粗大ごみステーション用地の確保の問題、

排出前の準備や片付けなどの住民負担の問題、ごみの減量対策などが考えられます。導

入により、住民の費用負担はあるものの、粗大ごみステーションの廃止、住民負担の軽

減が図られますが、一方で、大幅な収集運搬経費の増大を招くとともに、収集予約や処

理券の購入の煩わしさから不適正排出の増加も想定され、あわせて資源ごみの収集方

法の検討、それに基づく選別施設の増強など自治体負担も大きくなることから、慎重に

検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 3-20 粗大ごみのステーション方式に関する意見（市民アンケート結果） 

 

④ 適正処理の推進 

事業系ごみについては、搬入されるごみを展開検査し、不適物が発見された場合は、

排出者や搬入した許可業者に対して指導等を実施していますが、産業廃棄物等の不適

物の混入が時折見受けられます。 

このことから、今後は事業系ごみの適正処理を推進する目的から「事業系ごみの展開

検査」を通じた、排出者や許可業者に対する指導等をより一層強化する必要があります。  

これまでと同様で良い

（粗大ごみステーション

に無料で排出）

72.7%

有料で戸別（自宅前）

収集してほしい

4.1%

粗大ごみステーショ

ンと戸別収集を選択

できる形が望ましい

18.8%

その他

1.7%

無回答

2.6%

問１０ 粗大ごみの収集方法についてどのように思いますか。

（１つだけ選択してください）
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（４）ごみの減量化・資源化 

① 家庭系ごみ 

ア．食品ロスの削減 

家庭系可燃ごみに相当量の未開封・未利用食品や資源物が含まれていたことか

ら、食品ロス削減によるごみ排出量の減量や分別の徹底による資源化率の向上を

図る余地があります。 

本市では、関連部署と連携しながら、食品ロスの削減及びフードドライブを推進

しています。また、こども園などにおいて、ごみの分別体験や食品ロス削減の学習

を行うことにより、幼少期からの学習機会を提供するとともに、保護者に対しても

食事や消費行動の面で意識改革を求めていく必要があります。 

 

イ．粗大ごみの戸別収集 

今後、人口減少が続くことが予測されていることからごみ排出量も減少が見込

まれますが、ごみ減量化に対する意識を高め、商品の長期間使用等による排出抑制

や再使用の促進、資源物の分別排出をより一層推進する必要があります。また、前

述のように、有料化による粗大系大型ごみの戸別収集は、ごみの排出が困難な方の

利便性向上に有効な手法であるとともに、所有物の長期使用を促進することが期

待されることから、ごみ減量施策の側面からも導入を検討する必要があります。 

戸別収集については慎重に検討を進めながら、同時にふれあい収集の拡充によ

るごみの排出が困難な方への対応や、一般廃棄物許可業者による大型ごみの回収

を一層周知するなど、本市に最も適した収集方法を検討していきます。 

 

ウ．家庭系ごみ処理の有料化 

廃棄物処理法第 5 条の 2 第 1 項の規定に基づく「廃棄物の減量その他その適

正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」で

は、市町村の役割として、「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑

制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進める

ため、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきである」との記載が追加され、国

全体の施策の方針として一般廃棄物処理の有料化を推進するべきことが明確化さ

れたことから、本市においても家庭系ごみ処理の有料化について検討する必要が

あります。 

また、国の施策としては、一般廃棄物の有料化の推進が示されていますが、昨今

の諸物価の高騰など住民の費用負担の増加も配慮しながら有料化の検討を進める

とともに、様々なインセンティブを住民に示すことにより、ごみ減量を推進する手

法も検討する必要があります。 
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エ．プラスチック資源循環促進法への対応 

令和 4年 4月 1日から「プラスチック資源循環促進法」が施行されました。この

法律では、プラスチック廃棄物の排出抑制、ワンウェイプラスチックの使用の合理

化及びプラスチック廃棄物の分別収集、再資源化など、プラスチックの資源循環の

取組を促進することが定められており、一般廃棄物として排出されるプラスチッ

ク廃棄物の排出抑制、分別収集及び再資源化も対象となり、これらに対応する必要

があります。 

今後、国や県及び各自治体の動向を注視しながら、新たな施設の整備時期等を踏

まえて収集・中間処理等の方針を検討する必要があります。 

 

② 事業系ごみ 

事業系ごみについては、事業者に一般廃棄物・産業廃棄物の区分を認識させるととも

に、資源化できる古紙、ペットボトル、空カンなどの分別を推進する必要があります。 

また、美化センターでの展開検査や機密書類受付制限などを通して、許可業者と連携

しながら、事業者へ指導していく必要があります。 

事業系の可燃ごみのごみ質調査の結果を見ると、ミックスペーパー（約 17％）やプ

ラスチック製容器包装（約 6％）などの資源物が含まれていることが分かりました。こ

れは、令和 3年度の実績に置き換えると、約 13,200tのミックスペーパーやプラスチッ

ク製容器包装などの資源物が資源化されずに焼却または溶融処理されていると推計さ

れ、事業系可燃ごみの減量を進める上での改善点の一つになっています。 

 

（５）周知・啓発活動 

本市ではごみや環境に関する制度の実施、各種イベントの開催及び情報の提供等の

施策に取り組んできましたが、これらの施策のうち、市民への周知が進んでいない施

策が見られるため、市からの情報発信の改善に取り組む必要があります。 

アンケート結果のうち、食品ロスに関する本市の施策への参加状況について聞いた

ところ、「知っているが、参加したことがない」や「知らない」が 90％以上を占め、

参加しない理由を聞いた結果、約 80％が「どんな活動があるか知らない」や「参加す

る方法が分からない」と回答しています。 

 

表 3-30 施策の認知度（市民アンケート結果） 

食品ロスに関する施策について 

活動に参加していない理由 割合 参加しない理由 割合 

「知っているが、参加したことがない」

「知らない」 
91.8% 

どんな活動があるか知らない 60.1% 

参加する方法が分からない 17.7% 
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（６）環境配慮型生産活動 

国の第四次循環基本計画において、事業者が環境に配慮した取組みを進めることを推

進している一方で、本市ではコスト等の課題から当該取組みが十分に浸透している状況

ではないと推測されることから、事業者が環境配慮型製品・サービスの開発・普及・提

供に取り組みやすい環境を整備する必要があります。 

 

（７）中間処理 

市川美化センターは、平成 4 年の稼働後約 30 年が経過しており、国のストックマネ

ジメントの考え方を導入し、施設の長寿命化を図るべく平成 30 年に長寿命化工事に着

手し、大規模な整備工事を行ったものの、老朽化が進んでいます。 

この施設の老朽化や改修等を繰り返すことで生ずるコスト増への対応、高い環境保全

性と安全性を備えることへの対応、循環型社会の形成への対応等、様々な課題に対応す

るため、新たな施設の基本的な方向性を設定する必要があります。 

また、一部事務組合のくれさか環境事務組合の解散とあわせて、中継施設（くれさか

クリーンセンター）のあり方を検討する必要があります。 

 

（８）最終処分 

現在、焼却及び溶融処理の過程で発生する主灰及び飛灰は大阪湾フェニックスセンタ

ーに、資源化処理後の残渣やまち美化土砂等は市の保有する最終処分場にそれぞれ埋立

処分しています。 

最終処分場の残余容量は有限であり、次期最終処分場の計画や建設には多くの時間や

経費が必要となるため、現在の最終処分場をできる限り長く利用できるよう、ごみの減

量化・資源化を推進する必要があります。 

 

 

 

  

ゴール 11 
 2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別

な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影

響を軽減する。 

ゴール 12 
 2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料

の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける

食品ロスを減少させる。 

ゴール 14 

 

 

2025年度までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚

染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 

 

【参考】ごみに関係するターゲットが設定されている SDGs ゴール（一例） 

SDGs ゴール ターゲット（一例） 
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第５節 基本計画 

１．基本的な考え方 

 

 

 

 

 

（１）市民 

我が国では、廃棄物処理法に基づく各種計画や個別リサイクル法等の法的基盤を整備

することで、ごみや環境問題に対する意識の向上や３Ｒに基づく取組みを推進してきま

した。 

今後も引き続き、環境と経済が好循環する持続可能な循環型社会を形成するためには、

市民のあらゆる生活の場面において、３Ｒの取組みを推進する余地がないか改めて検討

し、３Ｒを意識したライフスタイルを送ることが求められています。 

現在、本市では、1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量が減少傾向にあることから、循

環型社会形成に向けた取組みは着実に進んでいることがうかがえますが、令和２年度の

増加に関しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が一因ではないかと推測

されます。 

また、家庭系可燃ごみのごみ質調査を行ったところ、未開封・未利用食品や本来資源

物として分別排出されるべき「プラスチック製容器包装」、「ミックスペーパー」、「古

紙類」等が相当量混入していることが判明し、引き続き本市において取り組むべき課題

となっています。 

一方、国や県では、近年、食品関連事業者と消費者とが一体となって取り組むべき課

題として、食材の使い切りや過度な鮮度志向の抑制等による食品ロスの削減を掲げてい

ます。また、分別を徹底することで古紙、容器包装、小型家電等の資源化、ごみ排出量

の削減を目指しており、資源物を除いた 1人 1日当たりの家庭系ごみ排出量を目標の一

つとしています。 

これらを踏まえると、市民には、「食品ロスの削減」によるごみ減量化の推進や「分

別の徹底」による資源化率の改善をはじめとした取組みが求められます。 

 

（２）事業者 

本市の臨海部には、全国有数の工業地域が広がり、「製造業」が盛んである一方で、

人口集中地域である市中心部では「小売業」、「飲食サービス業」などの商業・サービ

ス業が発達しています。 

本市の事業系ごみ排出量は、増減を繰り返している状況で減量化が進んでいると言え

る状況にはありません。事業系ごみは、経済状況の影響を受けやすく、発生抑制を図り

市民・事業者・行政がそれぞれの役割を果たしつつ、 

                連携・協働して持続可能なまちづくりを目指す。 
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にくい項目ではあるものの、市民同様、事業者もごみの減量化に努めることが必要です。 

そのような中、国では「環境に配慮した事業活動を行うことなどにより、持続的発展

に不可欠な自らの社会的責務を果たし、とりわけ、法令遵守を徹底し、排出事業者責任

を踏まえて、不法投棄・不適正処理の発生を防止することなどが求められる。」として

います。また、「拡大生産者責任を踏まえて、製品が廃棄物等となった後の適正な循環

利用・処分に係る取組への貢献や、情報公開など透明性を高める努力を行うことなどが

求められる。」としています。 

また、県においても、「事業者は商品の製造及び販売などに伴う環境負荷を軽減する

ため、資源の循環利用とごみの適正処理を行い、地域社会全体のごみゼロ化を目指すこ

と」としています。 

これらの背景から、特に「製造業」、「小売業」、「飲食サービス業」を中心とした

事業者にはごみ減量化や環境配慮型事業活動への取り組みが求められます。また、本市

の特徴から、当該取組みが市内の事業者に広まるとともに、先進優良事例として全国に

発信される機会にもつながります。 

 

（３）行政 

行政には、循環型社会形成へ向けた取組みが総合的・効率的に図られるよう、様々な

分野を繋げるコーディネーターとしての役割が求められています。 

そのためには、市民や事業者の取組みを支援するだけでなく、教育や研究機関など

様々な分野との連携を図り、ごみに関する諸問題の解決に努めることも重要です。 

また、リユース市場の活用や排出者への指導強化など、ごみの減量化、適正処理に向

けた新たな仕組みづくりも求められるところです。 

本市では、古紙類の集団回収に対する奨励金を平成 31 年 4 月から資源古紙行政回収

協力金交付制度に移行させて､より一層の再資源化を図っています｡令和 2 年 10 月から

高齢者等のごみ出し支援「ふれあい収集」の試行実施や令和 3年 3月から食品ロスの削

減を図るために食品関連事業者と消費者をマッチングさせるサービス「Utteco
売 っ て こ

 Katteco
買 っ て こ

 

by タベスケ」を導入するなど、ごみの減量や資源化に向けた施策を実施してきました。 

本市においても、大型ごみの戸別収集に伴う有料化、持ち込みごみの処理手数料の見

直し、事業系ごみの適正排出の推進など、全国の先進事例や近隣市町の動向に注視しな

がら研究、検討を進める必要があります。 

さらに、適正かつ確実なごみ処理事業の実施だけでなく、国や県では、近年、廃棄物

処理施設における高効率発電の実現や廃棄物系バイオマスの利活用への取組みを推進

している背景から、本市の既存施設の延命化及びエネルギー回収率の向上やバイオマス

資源を活用した技術の導入などを見据えた新しいごみ処理施設の検討が求められます。 

また、これまでの量の側面だけではなく、質にも着目した循環型社会の実現に向けた

基盤づくりも求められています。 
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（４）３者（市民、事業者、行政）協働 

本市では、市民・事業者ともに美観保持に対して高い意識を持っており、様々な美化

活動に取組んでいます。今後も、この意識の高さを活かし、地域での美化活動への取組

みを通じて、本市をより美しく、魅力ある住み良いまちにしていくことが大切です。 

さらに、この美しいまちづくりへの取組みが本市を訪れる人たちにも波及することで、

国内外にまちの美しさが知れ渡り、にぎわいある交流都市への一助となることが期待さ

れます。 

 

２．基本理念 

本計画では、現行計画より引き続き、３者（市民、事業者、行政）の役割をより具体化

し、それぞれが協力し合って目標に向かうことを目指し、基本理念を次のとおり掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

・３Ｒが浸透したライフスタイルを実践する市民と 

・環境配慮型ビジネススタイルを確立した事業者と 

・循環型社会の実現に向けた基盤づくりに努める行政が 

 それぞれの役割を果たしつつ、３者が協力し合って、 

   環境にやさしく（Ｅcological） 

   快 適 で（Ｃomfortable） 

   姫 路 ら し い（Ｏriginal） 

 まちづくりに取り組み、未来に誇れるＥＣＯな都市
ま ち

を目指す。 

基本理念 

未来に誇れる

市民
３Ｒが浸透したライフスタイルの実践

事業者
環境配慮型ビジネススタイルの確立

行政
循環型社会の実現に向けた基盤づくり

ＥＣＯな都市
ま ち



第３章｜ごみ処理基本計画 

65 

 

３．基本方針 

基本理念の実現を目指して、本計画では、現行計画より引き続き「市民」、「事業者」、

「行政」、「３者協働」、それぞれの目指すべき姿（未来像）をイメージし、基本理念に

示す「未来に誇れるＥＣＯな都市
ま ち

」の都市像を基本方針として定めます。 

 

基本方針１ 環境問題を意識し、循環型社会にふさわしいくらしが定着する都市
ま ち

 

 

【目指すべき市民の姿】 

この都市
ま ち

では、市民一人ひとりが環境問題を意識し、発生抑制（Reduce）、再使用

（Reuse）、再生利用（Recycle）をより一層意識したライフスタイルを実践していま

す。 

市民は、計画的な食品の購入、食材の使い切り、料理の食べきりを日常的に実践し、

未開封・未利用食品をごみとして排出しない食品ロス削減を意識した生活を送ること

で、ごみの減量化（発生抑制（Reduce））を推進しています。また、不要となったも 

のは、フリーマーケットやリサイクルショップ等を積極的に活用することで、健全な 

リユース市場の構築（再使用（Reuse））に寄与しています。発生抑制（Reduce）や再

使用（Reuse）を推進してもなお廃棄物として排出せざるを得ないものについては、本

市の家庭ごみの分別区分に則した分別を徹底し、資源化の推進（再生利（Recycle））

にも余念がありません。その他にもマイバッグの持参、過剰包装の拒否、製品の長期 

使用、詰め替え用品の利用、店頭回収の利用等、３Ｒが浸透したライフスタイルを実 

践しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-21 マイバック実施状況（左）と 

         粗大ごみステーションでの分別（右） 
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 基本方針２ 環境負荷低減に配慮した企業活動を行う都市
ま ち

 

 

【目指すべき事業者の姿】 

この都市
ま ち

では、商工業が盛んなことから、排出者責任や拡大生産者責任に基づく事業活

動に取り組む事業者の姿が他の事業者にも波及し、環境負荷低減に向けた環境配慮型の

ビジネススタイルが確立されています。 

事業者は、太陽光や風力等の再生可能エネルギーを自ら利用することはもちろん、これ

らのエネルギーを活用した製品や技術を開発することで、天然資源の枯渇や地球温暖化

への対策に取り組むほか、軽量化した容器包装の開発や利用を推進することで容器包装

廃棄物の削減にも努めています。また、店頭回収等の民間による資源化ルートが確立して

います。飲食店や小売店では、食べきり運動、バラ売りや量り売り等による市民と連携し

た食品ロスの削減に努めています。その他にも過剰包装の抑制、詰め替え用品の利用、リ

サイクル事業者の積極利用等、環境負荷の低減を図る事業活動が積極的に行われていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-22食品ロス削減運動実施の様子（左）と店頭回収ボックス（右） 
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基本方針３ 適正かつ高度でありながらも市民生活と調和した 

ごみ処理システムを備えた都市
ま ち

 

 

【目指すべき行政の姿】 

この都市
ま ち

では、適正かつ安定的なごみ処理事業が実施されているのはもちろんのこと、

収集業務の効率化やカーボンニュートラルにつながる最先端の機能を備えた新たなごみ

処理施設の整備や高効率なエネルギー生成を実現するごみ処理施設など、効率的で高度

なごみ処理システムを構築し、循環型社会実現に向けた土壌の形成がなされています。 

また、市民や事業者の取組みを支援する仕組みや適切な情報が容易に得られる仕組み

が提供されているほか、市民が楽しみながら利用できる機能を持った処理施設を整備す

るなど、親しみやすいごみ処理行政が行われています。 

行政は、市民や事業者が求める情報を的確に把握し、ごみの減量化・資源化がより一層

推進されるような広報の充実に努め、市民、事業者が食品ロスの削減、ごみの減量、分別

に積極的に取り組むよう行動変容を促しています。また、事業系ごみ等の持ち込み手数料

の見直しの検討を行うとともに、不適物混入の防止など適正処理の推進にも努めていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-23 ごみ収集現場（左）と環境楽習センター1階（右） 
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 基本方針４ 住む人・訪れる人にとって気持ちの良い清潔な都市
ま ち

 

 

【目指すべき３者協働の姿】 

この都市
ま ち

では、住んでいる人が快適に感じるのはもちろん、本市を訪れる人にも誇れる

ごみのない美しいまちづくりに３者（市民、事業者、行政）が協働して取り組んでいます。 

「みどりの美化キャンペーン」や「まちのボランティア清掃」等の美化活動を通して、

これまで以上に３者が協力して、きれいなまちの実現を目指しています。 

行政は、市民や事業者が独自に実施している清掃活動等の情報を把握し、市民と事業者

のマッチングを図り、まちの美観維持・向上に向けた新たな３者協働による取組みを広げ

ています。 

また、３者協働による美しいまちづくりへの取組みが、本市を訪れる人々にも波及し、

だれもが気持ち良いと思えるような都市
ま ち

として国内外にも知れ渡っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-24 重点環境美化推進区域での美化活動 
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４．基本理念の実現に向けたごみの減量目標 

（１）目標見直しの考え方 

現行計画において設定している中間目標値（現行）（中間目標年度：令和 4 年度）に

ついて、現状（令和 3年度実績）においては達成することが厳しい状況です。また、こ

の状況を挽回するための効果的な施策等を検討し、新たな施策を追加するものの、現状

の施策の強化が主となるものと考えます。 

このような状況において、計画目標値（現行）（計画目標年度：令和 9年度）や目標

値（現行）（目標年度：令和 14年度）を目指すことは困難と判断しました。 

したがって、本計画では目標の見直しを行うことにします。 

本計画における目標としては、ごみ排出量（資源物を含む家庭系ごみ及び事業系ごみ）

について、現行計画で示している令和 3年度から令和 14年度までの減量（14,059t/年

＝令和 3年度目標値（現行）（170,520t/年）－令和 14年度目標値（現行）（156,461t/

年））を達成することとして、令和 14 年度のごみ排出量 159,251t/年を目指すことと

します。 

 

① 家庭系ごみ 

本市の家庭系ごみについては、家庭系可燃ごみのごみ質調査から明らかになった、未

開封・未利用食品やプラスチック製容器包装、ミックスペーパーなどの資源物の混入が

当面の重要課題となっています。 

また、県の「兵庫県廃棄物処理計画」（平成 30 年 8 月改定）では、食品ロス削減、

容器包装リサイクルの徹底による分別収集量の増加、古紙の再生利用の推進による 1人

1日当たりの家庭系ごみ（資源物及び集団回収を除く）の減量を重点目標として、令和

7年度を最終目標、463g/人･日（資源ごみを除く）と設定しています。 

以上を踏まえ、本市では市民に対して「食品ロスの削減」及び「分別の徹底」を推進

することで、家庭系可燃ごみに含まれる、未開封・未利用食品及び資源物の含有量を令

和 3年度を基準として目標年度の令和 14年度までに約 25％削減することを目標としま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R3（実績） R14（予測） R14（目標）

プラスチック製容器包装
ミックスペーパー　　等

未開封・未利用食品 1,843t/年2,457t/年

資源物

15,187t/年

2,370t/年

約25%削減

11,391t/年14,648t/年

約25%削減

※

取組み

取組み

※ 可燃ごみに含まれる未開封・未利用食品、資源物の重量については、平成 29 年度のごみ質 

調査結果から算出。 
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② 事業系ごみ 

環境省のデータによると、事業系可燃ごみには紙類や厨芥類がそれぞれ 3 割以上含

まれています。本市の事業系ごみについても同様のことが予想されます。 

また、県の「兵庫県廃棄物処理計画」（平成 30年 8月改定）でも、紙ごみや食品ロ

ス削減による事業系ごみの減量目標として、令和 7年度を最終目標に平成 24年度の数

値から 21％減（資源ごみを除く）と設定しています。 

以上を踏まえ、本市では事業者に対して「紙ごみの削減」及び「食品ロスの削減」を

推進することで、事業系可燃ごみに含まれる、紙類及び厨芥類の含有量を、令和 3年度

を基準として目標年度の令和 14年度までに約 10％削減することを目標とします。 

 

  

 

 

 

 

※ 事業系ごみに含まれる紙類・厨芥類の重量については、「平成 28 年度 廃棄物の広域移動対策

検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書」（環境省）に掲載の割合（紙類：34.75％、厨

芥類：33.56％）を本市の事業系ごみに適用して算出。 

  

R3（実績） R14（予測） R14（目標）

約10%削減

紙類・厨芥類 38,041t/年 34,237t/年
※

39,734t/年
取組み
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（２）目標値の見直し 

本計画の進捗度合を計る指標としては、家庭系可燃ごみに含まれる未開封・未利用食

品及び資源物への対策が重要な課題であることや、兵庫県廃棄物処理計画（平成 30年度

改定）においても着目していることから、「1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量（資源

物及び集団回収除く）」を重点目標として引き続き設定します。 

また、家庭系ごみ及び事業系ごみの減量化の進捗度合を計る指標として、県の計画で

も採用されている「ごみ排出量」を目標として引き続き設定します。 

なお、「資源化率」については、県の計画でも採用されていますが、近年、新聞の購

読数の減少などから集団回収の主な品目であった古紙類が減少傾向にあることや飲料

商品の容器がビンやカンからペットボトルに移行していること、また、民間事業者によ

る資源回収が進んでいる状況を踏まえて、参考指標として位置づけ、将来の予測値と参

考指標値を示すこととします。 

 

① 重点目標：1人 1日当たりの家庭系ごみ排出量（資源物及び集団回収除く） 

 

表 3-31 目標値(見直し後)（1人 1日当たりの家庭系ごみ排出量(資源物及び集団回収除く)） 

  単位：g/人・日 

実績値 

（令和 3 年度） 

計画目標値(見直し後) 

（令和 9 年度） 

目標値（見直し後） 

（令和 14 年度） 

508.5 489.3 478.8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-25 予測値と目標値(見直し後)の比較（1人 1日当たりの家庭系ごみ排出量(資源物 

          及び集団回収除く）） 

  

502.4 502.0 499.4 496.8

500.4

489.3
478.8

400.0

450.0

500.0

550.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

（g/人・日）

実績値及び予測値 目標値（見直し後）

目標値実績値
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② 目標：ごみ排出量 

 

表 3-32 目標値（見直し後）（ごみ排出量） 

      単位：t/年 

実績値 
（令和 3 年度） 

計画目標値(見直し後) 
（令和 9 年度） 

目標値（見直し後） 
（令和 14 年度） 

173,310 164,906 159,251 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-26 予測値と目標値（見直し後）の比較（ごみ排出量） 

 

③ 参考指標：資源化率（再生利用率） 

 

表 3-33 参考指標値（見直し後）（資源化率） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-27 予測値と参考指標値（見直し後）の比較（資源化率）  

実績値 

（令和 3 年度） 

参考指標値（見直し後） 

（令和 9 年度） 

参考指標値（見直し後） 

（令和 14 年度） 

15.9％ 14.8％ 15.0％ 

180,436

174,085

170,315

166,397170,306

164,906

159,251

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

（t/年）

実績値及び予測値 目標値（見直し後）

目標値実績値
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④  本計画と国及び県の目標値との比較 

本計画で設定した目標値（見直し後）と国の「廃棄物処理基本方針」及び「第四次循

環型社会形成推進基本計画」における目標値、県の「兵庫県廃棄物処理計画」（平成 30

年 8月改定）における目標値との比較結果は以下のとおりです。 

重点目標としている 1人 1日当たりの家庭系ごみ排出量（資源物及び集団回収除く）

及びごみ排出量・資源化率は国や県の目標値には及ばないものの、目標年度である令和

14年度には、国・県の目標値に近づけるよう施策を実施していきます。 

表 3-34 本計画と国及び県の目標値との比較 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図 3 -28 上：1人 1日当たりの家庭系ごみ排出量（資源物及び集団回収除く。） 

     中：ごみ排出量（平成 24年度各実績値を基準とした割合） 

     下：資源化率  

廃棄物処理基本方針
（国）

第四次循環基本計画
（国）

令和2年度
（実績）

令和7年度
（目標（見直し後））

令和2年度
（目標）

令和7年度
（目標）

令和2年度
（中間目標）

令和7年度
（最終目標）

1人1日あたりの家庭系ごみ排出量
（資源物及び集団回収除く）

516.8g/人・日 493.9g/人・日 約500g/人・日 約440g/人・日 483g/人・日 463g/人・日

平成24年度比5.9％減 平成24年度比10.9％減

平成24年度：187,496t/年 平成24年度：187,496t/年

令和2年度：176,447t/年 令和7年度：166,970t/年

資源化率 16.0% 14.8% 約27％ － 20% 22%

ごみ排出量 平成24年度比
約12％減

兵庫県廃棄物処理計画（県）

平成24年度比
16％減

項　目

12％減
平成24年度比

本市

－

・・・

533

516
500

440

525

507

483 463

515 509

517
494

400

450

500

550

H24 H27 R2 R7

(g/人・日) ←実績 目標(見直し後)→

・・・・・・

20.5% 20.4%

27.0%

16.7%

16.6%

20.0% 22.0%
17.3% 16.3% 16.0%

14.8%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

H24 H27 R2 R7

←実績 参考指標(見直し後)→

・・・ ・・・・・・
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第６節 目標に向けた施策 

１．基本方針に基づく施策の体系 

目標を達成するため、基本方針に基づき展開する施策の体系は以下のとおりです。 

 

基本方針１ 
  

戦略１ 発生抑制の推進 
 

 

45 
の

施

策 

      

環境問題を意識し、循環型社会
にふさわしいくらしが定着する都
市（まち） 

      

   
戦略２ 再使用の推進 

  
     

        

    
戦略３ 再生利用の推進 

  
      
       

    
戦略４ 環境教育・学習の推進 

  
    

      

      

基本方針２ 

  

戦略１ 環境にやさしい経済活動の推進 

 

    
 

 

環境負荷低減に配慮した企業
活動を行う都市（まち） 

      

   
戦略２ 環境配慮型生産活動の推進 

  
   

       

      

基本方針３ 
  

戦略１ 循環型社会の実現に向けた取組みの推進 
 （ 

      71

の

推

進

項

目 

適正かつ高度でありながらも市
民生活と調和したごみ処理シス
テムを備えた都市（まち） 

      

   
戦略２ 周知・啓発活動の充実 

  
     
      

    
戦略３ 新たな処理システムの検討 

  
      ） 

       

 

    
戦略４ 適正処理の推進 

  
      
       

    
戦略５ 新たなごみ処理施設の整備 

  
    

      

      

基本方針４ 
  

戦略１ きれいなまちづくりの推進 
 

      

住む人・訪れる人にとって気持
ちの良い清潔な都市（まち） 

      

   
戦略２ ３者協働による美化活動の充実 

  
  

                図 3-29 基本理念の実現に向けた施策  
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２．基本方針に基づく戦略と施策 

 

 

 

 

  

 

 

 

戦略１ 発生抑制の推進 

３Ｒ（「発生抑制（Reduce:リデュース）」、「再使用（Reuse：リユース）」、

「再生利用（Recycle：リサイクル）」）のうち、最も優先すべきは「発生抑制」

です。無駄なもの、すぐに廃棄するようなものは買わない、もらわないことが大切

です。当該戦略では、以下の施策を推進し、「ごみをつくらない、出さない」ライ

フスタイルの定着を目指します。特に可燃ごみとして捨てられている食品が多く

みられることから、食品ロス削減の施策を強化していきます。 

 

戦略２ 再使用の推進 

発生抑制の次に大切なのは、「再使用」です。今あるものは大切に使う、少々古

くなっても使い切るという行動が大切です。当該戦略では、以下の施策を推進し、

「ものを長期的かつ繰り返し使う」ライフスタイルの定着を目指します。 

 

戦略３ 再生利用の推進 

「発生抑制」や「再使用」を推進してなお発生するごみに含まれる資源物につい

ては、「再生利用」します。ごみの分別だけでなく、再生資源の活用も大切です。

当該戦略では、以下の施策を推進し、「限りある資源物を有効利用する」ライフス

タイルの定着を目指します。 

 

戦略４ 環境教育・学習の推進 

ごみや環境問題は、特定の人だけではなく、全ての市民一人ひとりが関心を持っ

て取り組むことが重要です。当該戦略では、以下の施策を推進し、「市民一人ひと

りがごみや環境問題を意識する」環境教育・学習の内容充実及び機会の創出を図り

ます。 

 

 

  

基本方針１ 環境問題を意識し、循環型社会にふさわしいくらしが定着する都市
ま ち

 

この都市
ま ち

では、市民一人ひとりが環境問題を意識し、発生抑制（Reduce）、再使用

（Reuse）、再生利用（Recycle）をより一層意識したライフスタイルを実践していま

す。 

【関連する SDGs の目標】 
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表 3-35 施策の内容等 

基本 

方針 
戦略 施策 施策の内容 方向性等 

環
境
問
題
を
意
識
し
、
循
環
型
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
く
ら
し
が
定
着
す
る
都
市(

ま
ち) 

発
生
抑
制
の
推
進 

食品ロスの削減 
 

○ 計画的な食品購入、食材の使い切り、料理の食べきり、賞味期限
等の正しい理解などが市民に浸透するよう周知・啓発に、より一層努

めます。 

継続・強化 

○ 外食時には、食べきりや適量な注文等の取組みを推奨するよう呼

びかけます。 

継続 

〇 食品ロスが発生する場所での情報提供や啓発活動を促進します。
（例：飲食店での「食べきり運動」やスーパーでの「てまえどり」の

ポップなど） 

新規 

〇 フードドライブ事業への支援により、家庭系食品ロスの削減に取

り組みます。 

新規 

生ごみの減量化 ○ 生ごみ処理機の活用や排出時の水切りなどによる、生ごみの減量
化を推進します。 

継続 

容器包装廃棄物
の削減 

○ マイバッグの持参や過剰包装の拒否などの推進に努めます。 継続 

使い捨てプラの
削減 

○家で食べる際など、コンビニ等でプラスチックのスプーン等を受け
取らないように呼びかけます。 

継続 

不適正排出の指
導強化 

〇指定外袋での排出、排出日を守らない、不燃物の混入に対する指導
を強化します。 

新規 

再

使

用

の

推
進 

詰め替え用品の

利用 

○ 内容物を詰め替えることで再利用できる文具や日用品の利用を促

進します。 

継続 

修理品の再利用 ○ 壊れたものを簡単に捨てずに修理して使うことを推奨します。 継続 

リユース市場の
活用 

○ 古着の国内循環を推進します。 具体的な施
策を検討 

再
生
利
用
の
推
進 

分別の徹底 ○ 分別区分に則したごみの排出を徹底するよう働きかけます。 継続 

○ 分別に協力している住民に対するポイント付与等について検討を
進めます。 

新規 

資源古紙行政回
収・店頭回収の

利用促進 

○ 資源物の排出には、資源古紙行政回収や店頭回収の積極的な活用
を促進します。 

新規 

リサイクル製品
の購入 

○ 再生紙など、再生資源を活用した環境配慮型製品を積極的に購入
するよう働きかけます。 

継続 

ペットボトルの

水平リサイクル
事業 

〇 市民が排出するペットボトルの資源循環型リサイクル（ボトル to

ボトルリサイクル）事業を推進します。 

新規 

環
境
教
育
・
学
習
の
推
進 

環境問題を考え
る機会の創出 

○ 「市政出前講座」の講座内容の充実を図るとともに、各種広報ツ
ールを活用しながら、食品ロス削減や分別排出の重要性を分かりやす
く伝えます。 

継続 

○ 市民がより親しみをもって参加できる施設見学会や各種イベント
の開催を通じて、ごみや環境について考える機会を提供します。 

継続 

教育機関等を通
じた環境教育・
啓発の充実 

○ ごみの積み込み体験などを通じて、こども園、幼稚園の子どもや
保護者たちに、分別の大切さや食べ残しがもったいないことを分かり
やすく伝えます。 

継続 

○ 環境や美化に関する小中高の教材やカリキュラムの充実を図り、
学校教育を通じた学習を推進します。 

継続 

環境教育に関わ
る人材の育成 

○ 大学やＮＰＯ法人等と連携し、環境教育に関わる人材の育成に努
めます。 

継続 

 

 

 

 

 

図 3-30 食品ロス削減国民運動ロゴマーク（ろすのん）  
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戦略１ 環境にやさしい経済活動の推進 

事業系ごみは、ごみを排出する事業者が責任を持って処理することになってい

ます。当該戦略では、以下の施策を推進し、「環境負荷低減と排出者責任を意識す

る」ビジネススタイルの確立を目指します。 

 

戦略２ 環境配慮型生産活動の推進 

基本理念実現には事業者の協力が不可欠です。製品の製造から消費までの過程

で環境に配慮した生産活動を行うことが大切です。当該戦略では、以下の施策を推

進し、「環境に配慮した活動を重視する」ビジネススタイルの確立を目指します。 

 

表 3-36 施策の内容等 

基本 

方針 
戦略 施策 施策の内容 方向性等 

環
境
負
荷
低
減
に
配
慮
し
た
企
業
活
動
を
行
う
都
市(

ま
ち) 

環
境
に
や
さ
し
い
経
済
活

動
の
推
進 

環境配慮型製品
の利用 

○ 再使用可能な詰め替え用品や再生資源を活用した事務用品などの
利用を促します。 

継続 

事業系ごみの資
源化の促進 

○ 古紙等は分別して資源化を図れるよう啓発に努めます。 継続 

排出者責任の浸
透 

○ 事業活動から排出されたごみの処理や資源化の責任について浸透
を図ります。 

継続 

環境マネジメン
トシステムの導
入促進 

○ ＩＳＯ14001やエコアクション 21等の取得、ごみの減量化・資源
化に関する計画やマニュアルの作成を推進します。 

継続 

環
境
配
慮
型
生
産
活
動
の
推
進 

食品ロスの削減 ○ 飲食店での「食べきり運動」や小売店での「ばら売り」や「量り
売り」の促進を図ります。 

継続 

〇 食べ残しをできる限り減らすよう、持ち帰り用容器の提供など飲
食店に協力を求めます。 

新規 

〇食品関連事業者から発生する食品ロスの更なる削減を図ります。 新規 

容器包装廃棄物
の削減 

○ 容器包装の軽量化、過剰包装の抑制、レジ袋の削減等の取組みを
推進します。 

継続 

店頭回収の実施 ○ 店頭回収を実施し資源物の回収に努める事業者の拡充を図りま
す。 

具体的な施
策の検討 

拡大生産者責任
に基づく環境配
慮型製品・サー

ビスの開発・普
及・提供 

○ 廃棄物の発生抑制や二酸化炭素排出抑制等に寄与する製品・サー
ビスの開発・普及・提供を促進します。 

具体的な施
策を検討 

〇 修理や再資源化を行いやすい製品の開発を促すとともに修理や再

資源化が簡単な製品の購入や利用を促進します。 

新規 

 

 

  

基本方針２ 環境負荷低減に配慮した企業活動を行う都市
ま ち

 

この都市
ま ち

では、商工業が盛んなことから、排出者責任や拡大生産者責任に基づく事

業活動に取り組む事業者の姿が他の事業者にも波及し、環境負荷低減に向けた環境

配慮型のビジネススタイルが確立されています。 

【関連する SDGs の目標】 
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戦略１ 循環型社会の実現に向けた取組みの推進 

行政は、市民や事業者が基本理念実現へ向けた取組みを実践しやすい環境を構

築する必要があります。当該戦略では、以下の施策を推進し、循環型社会実現に向

けた土壌の形成を目指します。 

 

戦略２ 周知・啓発活動の充実 

基本理念実現へ向けた取組みを市民や事業者に効果的に伝えることも行政には

求められます。当該戦略では、以下の施策を推進し、ごみ処理関連や市民・事業者

の求める情報を周知・啓発し、開かれた市政を目指します。 

 

戦略３ 新たな処理システムの検討 

行政は、全国の動向や市の現状に即したごみ処理システムを検討する必要があ

ります。また、効率性、経済性に配慮したごみ処理システム構築の視点も重要です。

当該戦略では、以下の施策を推進し、新たなごみ処理システムの構築を目指します。 

 

戦略４ 適正処理の推進 

適正かつ安定的なごみ処理を継続して実施することは、市民や事業者が安心し

て日々の活動に取り組むために、行政として当然に求められることです。当該戦略

では、以下の施策を推進し、適正かつ安定的なごみ処理の継続を目指します。 

 

 

基本方針３ 適正かつ高度でありながらも市民生活と調和したごみ処理システムを

備えた都市
ま ち

 

この都市
ま ち

では、適正かつ安定的なごみ処理事業が実施されているのはもちろん

のこと、収集業務の効率化やカーボンニュートラルにつながる最先端の機能を備

えた新たなごみ処理施設の整備検討を進めるなど、効率的で高度なごみ処理シス

テムを構築し、循環型社会実現に向けた土壌の形成がなされています。 

また、市民や事業者の取組みを支援する仕組みや適切な情報が容易に得られる

仕組みが提供されているほか、市民が楽しみながら利用できる機能を持った処理

施設を整えるなど、親しみやすいごみ処理行政が行われています。 

【関連する SDGs の目標】 
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戦略５ 新たなごみ処理施設の整備 

市川美化センターでは、10 年程度の稼働を目的とした長寿命化工事を令和 3 年

度までに実施しましたが、施設全体の老朽化もあり、安定的かつ確実なごみ処理を

行うため、新美化センターの建設が必要となっています。このため、令和 14年度

頃の稼働を目標とした新美化センターの整備を行っていく方針です。 

整備にあたっては、ＳＤＧｓの視点を意識しながら、カーボンニュートラルにつ

ながる最先端の機能を備え、地域の魅力や価値を向上させる施設の建設を目指し

ます。 

 

表 3-37(1) 施策の内容等 
基本 
方針 

戦略 施策 施策の内容 方向性等 

適
正
か
つ
高
度
で
あ
り
な
が
ら
も
市
民
生
活
と
調
和
し
た
ご
み
処
理
シ
ス
テ
ム
を
備
え
た
都
市(

ま
ち)

（
続
く
） 

循
環
型
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組
み
の
推
進 

環境配慮型ごみ

処理事業の推進 

〇 一般廃棄物の処理における収集・運搬、中間処理及び最終処分の全

ての過程において、環境負荷低減のための施策を検討し、脱炭素社会の
実現を目指します。 

新規 

市民・事業者・各
種団体などとの
連携の活用 

○ 地域住民が相互に協力してごみを分別・排出する取組みを支援しま
す。 

継続 

○ ＮＰＯ法人、大学など各種団体との連携によるイベントの開催や施

策の検討を行います。 

継続 

食品ロス削減の

取組みの推進 

○ 食品関連事業者から発生する食品ロスの更なる削減に取り組みま

す。 

新規 

○ 「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」への参加や市民・
事業者への啓発などにより、食品ロスの削減に取り組みます。 

継続 

○ 食品廃棄物の資源化が促進される処理システムの構築に努めます。 継続 

〇 フードドライブの開催やフードバンク活動の支援により、食品ロス

の削減や食品の支援を必要とする方への寄与に取り組んでいきます。 

新規 

環境負荷低減に

取り組む企業の
育成 

○ 製品の製造段階や商品の流通段階、サービスの提供段階から環境負

荷の低減に取り組む企業の育成を図ります。 

継続 

資源物の有効活

用 

○ ペットボトルの域内循環に取り組んでいきます。 新規 

○ 「アフターメダルプロジェクト」への参加による小型家電の有効活
用に積極的に取り組むほか、剪定枝の資源化なども実施します。 

継続 

環境負荷低減に
配慮した率先行
動の実践 

○ 市の公共施設において、職員や施設利用者が排出するごみの減量化・
資源化に努めます。 

継続 

○ 収集車両の技術動向を注視し、環境負荷の少ない車両の導入を図り
ます。 

継続 

周
知
・
啓
発
活
動
の

充
実 

周知・啓発の内

容の充実 

○ 食品ロス削減や修理品の利用など、リデュース・リユースに関する

情報提供の充実を図ります。 

継続 

○ 本市におけるごみの発電量や処理量、ごみ処理原価などごみ処理行

政に関する情報のほか、環境に関する情報を積極的に発信します。 

継続 

周知・啓発方法
の拡充 

○ ＳＮＳなどの広報ツールやＤＸを活用し、市民や事業者が求める環
境や美化に関する情報の積極的な発信に努めます。 

継続 

○ イベントを活用した周知・啓発の充実を図ります。 継続 

新
た
な
処
理
シ
ス
テ
ム
の
検
討 

分別、収集運搬

体制の見直し 

○ 現状の分別区分や収集運搬体制を必要に応じて見直します。 継続 

ふれあい収集の

実施 

〇 ふれあい収集の本格実施に向けて、システムの構築や体制の整備に

努めます。 

新規 

適正な回収の推
進 

〇 違法回収業者を減らし、一般廃棄物許可業者の回収方法の周知に努
めます。 

新規 

古紙回収の促進
等 

〇 資源古紙行政回収協力金交付制度の周知に努めます。 新規 

○ 拠点回収の活性化や店頭回収の拡充についての仕組みを検討しま

す。 

具体的な施
策を検討 

ごみ処理手数料

の見直し 

○ 必要に応じて、搬入ごみ手数料の見直しを検討するほか、有料によ

る収集制度についても検討します。 

継続 
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表 3-37(2) 施策の内容等 

基本 
方針 

戦略 施策 施策の内容 方向性等 

適
正
か
つ
高
度
で
あ
り
な
が
ら
も
市
民
生
活
と
調
和
し
た
ご
み

処
理
シ
ス
テ
ム
を
備
え
た
都
市(

ま
ち)

（
続
き
） 

適
正
処
理
の
推
進 

ごみの適正排

出・処理への誘
導 

○ 収集や処理時の火災事故の原因となるごみの排出や、市では処理が

困難なごみの排出などが行われないよう、ごみの適正排出に関する周
知・啓発に努めます。 

継続 

○ 許可業者を通じた事業系ごみの分別排出の啓発に努めるとともに、
事業者への指導や立入検査を行います。 

継続 

○ 許可業者が適正な処理に努めるよう、指導や立入検査を行います。 継続 

効率的で適正な
処理体制の構築 

○ ごみ処理施設の適正な維持管理に努めます。 継続 

○ 市民のニーズに対応し、安全安心かつ質の高いごみ処理行政を目指

します。 

継続 

○ 中間処理施設の集約化など将来を見据えた処理体制の構築に努めま

す。 

継続 

最終処分場の安
定的な確保 

○ 既存最終処分場の長期利用を目指します。 継続 

○ 最終処分量の抑制を図るため、焼却残渣の削減に努めます。 継続 

災害廃棄物対策 ○ 姫路市災害廃棄物処理計画に基づき、災害発生時における災害廃棄
物の処理に適切に対処します。 

継続 

新
た
な
ご
み
処

理
施
設
の
整
備 

新美化センター
の整備検討 

 

○安定的かつ確実なごみ処理を行うため、令和 14 年度頃の稼働を目指
した新美化センターの整備検討を進めていきます。 

新規 
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戦略１ きれいなまちづくりの推進 

行政は、市内の美観維持に努めることはもちろん、市民や事業者の美化活動が円

滑に進められるよう環境を整えます。当該戦略では、以下の施策を推進し、住民や

来訪者が快適に感じる美しいまちを目指します。 

 

戦略２ ３者協働による美化活動の充実 

市民・事業者・行政のそれぞれが個々に活動を充実させることも必要ですが、よ

り美しいまちを目指すためには、３者が協力し合い効果的な美化活動を行うこと

が大切です。当該戦略では、以下の施策を推進し、３者協働の美化活動による美し

いまちを目指します。 

 

表 3-38 施策の内容等 

基本 

方針 
戦略 施策 施策の内容 方向性等 

住
む
人
・
訪
れ
る
人
に
と
っ
て
気
持
ち
の
良
い
清
潔
な
都
市(

ま
ち) 

き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

不法投棄の防止 ○ 不法投棄多発場所などに不法投棄禁止看板の設置を進め、随時パ
トロールを実施するほか、行為者への指導など、不法投棄への対策に

努めます。 

継続 

まち美化活動の
活性化 

○ 「姫路のまちを美しく安全で快適にする条例」に基づき、まちの
美化の一層の推進に取り組みます。 

継続 

○ 美化清掃活動への参加を呼びかけるとともに、清掃用具の貸し出
しなど、地域で実施する美化活動を支援します。 

継続 

○ 観光客などに対する啓発にも努めます。 継続 

生活環境美化事
業の推進 

○ 重点道路の清掃や樹木等の害虫駆除など、生活環境の保全に努め
ます。 

継続 

３
者
協
働
に
よ
る
美
化

活
動
の
充
実 

３者協働体制の

推進 

○ 市民や事業者の「輪」を拡げ、効率的な美化活動に努めます。 継続 

○ 様々な機会を捉えた３者協働による美化活動を展開します。 継続 

 

 

 

  

基本方針４ 住む人・訪れる人にとって気持ちの良い清潔な都市
ま ち

 

この都市
ま ち

では、３者（市民、事業者、行政）が協働して、住んでいる人が快適に感

じるのはもちろん、本市を訪れる人にも誇れるごみのない美しいまちづくりに取り

組んでいます。 

【関連する SDGs の目標】 
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第７節 計画推進のために 

１．計画の進行 

これまで現行計画で示したごみ減量化等の各施策を実施してきました。その結果、家庭

系ごみの１人１日あたりの排出量は緩やかですが減少しています。今後、従来の各施策の

継続や強化、また、今回追加した新たな施策を計画目標年度である令和 9年度まで実施し

ていきます。 

 

２．進行管理の方法 

本計画の推進にあたっては、取組みの実施状況や成果を点検・評価し、その結果を次の

取組みへとつなげることが必要です。 

本計画を円滑・着実に推進し、また、より高次の取組みの展開を目指すため、点検・評

価、計画見直し、計画実行のＰＤＣＡサイクル（Plan：計画、Do：実施、Check：点検・評

価、Action：見直し）に基づく進行管理を引き続き行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-31 ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

３．目標の進行管理 

本計画に掲げる減量目標や各施策の達成状況を把握することで着実に計画を推進する

とともに、各取組みの成果を点検・評価し、より効果的な施策の立案・実施につなげてい

きます。 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ（計画）

ＤＯ（実施）Ａｃｔｉｏｎ（見直し）

C ｈｅｃｋ（点検・評価）

◆ 一般廃棄物処理基本計画の策定

◆ 一般廃棄物処理実施計画の策定

◆ 施策の実施

◆ 施策の実施状況の点検・評価

◆ 目標値達成状況の点検・評価

◆ 一般廃棄物処理基本計画の見直し

◆ 一般廃棄物処理実施計画の見直し
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第１節 生活排水処理の現状と課題 

１．生活排水処理の現状 

（１）生活排水処理システムの概要 

本市で発生する生活雑排水及びし尿は、以下に示すとおり公共下水道を中心として、

コミュニティ・プラント、集落排水処理施設、浄化槽により処理しています。 

また、くみ取り世帯のし尿は直営、委託業者又は許可業者が収集し、集落排水処理施

設、合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽で発生する汚泥は許可業者が収集し、姫路市及

び中播衛生施設事務組合（姫路市・神河町・市川町・福崎町）の各し尿処理施設におい

て処理しています。 

 

表 4-1 生活排水の処理主体（令和３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、平成 12年の浄化槽法一部改正により単独処理浄化槽の新設は原則禁止され、

合併処理浄化槽を「浄化槽」と定義し、既設の単独処理浄化槽は「みなし浄化槽」と

して浄化槽法の適用対象としていますが、本計画では従来どおり「合併処理浄化槽」

及び「単独処理浄化槽」と記載し、単に「浄化槽」と記載する場合は、合併処理浄化

槽と単独処理浄化槽を併せた全体を表すこととします。 

・単独処理浄化槽：し尿のみ処理 

・合併処理浄化槽：し尿と生活雑排水を併せて処理 

 

 

  

第４章 生活排水処理基本計画 

項　目 処理対象 旧姫路市域 家島町域 夢前町域 香寺町域 安富町域

下水道
し尿・

生活雑排水
姫路市 姫路市 姫路市 姫路市 －

コミュニティ・プラント
し尿・

生活雑排水
－ － 姫路市 － 姫路市

集落排水処理施設
し尿・

生活雑排水
姫路市 姫路市 － 姫路市 －

合併処理浄化槽
し尿・

生活雑排水
個人等 個人等 個人等 個人等 個人等

単独処理浄化槽 し尿 個人等 個人等 個人等 個人等 個人等

し尿処理施設
し尿・

浄化槽汚泥
姫路市 姫路市 姫路市中播衛生施設事務組合
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図 4-1 生活排水処理システムの概要 

 

表 4-2 し尿処理関係一部事務組合（令和４年度） 

 

  

名称 共同処理する事務 構成公共団体

中播衛生施設事務組合
・し尿処理施設の設置及び管理
・組合施設周辺の環境施設の設置及び管理

姫路市
神河町
市川町
福崎町

資料：令和３年度清掃事業概要

単独処理

浄化槽

くみ取りし尿

コミュニティ
・プラント

集落排水
処理施設

合併処理
浄化槽

下水道

生
活
雑
排
水

し

尿

【し尿処理施設】

・中部衛生センター

・家島衛生センター

・中播衛生センター

【終末処理場】

・大的析水苑

・東部析水苑

・中部析水苑

・家島浄化センター

・城山浄化センター

・清水苑

・上菅処理場

・県営揖保川浄化センター

処理水

公
共
用
水
域処理水

処理水

処理水

（未処理）

汚泥

汚泥

許可業者収集

直営・委託・

許可業者収集

し尿

汚泥

処理水

処理水

汚泥
民間処理施設

注）中部衛生センター及び家

島衛生センターの処理水

は下水道放流しています。

資料：令和 4年度清掃事業概要 
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（２）生活排水の処理方式別人口の動向と現状 

生活排水処理形態別人口は、以下に示すとおり生活雑排水処理人口、生活雑排水未処

理人口ともに緩やかな減少傾向で推移しており、概ね人口減少による推移と同様の傾向

にあります。 

 

表 4-3 生活排水処理形態別人口（令和３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 生活排水処理形態別人口の推移（左：生活雑排水処理人口 右：水洗化人口） 

 

  

単位：人

R3 割合

下水道（水洗化人口） 483,061 91.2%

コミュニティ・プラント 13,840 2.6%

集落排水処理施設 8,821 1.7%

合併処理浄化槽 7,556 1.4%

小　計 513,278 96.9%

生活雑排水未処理人口（単独処理浄化槽） 3,345 0.6%

516,623 97.6%

非水洗化人口（くみ取り（自家処理含む）） 12,827 2.4%

529,450 100.0%

うち生活雑排水未処理人口 16,172 3.1%

生活雑排水
処理人口

処理方式

水
洗
化
人
口

※ 令和4年4月1日現在

合　計

小　計
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（３）し尿・浄化槽汚泥の処理状況 

① し尿・浄化槽汚泥の処理量 

くみ取りや浄化槽処理世帯はほぼ一定の割合で推移しており、し尿・浄化槽汚泥の処

理量（搬入量）も以下に示すように横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 し尿及び浄化槽汚泥処理量の推移 

 

② し尿・浄化槽汚泥の収集状況 

常設トイレのし尿は直営、委託業者及び許可業者が、仮設トイレのし尿は許可業者が

収集しており、浄化槽汚泥は許可業者が収集しています。 

し尿の収集については、以下に示すように本市全域を収集区域としており、収集世帯

数及び収集量とも年々減少しています。 

 

表 4-4 し尿計画収集世帯数と収集量の推移 

  
H29 H30 R1 R2 R3

6,100 5,960 5,880 5,730 5,490
（95.2%） （95.1%） （95.0%） （94.9%） （94.7%）

310 310 310 310 310
（4.8%） （4.9%） （5.0%） （5.1%） （5.3%）
6,410 6,270 6,190 6,040 5,800

（100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%）
6,668 6,278 5,837 5,474 5,099

（89.9%） （91.4%） （91.0%） （90.6%） （90.1%）
748 593 578 570 563

（10.1%） （8.6%） （9.0%） （9.4%） （9.9%）
7,416 6,871 6,415 6,044 5,662

（100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%）
注）世帯数は各年度4月1日現在

資料：令和4年度清掃事業概要

項目＼年度

収集量
（kℓ/年）

直営収集

委託収集

合　計

直営収集

委託収集

合　計

収集世帯数
（世帯）
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資料：令和 4年度清掃事業概要 

図 4-4 し尿収集区域  



 

88 

③ 浄化槽の設置状況 

浄化槽の設置基数は、以下に示すとおり減少傾向となっています。 

浄化槽を規模別にみると、80％以上が 20 人槽以下の浄化槽となっています。また、

処理方式別にみると、単独処理浄化槽が約 35％、合併処理浄化槽が約 65％となってお

り、嫌気ろ床接触ばっ気の合併処理浄化槽が約 1,600 基（約 42％）で最も多くなって

います。 

表 4-5 浄化槽設置基数の推移 

 

表 4-6 浄化槽の型式別設置基数（令和３年度） 

 

単位：基

項目＼年度 H29 H30 R１ R２ R３

～20人槽 4,335 4,323 3,874 3,861 3,166

21～100人槽 663 660 575 575 527

101～200人槽 69 70 66 68 58

201～300人槽 24 25 17 16 19

301～500人槽 37 34 27 25 25

501人槽～ 21 21 26 26 24

合　計 5,149 5,133 4,585 4,571 3,819

単位：基

設置基数 小　計 合　計

腐敗型 173

ばっ気型 246

その他 12 1,348

分離接触ばっ気 608 （35.3%）

分離ばっ気 309

散水ろ床 0

標準活性汚泥 0

ばっ気型 0 3,819

回転板接触 2 （100.0%）

接触ばっ気 76 2,471

長時間ばっ気・活性汚泥 19 （64.7%）

分離接触ばっ気 58

嫌気ろ床接触ばっ気 1,617

その他（大臣認定含む） 699

項　目

単
　
独

新
構
造

合
　
併

旧
構
造

新
構
造

※ 令和4年3月31日現在

旧
構
造
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④ し尿・浄化槽汚泥の処理手数料 

し尿及び浄化槽汚泥の処理手数料は以下のとおりです。 

 

表 4-7 し尿・浄化槽汚泥処理手数料 

区分 手数料の種類と単位等 金額 

し  尿 
くみ取手数料 20ℓにつき 100 円 

処分手数料 100ℓにつき 40 円 

浄化槽汚泥 処分手数料 100ℓにつき 40 円 

 

 

⑤ し尿・浄化槽汚泥処理の状況 

し尿及び浄化槽汚泥は、以下の施設において処理しています。 

 

表 4-8 し尿処理施設の概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 4年度清掃事業概要 

 

  

項　目 中部衛生センター 家島衛生センター 中播衛生センター

設置主体 姫路市 姫路市 中播衛生施設事務組合

所在地 姫路市飾磨区英賀 姫路市家島町宮 神崎郡福崎町

竣工 平成28年3月 平成2年9月 平成8年3月

敷地面積 20,492㎡ 766㎡ 13,300㎡

建築面積 877㎡ 662㎡ 1,515㎡

処理対象 し尿・浄化槽汚泥 し尿・浄化槽汚泥 し尿・浄化槽汚泥

所管区域 旧姫路市域・安富町域 家島町域 夢前町域・香寺町域

処理方式
固液分離

希釈放流処理方式
（下水道放流）

希釈放流処理方式
（下水道放流）

浄化槽汚泥対応型膜
分離高負荷生物脱窒素

方式＋活性炭吸着

60kℓ/日 95kℓ/日

　内訳：し　尿　　　 28kℓ/日、
　　　   浄化槽汚泥32kℓ/日

　内訳：し　尿　　　 14kℓ/日、
　　　 　浄化槽汚泥81kℓ/日

し渣等の処理
残渣（し渣・脱水汚泥）は市
川美化センターで焼却、エコ
パークあぼしで溶融

残渣（し渣）はエコパークあぼ
しで溶融

残渣（し渣・脱水汚泥）は焼
却・資源化・埋立

処理能力 5kℓ/日
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施設別のし尿及び浄化槽汚泥処理量の実績は以下に示すとおりです。 

 

表 4-9 し尿・浄化槽汚泥処理量の実績 

  単位：kℓ/年

H29 H30 R１ R２ R３

し尿 7,976 7,525 7,139 6,758 7,183

浄化槽汚泥 13,860 13,586 14,699 14,014 14,800

計 21,836 21,111 21,838 20,772 21,983

日平均（kℓ/日） 59.8 57.8 59.7 56.9 60.2

し尿 16 13 12 10 7

浄化槽汚泥 39 39 37 28 26

計 55 52 49 38 33

日平均（kℓ/日） 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

し尿 748 593 578 570 563

浄化槽汚泥 2,802 2,564 2,437 4,798 3,834

計 3,550 3,157 3,015 5,368 4,397

日平均（kℓ/日） 9.7 8.6 8.2 14.7 12.0

し尿 8,740 8,131 7,729 7,338 7,753

浄化槽汚泥 16,701 16,189 17,173 18,840 18,660

計 25,441 24,320 24,902 26,178 26,413

日平均（kℓ/日） 69.7 66.6 68.0 71.7 72.4

注）施設名称下の（　）内数値は、処理能力、日平均は365（R2は366）日の平均値

項目＼年度

合　計

中播衛生センター
（95kℓ/日）

家島衛生センター
（5kℓ/日）

中部衛生センター
（60kℓ/日）

資料：令和４年度清掃事業概要



第４章｜生活排水処理基本計画 

91 

⑥ 合併処理浄化槽設置に関する補助状況 

本市では、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公

衆衛生の向上に寄与することを目的として、合併処理浄化槽設置整備事業に対し、補助

金を交付する制度を創設し、平成元年 5月 1日から実施しています。 

 

ア．補助対象地域 

補助対象地域は、次に定める区域を除く地域です。 

・下水道事業計画区域 

・農業集落排水処理区域及び計画区域 

・漁業集落排水処理区域及び計画区域 

・コミュニティ・プラント処理区域及び計画区域 

・集中浄化槽処理区域及び計画区域 

 

イ．補助対象者 

総延床面積の 2分の 1以上の住居部分を有する建物に処理対象人員 50 人以下の

合併処理浄化槽（放流水質ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）値 20mg/ℓ以下）を設

置しようとする者（2戸以上の建物に共有で合併処理浄化槽を設置しようとする者

を含む。） 

 

ウ．補助金額 

補助金額は人槽区分ごとに下表のとおりです。 

 

表 4-10 合併処理浄化槽設置の補助金額 

人槽区分 5 人槽 7 人槽 10 人槽 

補助限度額 
50 万円 70 万円 100 万円 

11～50 人槽：人槽当たり 10 万円、最高限度額 200 万円 

 

エ．令和 3年度補助実績 

令和 3 年度の補助実績は人槽区分ごとに下表のとおり、合計で 3 基の設置に対

して 190万円を補助しました。 

 

表 4-11 合併処理浄化槽設置の補助実績（令和 3年度） 

人槽区分 5 人槽 7 人槽 10 人槽 合計 

基数 １ ２ 0 ３ 
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（４）下水道の整備状況 

① 下水道整備計画の概要 

本市における下水道整備計画は、以下に示すとおり市域を 7つの処理区（置塩北処理

区は全体計画上、中部処理区に統合）に区分し、それぞれの処理区に終末処理場を設置

し、都市計画区域及び都市計画区域外を含む全処理区で 12,404haを整備することを目

標としています。 

 

表 4-12 下水道整備計画の概要 

 

  
処理面積

（ha）
処理人口

（人）
汚水量

（㎥/日）
処理能力
（㎥/日）

大塩処理区（姫路市分） 613 19,700 11,500 16,500 16,500 処理能力は高砂市含む

東部処理区 1,991 62,200 53,700 56,000 56,000

中部処理区 6,545 313,500 215,000 220,000 220,000

揖保川処理区（姫路市分） 2,549 74,300 48,600 50,400 41,836
県営揖保川流域下水道
事業関連公共下水道

家島処理区 78 2,000 1,030 1,430 2,860

置塩北処理区 － － － － 1,500
全体計画上は中部処理区
に統合

香寺処理区 554 15,700 6,110 8,000 8,000

上菅・莇野処理区 74 2,200 1,060 3,360 3,360

合　計 12,404 489,600 337,000 355,690 350,056

資料：令和4年度姫路の下水道と河川※ 令和4年4月1日現在

現在処
理能力

（㎥/日）
備考項　目

全体計画

資料：「令和 4年度事業概要」（姫路市上下水道局） 



第４章｜生活排水処理基本計画 

93 

 

図 4-5 姫路市公共下水道事業計画図  
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② 下水道の整備実績 

下水道の整備率（普及率）は、その地区に住んでいる人のうち、どれぐらいの人が下

水道を利用できる環境になったかを示す指標であり、本市においては、9割以上の市民

が公共下水道を利用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              図 4-6 下水道整備率の推移 

 

 

 

表 4-13 下水道の整備状況 

 

  
面積・人口等

53,435

529,450

12,404

10,847

492,887

整備率 93.1%

483,061

接続率 98.0%

※ 令和4年4月1日現在

水洗化人口（人）

資料：「令和４年度事業概要」（姫路市上下水道局）

項　目

総面積（ha）

総人口（人）

整
備
状
況

全体計画面積（ha）

処理面積（ha）

処理人口（人）
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（５）コミュニティ・プラントの整備状況 

① コミュニティ・プラントの概要 

本市におけるコミュニティ･プラントは、以下に示すとおり夢前町域では 5地区、安

富町域では 1地区で供用しています。 

 

表 4-14 コミュニティ・プラントの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② コミュニティ・プラントの整備実績 

コミュニティ･プラントにおける整備率は、以下に示すとおりです。 

 

表 4-15 コミュニティ・プラントの整備状況 

 

  

面積・人口等

53,435

529,450

324

324

14,347

整備率 2.7%

13,840

接続率 96.5%

処理人口（人）

水洗化人口（人）

※ 令和4年4月1日現在

資料：「令和４年度事業概要」（姫路市上下水道局）

項　目

総面積（ha）

総人口（人）

整
備
状
況

全体計画面積（ha）

処理面積（ha）

処理場名 所在地 運転開始年月
処理面積

（ha）
処理人口

（人）
処理能力

（㎥/日最大）

菅生澗コミュニティ・プラント 夢前町菅生澗 平成2年4月 49 2,965 4,372

寺コミュニティ・プラント 夢前町寺 平成4年4月 37 1,656 2,269

古知コミュニティ・プラント 夢前町糸田 平成11年4月 39 2,270 3,714

置塩南コミュニティ・プラント 夢前町置本 平成15年4月 27 1,623 3,236

前之庄コミュニティ・プラント 夢前町前之庄 平成17年4月 117 3,863 5,847

安志・長野コミュニティ・プラント 安富町長野 平成16年4月 55 1,970 1,471

324 14,347 20,909

※ 令和4年4月1日現在 資料：「令和４年度事業概要」（姫路市上下水道局）

合　計
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（６）集落排水処理施設の整備状況 

① 集落排水処理施設の概要 

本市における集落排水事業は、以下に示すとおり旧姫路市域では農業集落排水事業

10地区、家島町域では漁業集落排水事業 1地区で供用しています。 

 

表 4-16 集落排水事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 集落排水処理施設の整備実績 

集落排水処理施設における整備率は、以下に示すとおりです。 

 

表 4-17 集落排水処理施設の整備状況 

 

 

  

面積・人口等

53,435

529,450

258

258

9,022

整備率 1.7%

8,821

接続率 97.8%

項　目

総面積（ha）

総人口（人）

資料：「令和４年度事業概要」（姫路市上下水道局）

※ 令和4年4月1日現在

整
備
状
況

全体計画面積（ha）

処理面積（ha）

処理人口（人）

水洗化人口（人）

所在地 運転開始年月
処理面積

（ha）
処理能力

（㎥/日平均）

上野 船津町 昭和63年4月 13 217

南山田 山田町南山田 平成7年4月 13 335

北山田 山田町北山田 平成7年11月 8 162

太尾 豊富町豊富 平成9年4月 12 222

打越・毛野 打越 平成10年11月 22 554

牧野 山田町牧野 平成11年6月 9 208

多田 山田町多田 平成13年2月 17 252

西山田 山田町西山田 平成14年3月 13 330

船津南部 船津町 平成15年3月 37 681

船津北部 船津町 平成17年4月 52 994

漁集 坊勢 家島町坊勢 平成11年4月 63 1,079

259 5,034

資料：「事業概要」（姫路市上下水道局）　各年度末現在

地区名

農集

合　計

※ 令和4年4月1日現在 資料：「令和 4年度事業概要」（姫路市上下水道局） 
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（７）河川水質の現状 

河川水質については、市内の 14河川 40地点において水質調査を行っています。 

このうち、生活環境項目であるＢＯＤ75％値の経年変化は、以下に示すとおりです。 

また、市川、夢前川、船場川及び揖保川が県知事の定める環境基準の類型指定を受け

ており、これらの河川における令和３年度のＢＯＤ75％値は全ての観測地点で環境基準

に適合しています。 

① 市川 

市川は、仁豊野橋より上流がＡ類型水域に、仁豊野橋から潮止めえん堤までがＢ類型

水域に指定されており、全地点で環境基準に適合しています。 

 

② 夢前川 

夢前川は、蒲田橋より上流がＡ類型水域に、蒲田橋から潮止めえん堤までがＢ類型水

域に指定されており、全地点で環境基準に適合しています。 

 

③ 船場川 

船場川は、保城橋より上流がＢ類型水域に、保城橋から下流がＣ類型水域に指定され

ており、全地点で環境基準に適合しています。 

 

④ 揖保川 

揖保川は、林田川合流点から上流がＡ類型水域に、合流点から下流がＢ類型水域に指

定されており、全地点で環境基準に適合しています。  
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図 4-7 河川水質調査地点 
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表 4-18 市内河川の水質（ＢＯＤ75％値）の経年変化 
（単位：㎎/L） 

河 川 名 調 査 地 点 
類型 

環境基準値 
H29 H30 R1 R2 R3 

天 川 

 五 反 田 橋  － 1.2 1.0 1.3 1.2 0.9 

 豊 国 橋  － 2.5 1.2 2.3 1.3 0.8 

 向 山 橋  － 2.1 1.4 1.8 1.6 1.0 

八 家 川  2号線バイパス下  － 1.2 1.3 1.3 1.4 1.0 

市 川 

 中 津 橋  
Ａ 類 型 

2㎎/L以下 

1.0 0.9 0.8 0.9 0.5 

 甲山浄水場取水点  0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 

○ 仁 豊 野 橋  0.9 1.1 0.9 1.1 0.7 

 小 川 橋  
Ｂ 類 型 

3㎎/L以下 

1.1 1.2 1.1 1.3 0.9 

 阿 保 橋  1.1 1.2 1.0 1.0 0.7 

○ 工業用水取水点  1.1 1.2 1.1 1.3 0.7 

野 田 川  恵 美 酒 橋  － 0.9 0.7 0.7 1.3 0.7 

船 場 川 

○ 保 城 橋  Ｂ 類 型 1.2 1.3 1.1 1.2 0.8 

 白 鷺 橋  
Ｃ 類 型 

5㎎/L以下 

1.9 1.5 1.3 1.7 1.0 

 手 柄 橋  1.6 1.2 1.2 1.4 1.0 

○ 加 茂 橋  2.4 3.4 3.2 2.7 1.4 

大 野 川  宮 跡 橋  － 1.1 1.3 1.1 1.3 0.9 

夢 前 川 

 山 之 内 橋  

Ａ 類 型 

2㎎/L以下 

0.5 0.9 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 

 桜  橋  0.7 0.9 ＜0.5 0.5 ＜0.5 

 糸 田 橋  0.8 1.1 0.6 0.9 0.5 

 清 水 橋  0.8 0.9 0.6 0.8 0.5 

 書 写 橋  0.9 0.9 0.6 0.7 0.5 

○ 蒲 田 橋  0.9 0.9 1.0 0.8 0.6 

○ 京 見 橋  Ｂ 類 型 0.8 0.9 0.6 0.9 0.7 

菅 生 川 

 馬 谷 橋  － 0.7 0.8 0.6 0.7 0.5 

 庄 屋 橋  － 0.8 0.8 0.6 0.8 0.5 

 新 清 水 橋  － 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 

 大 白 書 橋  － 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 

水 尾 川  今 中 橋  － 4.7 2.3 4.5 4.8 3.5 

汐 入 川  汐 入 橋  － 2.0 1.9 1.9 2.0 1.3 

大津茂川 

 下 伊 勢 橋  － 0.9 1.2 1.1 0.9 0.8 

 新 中 村 橋  － 1.1 1.3 0.9 1.1 0.9 

 朝 日 谷 橋  － 1.3 1.7 1.2 1.0 0.9 

 大 平 橋  － 1.3 1.6 1.0 1.1 1.1 

宮 内 川  宮 内 橋  － 1.5 2.5 1.8 1.4 1.1 

揖 保 川 
○＊ 王 子 橋  Ｂ 類 型 

3㎎/L以下 

0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 

 ＊ 本 町 橋  0.5 0.8 0.9 0.6 0.5 

林 田 川 

 富 栖 橋  － 0.6 0.6 ＜0.5 0.6 ＜0.5 

 新 長 野 橋  － 0.6 0.5 0.5 0.8 ＜0.5 

 永 久 橋  － 0.7 0.7 0.5 0.7 0.5 

 新 町 橋  － 0.8 0.8 0.6 0.8 0.7 

○：環境基準点 

＊：国土交通省近畿地方整備局調査地点  
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２．課題の整理 

これまでの現状把握を踏まえ、以下のとおり課題を整理します。 

 

（１）下水道整備の推進 

下水道事業認可区域の一部地域を除き概ね整備を完了していますが、今後も未整備地

区については、各々の状況に合わせ順次整備を進める必要があります。 

 

（２）下水道への速やかな接続 

下水道処理区域については、下水道への早期接続を促す必要があります。また、法令

等に定める義務期間を経過した世帯に対する指導の強化が引き続き必要です。 

 

（３）生活排水処理施設の統合 

コミュニティ・プラント及び集落排水処理施設については、中長期的に下水道への接

続を着実に実施していく必要があります。 

 

（４）し尿処理の効率化 

公共下水道等の整備に伴い、今後もし尿の処理量は減少する見込みですが、適正な処

理が必要なため、収集・運搬体制の効率化を図る必要があります。 

 

（５）生活排水処理率の向上 

生活排水が未処理のまま放流されている単独浄化槽やし尿くみ取りの世帯等に対し

て、下水道やコミュニティ・プラント及び集落排水処理への早期接続の指導や合併浄化

槽の整備に努める必要があります。 

 

（６）浄化槽の適正な維持管理 

設置者に浄化槽の定期的な清掃の実施について啓発を強化するなど、引き続き適正な

維持管理の徹底に努める必要があります。 

 

（７）河川等の水質改善 

河川や水路等の水質改善を図るため、家庭や事業所等で生活雑排水対策行動を実践す

るよう啓発活動や環境学習の充実に努める必要があります。 

  



第４章｜生活排水処理基本計画 

101 

第２節 生活排水処理基本計画 

１．計画処理人口の見通し 

将来の生活排水等の計画処理人口は以下のとおりです。 

計画処理区域内人口の減少に伴い、各処理人口も減少傾向にありますが、依然として

し尿くみ取り世帯や単独処理浄化槽への対応も残っており、し尿や浄化槽汚泥について、

当面は現行の処理体系による適切な処理が必要です。 

 

表 4-19 計画処理人口の予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．今後のし尿・浄化槽汚泥処理の見通し 

将来のし尿及び浄化槽汚泥発生量の予測結果は以下のとおりです。 

公共下水道は９割以上整備されており、今後も整備が進むとともに接続率の向上に努

めることとしていることから、し尿及び浄化槽汚泥の発生量は減少傾向にあり、令和 14

年度（計画目標年度）の発生量は約 16千 kℓ（令和３年度の約 61％）になります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-8 し尿・浄化槽汚泥の発生量の予測結果  
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7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.5 6.4 6.2 6.0 
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17.2 
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11.9 

11.0 10.8 
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19.3 
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0

5
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25

30

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

（千kℓ/年）

し尿 浄化槽汚泥 合計量

目標値実績値

単位：人

R3 R4 R9 R14

529,450 527,933 521,883 514,346

２．水洗化・生活雑排水処理人口 513,278 511,793 506,557 500,807

下水道 483,061 481,666 486,546 486,964

コミュニティ･プラント 13,840 13,845 8,187 4,459

集落排水処理施設 8,821 8,795 4,770 2,898

合併処理浄化槽 7,556 7,487 7,054 6,486

3,345 3,338 3,170 2,800

12,827 12,802 12,156 10,739

0 0 0 0

※ 令和4年4月1日現在

予　測
区　　分

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（単独処理浄化槽）

４．非水洗化人口

５．計画処理区域外人口

１．計画処理区域内人口

実　績
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３．生活排水処理基本計画 

（１）基本方針 

良好な生活環境と公衆衛生を保持することは、健康で文化的な生活の基本です。 

また、「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づく「化学的酸素要求量、窒素含有量及

びりん含有量に係る総量削減基本方針」では、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農

業集落排水施設、コミュニティ・プラントなどの生活排水処理施設の整備や適正な施設

の維持管理などの対策を計画的に推進することとしています。 

なお、前節に示したとおり、公共下水道などの整備に伴い、市内の全ての観測地点で

河川の水質は環境基準に適合しています。 

これらのことから、今後も河川等の水質を維持・向上するため、公共下水道の整備を

順次進めるとともに、下水道処理区域におけるくみ取り世帯の水洗化等を促進します。 

し尿の処理量は減少する見込みですが、適正な処理が必要なため、収集・運搬体制の

効率化を図ります。 

都市計画区域外の区域及び市街化調整区域においては、コミュニティ・プラント、農

業集落排水処理施設を下水道へ段階的に接続する方針であり、効率的な処理を推進して

いきます。 

なお、個々の家庭や事業所などで取り組み可能な生活雑排水対策については、今後と

も啓発活動や環境学習を拡充していきます。 

 

 

 

（２）生活排水処理の目標 

生活排水の適正処理の一層の推進を図るため、生活排水の処理の目標は生活雑排水の

未処理人口を減少させることとします。 

各処理形態における目標は以下のとおりです。 

 

表 4-20処理形態別目標値 

 

 

 

 

 

 

 

  

【関連する SDGs の目標】 

単位：人

実　績

R3 R4 R9 R14

１．計画処理区域内人口 529,450 527,933 521,883 514,346

２．水洗化・生活雑排水処理人口 513,278 511,793 506,557 500,807

下水道 483,061 481,666 486,546 486,964

コミュニティ･プラント 13,840 13,845 8,187 4,459

集落排水処理施設 8,821 8,795 4,770 2,898

合併処理浄化槽 7,556 7,487 7,054 6,486

3,345 3,338 3,170 2,800

12,827 12,802 12,156 10,739

５．計画処理区域外人口 0 0 0 0

３．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（単独処理浄化槽）

４．非水洗化（し尿収集人口
　　（自家処理含む））

区　　分
目　標
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（３）処理主体 

生活排水の処理主体は以下のとおりであり、計画期間内において現状継続する予定で

す。 

 

表 4-21 生活排水の処理主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）基本施策 

基本方針を踏まえ、以下のとおり施策の展開を図ります。 

 

① 下水道整備の推進 

下水道事業認可区域については、土地区画整理事業地や整備困難地区等の一部地域

を除き、下水道の整備を概ね完了しています。未整備地区については、各々の状況に合

わせ順次整備を進めます。 

 

② 下水道への速やかな接続 

下水道処理区域において下水道へ未接続の家屋等については、早期に接続するよう

啓発を行っていきます。また、法令等に定める義務期間を経過した世帯に対する指導の

強化に引き続き取り組みます。 

  

項　目 処理対象 旧姫路市域 家島町域 夢前町域 香寺町域 安富町域

下水道
し尿・

生活雑排水
姫路市 姫路市 姫路市 姫路市 －

コミュニティ・プラント
し尿・

生活雑排水
－ － 姫路市 － 姫路市

集落排水処理施設
し尿・

生活雑排水
姫路市 姫路市 － 姫路市 －

合併処理浄化槽
し尿・

生活雑排水
個人等 個人等 個人等 個人等 個人等

単独処理浄化槽 し尿 個人等 個人等 個人等 個人等 個人等

し尿処理施設
し尿・

浄化槽汚泥
姫路市 姫路市 姫路市中播衛生施設事務組合
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③ 生活排水処理施設の統合 

コミュニティ・プラント、農業集落排水処理施設について、中長期的に下水道への接

続を着実に実施していきます。なお、これらの施設を廃止する際に発生する最終清掃汚

泥等について、適切に処理する方法等についても併せて計画する必要があります。 

 

④ し尿・浄化槽汚泥の適正処理 

くみ取り世帯のし尿については、直営、委託業者又は許可業者により収集を実施し

ていきます。また、浄化槽等から発生する汚泥については、引き続き、清掃・点検等

とあわせ、許可業者による収集を実施します。 

 

⑤ 合併処理浄化槽の普及促進 

下水道、集落排水、コミュニティ・プラント又は集中合併処理浄化槽処理区域及びそ

れらの計画区域を除く地域については、合併処理浄化槽設置整備事業に対する補助金

交付制度等を活用して、合併処理浄化槽の普及促進を行います。 

 

⑥ 浄化槽の適正な維持管理の徹底 

浄化槽設置世帯等に対して、適正な維持管理の徹底について指導するとともに、浄化

槽保守点検業者の技術水準の向上を促し、浄化槽からの放流水による公共用水域の水

質汚濁防止に努めます。 

 

⑦ 河川等の水質改善 

河川や水路等の水質改善を図るため、「広報ひめじ」、ホームページ、リーフレット

等で、水質の現状について情報提供するとともに、家庭や事業所等でできる生活雑排水

対策についての啓発活動や環境学習を拡充します。 
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● 生活排水処理基本計画

現　況 基　本　方　針

姫路市一般廃棄物処理基本計画の全体像（計画期間：令和５～９年度）

● ごみ処理基本計画

現　況　と　課　題 基本的な考え方

基　本　方　針　と　戦　略　・　施　策

基本理念の実現に向けた
ごみの減量目標等

基　本　理　念（目 指 す 都 市 像）

し尿・浄化槽汚泥の発生量の予測

生活雑排水処理人口割合（上記以外）
 （合併浄化槽、コミュニティ・プラントなど）

： 5.7%

基　本　施　策

生活雑排水未処理人口割合
（単独処理浄化槽、くみ取り式）

： 3.1%

下水道処理人口割合 ： 91.2% ① 下水道整備の推進 ② 下水道への速やかな接続

③ 生活排水処理施設の統合

④ し尿・浄化槽汚泥の適正処理

⑤ 合併処理浄化槽の普及促進

⑥ 浄化槽の適正な維持管理の徹底

⑦ 河川等の水質改善

・ 公共下水道の整備とくみ取り世帯の水洗化等の促進

・ し尿収集・運搬体制の効率化

・ コミュニティ・プラント、農業集落排水処理施設の下水道への段階的な接続

国の動向

・ 食品ロスの削減

・ プラスチックに係る資源循環の促進

・ 健全なリユース市場の構築

・ 小型家電等の資源化

・ 製造段階での環境配慮設計

・ 流通・消費段階での容器包装の削減

・ 情報提供及び環境学習の充実

・ 廃棄物系バイオマスの利活用 等

主
な
取
組
み

兵庫県の動向

・ 食品ロス削減の推進

・ 容器包装、小型家電等の資源化の促進

・ リユースの促進

・ 無許可廃家電等回収業者への対応強化

・ オフィス等の古紙回収システムの構築

・ 高効率ごみ発電施設の導入促進

・ 廃棄物系バイオマスの利活用の促進 等

主
な
取
組
み

姫路市の特徴・現況・課題

特

徴

・ 人口は緩やかな減少傾向にある。

・ 臨海部は全国有数の工業地域であり、中心部では商業・

サービス業も発展している。

・ 姫路城をはじめとする観光施設に、国内外から多くの観

光客が来訪する。

・ 1人1日当たりの家庭系ごみは緩やかな減少傾向にある。

・ 行政の処理に基づく資源化率は低迷が続いている。

・ 民間独自の資源化システムが活発化している。

・ 可燃ごみの中に未開封の食品や資源物が混入している。

・ 市民のごみの減量化に対する関心は比較的高い。

・ 市民及び事業者の地域の美観保持に対する意識が高い。

・ 粗大ごみのステーション方式に不便を感じる市民もいる。

・ 環境配慮型製品・サービスの研究・開発には負担が大きい

と感じる事業者もいる。

・ 市川美化センターの老朽化が進んでいる。

現

況

課

題

● 市民には、

「食品ロスの削減」

によるごみ減量化

の推進及び「分別

の徹底」による資源

化率の改善が求め

られます。

● 事業者には、

市民同様、ごみの

減量化に努めるとと

もに、「製造業」、

「飲食業」、「小売

業」を中心とした環

境配慮型事業活動

の推進が求められ

ます。

● 行政には、

様々な分野を繋げ

るコーディネーター

として、市民や事業

者の取組みの支援

やごみの減量化・資

源化のための新た

な仕組みづくりなど

が求められます。

また既存施設の延

命化や廃棄物の有

効活用技術の導入

などを見据えた新

施設の整備に向け

た検討が求められ

ます。

● ３者協働としては、

市民・事業者・行政

の３者が協働して、

より美しく、魅力ある

住み良いまちづくり

に取り組むことが求

められます。

市
民
・事
業
者
・行
政
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
連
携
・協
働
し
て
持
続
可
能
な
循
環
型
社
会
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
。
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H28 R3 R4 R9 R14
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16.1% 15.9%

14.9% 14.8% 15.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

H28 R3 R4 R9 R14

(g/人・日)

【重点目標（見直し後）】

1人1日当たりの家庭系ごみ排出量
（資源物及び集団回収除く）

「食品ロスの削減」、「分別の徹底」などにより削減！！

【目標（見直し後）】

ごみ排出量

家庭系及び事業系ごみの減量化により削減！！

【参考指標（見直し後）】

資源化率

分別の徹底により改善！！

<基本方針１>

環境問題を意識し、循環型社会にふさわしいくらしが定着する都市（まち）

<基本方針２>

環境負荷低減に配慮した企業活動を行う都市（まち）

<基本方針３>

適正かつ高度でありながらも市民生活と調和したごみ処理システムを備えた都市（まち）

<基本方針４>

住む人・訪れる人にとって気持ちの良い清潔な都市（まち）

(千t/年)

25.3 26.4 23.7
19.3

16.0

0.0

10.0

20.0

30.0

H28 R3 R4 R9 R14

・ 食品ロス削減の取組み

・ 分別収集の徹底による資源化率の向上

・ 家庭系ごみ処理の有料化の検討

・ 粗大ごみの排出方法に関する諸課題への対応

・ 環境・美化に関する取組みの周知、認知度の向上

・ 事業者の環境配慮型の製品・サービスの開発等に対する

支援の検討

・ ごみ焼却施設の老朽化対策

(千kl/年)

（主な施策）

食品ロスの削減、生ごみの減量化、容器包装廃棄物の削減、

使い捨てプラの削減、不適正排出の指導強化

(2) 詰め替え用品の利用、リユース市場の活用

(3) 分別の徹底、資源古紙行政回収・店頭回収の利用促進

(4) 環境問題を考える機会の創出、教育機関等を通じた環境教

育・啓発の充実

《 戦 略 》

１ 発生抑制の推進

２ 再使用の推進

３ 再生利用の推進

４ 環境教育・学習の推進

《 戦 略 》

１ 環境にやさしい経済活動の推進

２ 環境配慮型生産活動の推進

（主な施策）

(1) 事業系ごみの資源化の促進、排出者責任の浸透、環境

マネジメントシステムの導入促進

(2) 食品ロスの削減、拡大生産者責任に基づく環境配慮型

製品・サービスの開発・普及・提供

《 戦 略 》

１ 循環型社会の実現に向けた取組みの推進

２ 周知・啓発活動の充実

３ 新たな処理システムの検討

４ 適正処理の推進

５ 新たなごみ処理施設の整備

（主な施策）

食品ロス削減の取組みの推進、資源物の有効活用

(2) 周知・啓発の内容の充実、周知・啓発方法の拡充

(3) 分別・収集運搬体制の見直し、ふれあい収集の実施、ご

み処理手数料の見直し

(4) ごみの適正排出・処理への誘導、効率的で適正な処理

体制の構築

(5) 新美化センターの整備検討

《 戦 略 》

１ きれいなまちづくりの推進

２ ３者協働による美化活動の充実

（主な施策）

(1) 不法投棄の防止、まち美化活動の活性化

(2) ３者協働体制の推進
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ま ち
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資料－1 

資料１ ごみ処理の将来予測 

 

１．ごみ排出量実績 

過去 10 年間（平成 24～令和 3 年度）における、本市のごみ排出量実績は以下のとおり

です。 

 

表-1 ごみ排出量実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：t/年

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

旧姫路市域 492,150 491,614 491,057 490,728 490,279 490,243 489,706 489,054 487,756 485,336

家島町域 6,439 6,152 5,954 5,711 5,446 5,124 4,975 4,797 4,623 4,432

夢前町域・香寺町域 39,751 39,415 39,022 38,624 38,022 36,975 36,502 35,880 35,449 34,993

安富町域 5,526 5,422 5,356 5,282 5,213 5,067 5,009 4,917 4,809 4,689

合　計 543,866 542,603 541,389 540,345 538,960 537,409 536,192 534,648 532,637 529,450

91,829 91,532 91,885 91,045 89,486 89,006 87,934 88,795 88,562 87,130

3,322 3,232 3,060 2,968 2,849 2,791 2,777 2,815 2,994 2,989

2,764 2,597 2,417 2,270 2,090 1,969 1,870 1,794 1,687 1,620

601 562 500 478 456 448 435 442 481 432

無色 1,549 1,509 1,422 1,376 1,303 1,312 1,240 1,169 1,186 1,129

茶色 978 943 877 852 839 835 784 766 730 727

その他 394 397 407 409 408 429 426 425 464 442

小　計 2,921 2,849 2,705 2,637 2,550 2,576 2,451 2,359 2,380 2,298

390 388 361 350 345 349 356 369 383 388

66 63 59 55 53 54 51 50 54 52

108 106 105 104 104 104 106 106 116 111

0 0 0 1 1 1 54 52 54 48

ST回収 1,761 1,636 1,379 1,197 1,072 998 907 3,460 3,504 3,377

集団回収 6,504 5,651 5,053 4,491 3,764 3,361 3,137 0 0 0

0 0 11 12 12 13 20 17 18 18

18,438 17,083 15,650 14,563 13,295 12,663 12,164 11,465 11,673 11,332

木製品類 旧姫路市域 2,094 2,080 1,982 2,059 2,004 2,060 2,168 2,293 2,560 2,518

プラスチック複合製品類 旧姫路市域 2,312 2,167 2,079 2,161 2,110 2,224 2,445 2,582 2,893 2,728

金属複合製品類 旧姫路市域 625 651 503 500 492 527 638 772 963 767

ガラス・陶磁器類 旧姫路市域 1,667 1,641 1,573 1,519 1,449 1,404 1,443 1,439 1,593 1,432

ふとん・ジュータン類 旧姫路市域、夢前町域、香寺町域、安富町域 2,700 2,682 2,504 2,358 2,266 2,256 2,170 2,251 2,588 2,549

大型ごみ等 家島町域、夢前町域、香寺町域、安富町域 715 676 581 568 544 557 571 609 657 560

不燃ごみ 夢前町域、香寺町域、安富町域 267 297 428 472 475 518 529 535 660 577

10,379 10,193 9,650 9,637 9,340 9,547 9,964 10,482 11,914 11,131

120,646 118,808 117,184 115,244 112,121 111,217 110,061 110,742 112,148 109,593

60,601 61,775 59,545 60,495 61,348 61,815 62,087 62,669 54,904 55,690

3,465 4,443 3,113 2,745 2,695 3,082 3,200 3,415 3,665 3,061

97 91 87 107 91 52 35 19 37 32

2,670 2,713 3,872 4,148 4,169 4,588 5,586 6,365 5,680 4,922

ダンボール 家島町域 14 17 17 13 12 12 12 12 12 12

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

17 17 17 13 12 12 12 12 12 12

66,850 69,040 66,634 67,508 68,315 69,549 70,919 72,480 64,299 63,717

187,496 187,848 183,818 182,752 180,436 180,766 180,980 183,222 176,447 173,310

568 265 141 227 234 83 101 247 564 288

2,472 2,161 1,813 1,785 2,024 1,805 2,050 1,414 869 1,154

1,187 1,435 6,009 626 1,218 954 209 649 279 1,057

2,019 1,347 1,110 1,639 1,038 782 1,180 845 665 782

5,678 4,944 8,932 4,050 4,280 3,541 3,440 2,908 1,814 2,994

12,778 10,961 11,251 9,044 9,392 14,862 8,725 6,548 5,853 6,155

1,153 1,126 1,309 1,496 1,701 1,519 1,626 1,591 1,563 2,160

13,931 12,087 12,561 10,541 11,093 16,381 10,351 8,139 7,416 8,316

207,673 205,144 205,452 197,570 196,043 200,770 194,872 194,516 186,241 184,907

実績値

古紙類

項目＼年度

人　口※

家
庭
系
ご
み

可燃ごみ

資源物

プラスチック製容器包装

ミックスペーパー

空カン類

空ビン類

ペットボトル

紙パック

乾電池

蛍光灯

小型家電

事業系資源物

許可業者による資源物収集

店頭回収

小　計

資源ごみ その他

小　計

合　計

ごみ排出量

災害ごみ等

事
業
系
ご
み

可燃ごみ

小　計

大型ごみ

不燃ごみ

剪定枝類

まち美化土砂等

まち美化土砂

市土砂等

災害/一般持込

小　計

ごみ総発生量

粗大ごみ

小　計

合　計

※ 端数処理の関係で合計が一致しない箇所がある。
※ 人口は住民基本台帳の各年度末人口、なお、H28年度までの外国人人口は地域別の日本人人口で按分
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２．人口予測 

人口予測値は、「ふるさと・ひめじプラン 2030 姫路市総合計画」に示す「創生人口ビ

ジョン」（以下、「人口ビジョン」という。）をもとに設定します。 

ただし、人口ビジョンでは 5 年毎に目標値を設定しています。そのため、本計画では

人口ビジョンに示されていない年度の目標値を直線的に補完した値を採用します。 

 

表-2 人口予測結果 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）赤字は人口ビジョンの値を示します。 

 

なお、上記目標値（補正値）に占める各地域（旧姫路市域、家島町域、夢前町域、香

寺町域、安富町域）の割合は、「姫路市人口動態調査 ～69 小学校校区の現状と将来人

口推計～平成 30（2018）年 3 月 姫路市」より、直近の各町域の割合をもとに算出し

ています。 

 

  

単位：人

採用値（将来）

住民基本台帳 人口ビジョン

H24 543 ,866

H25 542 ,603

H26 541 ,389

H27 540 ,345 531,667

H28 538 ,960

H29 537 ,409

H30 536 ,192

H31 534 ,648

R２ 532 ,637 530,025

R３ 529 ,450 528,979

R４ 527,933

R５ 526,887

R６ 525,841

R７ 524,795

R８ 523,339

R９ 521,883

R10 520,427

R11 518,971

R12 517,516

R13 515,931

R14 514,346

R15 512,761

R16 511,176

R17 509,591

年度＼項目

実績値
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３．ごみ排出量予測 

（１）予測方法 

本市のごみ排出量予測は、過去 10年間（平成 24～令和 3年度）の実績をもとに行い

ます。市民の日常生活活動に伴って排出される家庭系ごみについては、1人 1 日当たり

の排出量（g/人・日）をもとに、事業系ごみについては、年間排出量（t/年）をもとに

予測します。 

予測については、過去 10 年間の実績に一定の増減が認められる場合は最も近似する

回帰式を最小二乗法で求めて行います。 

回帰式を求める方法として、次の 6ケース（「ごみ処理施設構造指針解説」（厚生省水

道環境部監修）に示される 6式）について検討します。ただし、実績値の変動が大きく

一定の傾向がない場合（相関係数が低い場合）や現実的でない場合には、現況固定（令

和 3 年度の実績値）又は平均（過去 10 年間の平均値で推移）により予測値を設定しま

す。 

 

① 一 次 傾 向 線 ： ｙ＝ａｘ＋ｂ 

② 二 次 傾 向 線 ： ｙ＝ａｘ２＋ｂｘ＋ｃ 

③ 一 次 指 数 曲 線 ： ｙ＝ａ×ｂｘ 

④ べ き 曲 線 ： ｙ＝ｙ０＋ａ×ｘｂ 

⑤ 対 数 曲 線 ： ｙ＝ａ×ｌｎ(ｘ)＋ｂ 

⑥ ロジスティック曲線： ｙ＝Ｋ／（１＋ｅ（ａ－ｂｘ）） 

 ｘ   ： 年度（基本年からの経過年数） 

 ｙ   ： ｘ年度（基本年からｘ年後）の推計値 

 ｙ０     ： 実績初年度の値 

 Ｋ    ： 過去の実績値から求められる飽和値 

 ａ、ｂ、ｃ ： 最小二乗法により求められる定数 

 

 

表-3 傾向線の種類と概要 

種 類 概 要 

一次傾向線 将来の発生量は直線的に増加または減少します。 

二次傾向線 
上または下に凸の曲線で頂上(底)を超えると増加(減少)傾向が

続く。長期間の予測式として採用する時は注意を要します。 

一次指数曲線 

べき曲線 

式の係数により曲線の動きは異なるが、将来の発生量は急増(急

減)するか、増加(減少)の傾向が徐々に穏やかになります。 

対数曲線 将来の発生量の増加(減少)の動きが徐々に緩やかになります。 

ロジスティック曲線 

最初は緩やかに増加(減少)し、その後急激に増加(減少)します。 

一定値に(上限または下限)に達すると動きはほぼ横ばいとなり

ます。 
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（２）採用式一覧 

各項目の原単位、排出量を予測するにあたり採用した回帰式は以下のとおりです。 

 

表-4 採用式 

ごみ種別 採用式 

家庭系 

可燃ごみ 対数曲線 

資源物 

プラスチック製容器包装 一次指数曲線 

ミックスペーパー 対数曲線 

空カン類 対数曲線 

空ビン類 べき曲線 

ペットボトル 平均 

紙パック 現況固定 

乾電池 現況固定 

蛍光灯 現況固定 

古紙類 一次指数曲線 

小型家電 現況固定 

粗大ごみ 

木製品類 平均 

プラスチック複合製品類 平均 

金属複合製品類 平均 

ガラス・陶磁器類 一次指数曲線 

ふとん・ジュータン類 べき曲線 

大型ごみ等 平均 

不燃ごみ 平均 

事業系 

可燃ごみ 対数曲線 

大型ごみ 一次指数曲線 

不燃ごみ 現況固定 

剪定枝類 平均 

資源ごみ 
ダンボール 現況固定 

その他 現況固定 

災害ごみ等 平均 

まち美化土砂等 

まち美化土砂 平均 

市土砂等 現況固定 

災害/一般持込 現況固定 

事業系資源物 
許可業者による資源物収集 現況固定 

店頭回収 二次傾向線 

 

（３）ごみ排出量予測結果 

ごみ排出量予測結果は次のとおりです。
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表-5ごみ排出量及びごみ総発生量の予測結果（市全域） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：t/年

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４

旧姫路※１ 492,150 491,614 491,057 490,728 490,279 490,243 489,706 489,054 487,756 485,336 482,265 481,309 480,353 480,359 479,027 477,694 476,362 475,029 474,656 473,203 471,749 (1)：旧姫路市域の人口予測結果

家島※２ 6,439 6,152 5,954 5,711 5,446 5,124 4,975 4,797 4,623 4,432 4,434 4,426 4,417 4,148 4,136 4,125 4,113 4,102 3,888 3,876 3,864 (2)：家島町域の人口予測結果

夢前※３、香寺※４ 39,751 39,415 39,022 38,624 38,022 36,975 36,502 35,880 35,449 34,993 36,416 36,344 36,272 35,635 35,536 35,437 35,338 35,239 34,515 34,409 34,304 (3)：夢前町域・香寺町域の人口予測結果

安富※５ 5,526 5,422 5,356 5,282 5,213 5,067 5,009 4,917 4,809 4,689 4,818 4,808 4,799 4,653 4,640 4,627 4,614 4,601 4,457 4,443 4,429 (4)：安富町域の人口予測結果

合　計 543,866 542,603 541,389 540,345 538,960 537,409 536,192 534,648 532,637 529,450 527,933 526,887 525,841 524,795 523,339 521,883 520,427 518,971 517,516 515,931 514,346 (5)：(1)＋(2)＋(3)＋(4)

91,829 91,532 91,885 91,045 89,486 89,006 87,934 88,795 88,562 87,130 86,886 86,952 86,485 86,236 85,920 85,840 85,290 84,995 84,700 84,615 84,050 (6)：1人1日当たりの排出量予測結果×(5)×365（366）

3,322 3,232 3,060 2,968 2,849 2,791 2,777 2,815 2,994 2,989 2,775 2,738 2,706 2,663 2,636 2,617 2,564 2,538 2,512 2,474 2,441 (7)：1人1日当たりの排出量予測結果×(5)×365（366）

2,764 2,597 2,417 2,270 2,090 1,969 1,870 1,794 1,687 1,620 1,619 1,601 1,535 1,513 1,471 1,433 1,406 1,364 1,341 1,322 1,277 (8)：1人1日当たりの排出量予測結果×(5)×365（366）

601 562 500 478 456 448 435 442 481 432 424 405 403 402 401 382 380 379 378 378 375 (9)：1人1日当たりの排出量予測結果×(5)×365（366）

無色 1,549 1,509 1,422 1,376 1,303 1,312 1,240 1,169 1,186 1,129 1,060 1,033 999 969 929 901 868 837 807 779 746 (10)：(13)×H28排出量割合（49.1％）

茶色 978 943 877 852 839 835 784 766 730 727 683 665 644 624 598 580 559 540 520 502 480 (11)：(13)×H28排出量割合（31.6％）

その他 394 397 407 409 408 429 426 425 464 442 415 404 391 380 364 353 340 328 316 305 292 (12)：(13)×H28排出量割合（19.2％）

小　計 2,921 2,849 2,705 2,637 2,550 2,576 2,451 2,359 2,380 2,298 2,158 2,102 2,034 1,973 1,891 1,834 1,767 1,705 1,643 1,586 1,518 (13)：1人1日当たりの排出量予測結果×(5)×365（366）

390 388 361 350 345 349 356 369 383 388 366 366 365 364 363 363 361 360 359 359 357 (14)：1人1日当たりの排出量予測結果×(5)×365（366）

66 63 59 55 53 54 51 50 54 52 58 58 58 57 57 57 57 57 57 57 56 (15)：1人1日当たりの排出量予測結果×(5)×365（366）

108 106 105 104 104 104 106 106 116 111 116 116 115 115 115 115 114 114 113 113 113 (16)：1人1日当たりの排出量予測結果×(5)×365（366）

0 0 0 1 1 1 54 52 54 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 (17)：R3実績で推移

ST回収 1,761 1,636 1,379 1,197 1,072 998 907 3,460 3,504 3,377 2,717 2,449 2,207 1,992 1,796 1,604 1,444 1,307 1,171 1,057 939 (18)：1人1日当たりの排出量予測結果×(5)×365（366）

集団回収 6,504 5,651 5,053 4,491 3,764 3,361 3,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (19)：排出量予測結果

0 0 11 12 12 13 20 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 (20)：1人1日当たりの排出量予測結果×(5)×365（366）

18,438 17,083 15,650 14,563 13,295 12,663 12,164 11,465 11,673 11,332 10,299 9,901 9,489 9,145 8,796 8,471 8,159 7,890 7,640 7,412 7,142 (21)：(7)＋(8)＋(9)＋(13)＋(14)＋(15)＋(16)＋(17)＋(18)＋(19)＋(20)

木製品類 旧姫路 2,094 2,080 1,982 2,059 2,004 2,060 2,168 2,293 2,560 2,518 2,148 2,149 2,139 2,139 2,133 2,133 2,121 2,115 2,114 2,113 2,101 (22)：1人1日当たりの排出量予測結果×(1)×365（366）

プラスチック複合製品類 旧姫路 2,312 2,167 2,079 2,161 2,110 2,224 2,445 2,582 2,893 2,728 2,341 2,343 2,332 2,332 2,325 2,325 2,312 2,306 2,304 2,303 2,290 (23)：1人1日当たりの排出量予測結果×(1)×365（366）

金属複合製品類 旧姫路 625 651 503 500 492 527 638 772 963 767 634 634 631 631 629 629 626 624 624 623 620 (24)：1人1日当たりの排出量予測結果×(1)×365（366）

ガラス・陶磁器類 旧姫路 1,667 1,641 1,573 1,519 1,449 1,404 1,443 1,439 1,593 1,432 1,391 1,374 1,350 1,333 1,311 1,294 1,269 1,248 1,230 1,230 1,205 (25)：1人1日当たりの排出量予測結果×(1)×365（366）

ふとん・ジュータン類 旧姫路、夢前、香寺、安富 2,700 2,682 2,504 2,358 2,266 2,256 2,170 2,251 2,588 2,549 2,293 2,276 2,227 2,204 2,179 2,160 2,130 2,105 2,081 2,062 2,031 (26)：1人1日当たりの排出量予測結果×（(1)＋(3)＋(4)）×365（366）

大型ごみ等 家島、夢前、香寺、安富 715 676 581 568 544 557 571 609 657 560 575 576 573 560 558 558 555 553 540 540 536 (27)：1人1日当たりの排出量予測結果×（(2)＋(3)＋(4)）×365（366）

不燃ごみ 夢前、香寺、安富 267 297 428 472 475 518 529 535 660 577 467 467 465 456 455 455 452 451 441 441 438 (28)：1人1日当たりの排出量予測結果×（(3)＋(4)）×365（366）

10,379 10,193 9,650 9,637 9,340 9,547 9,964 10,482 11,914 11,131 9,849 9,819 9,717 9,655 9,590 9,554 9,465 9,402 9,334 9,312 9,221 (29)：(22)＋(23)＋(24)＋(25)＋(26)＋(27)＋(28)

120,646 118,808 117,184 115,244 112,121 111,217 110,061 110,742 112,148 109,593 107,034 106,672 105,691 105,036 104,306 103,865 102,914 102,287 101,674 101,339 100,413 (30)：(6)＋(21)＋(29)

60,601 61,775 59,545 60,495 61,348 61,815 62,087 62,669 54,904 55,690 58,978 58,869 58,768 58,675 58,588 58,507 58,431 58,359 58,291 58,227 58,166 (31)：排出量予測結果

3,465 4,443 3,113 2,745 2,695 3,082 3,200 3,415 3,665 3,061 3,107 3,080 3,054 3,028 3,002 2,977 2,951 2,926 2,901 2,877 2,852 (32)：排出量予測結果

97 91 87 107 91 52 35 19 37 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 (33)：排出量予測結果

2,670 2,713 3,872 4,148 4,169 4,588 5,586 6,365 5,680 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 (34)：排出量予測結果

ダンボール 家島 14 17 17 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 (35)：排出量予測結果

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (36)：排出量予測結果

17 17 17 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 (37)：(35)＋(36)

66,850 69,040 66,634 67,508 68,315 69,549 70,919 72,480 64,299 63,717 67,051 66,915 66,788 66,669 66,556 66,450 66,348 66,251 66,158 66,070 65,984 (38)：(31)＋(32)＋(33)＋(34)＋(37)

187 ,496 187 ,848 183 ,818 182 ,752 180 ,436 180 ,766 180 ,980 183 ,222 176 ,447 173 ,310 174 ,085 173 ,587 172 ,479 171 ,705 170 ,862 170 ,315 169 ,262 168 ,538 167 ,832 167 ,409 166 ,397 (39 )： (30)＋(38)

568 265 141 227 234 83 101 247 564 288 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 (40)：排出量予測結果

2,472 2,161 1,813 1,785 2,024 1,805 2,050 1,414 869 1,154 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 (41)：排出量予測結果

1,187 1,435 6,009 626 1,218 954 209 649 279 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 (42)：排出量予測結果

2,019 1,347 1,110 1,639 1,038 782 1,180 845 665 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 (43)：排出量予測結果

5,678 4,944 8,932 4,050 4,280 3,541 3,440 2,908 1,814 2,994 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 (44)：(41)＋(42)＋(43)

12,778 10,961 11,251 9,044 9,392 14,862 8,725 6,548 5,853 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 (45)：排出量予測結果

1,153 1,126 1,309 1,496 1,701 1,519 1,626 1,591 1,563 2,160 2,160 2,160 2,169 2,259 2,350 2,442 2,534 2,627 2,722 2,816 2,912 (46)：排出量予測結果

13,931 12,087 12,561 10,541 11,093 16,381 10,351 8,139 7,416 8,316 8,315 8,315 8,324 8,414 8,505 8,597 8,689 8,782 8,877 8,971 9,067 (47)：(45)＋(46)

207 ,673 205 ,144 205 ,452 197 ,570 196 ,043 200 ,770 194 ,872 194 ,516 186 ,241 184 ,907 186 ,266 185 ,768 184 ,669 183 ,985 183 ,233 182 ,778 181 ,817 181 ,186 180 ,575 180 ,246 179 ,330 (48 )： (39)＋(40)＋(44)＋(47)

家
庭
系
ご
み

備　考

事業系資源物

ごみ総発生量

空ビン類

資源物 ペットボトル

小　計

小　計

店頭回収

乾電池

蛍光灯

古紙類

小型家電

合　計

許可業者による資源物収集

ごみ排出量

災害ごみ等

事
業
系
ご
み

不燃ごみ

剪定枝類

その他

合　計

可燃ごみ

可燃ごみ

小　計

資源ごみ

予測値実績値

紙パック

大型ごみ

小　計

項目＼年度

プラスチック製容器包装

ミックスペーパー

空カン類

粗大ごみ

人　口

まち美化土砂等
市土砂等

小　計

まち美化土砂

災害/一般持込

※ 端数処理の関係で合計が一致しない箇所がある。
※１ 旧姫路市域　　※２ 家島町域　　※３ 夢前町域　　※４ 香寺町域　　※５ 安富町域
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４．ごみ処理量予測 

ごみ処理量は令和 3年度と同様の処理（各施設での処理量割合や選別後の資源化量割合等）がなされることを仮定して予測します。 

なお、可燃ごみについては令和 3年度に「くれさかクリーンセンター」での焼却処理を終了したため、令和 4年度以降は市川美化センターで処理しています。 

ごみ処理量予測結果は以下のとおりです。 

 

表-6 焼却等処理量予測結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：t/年

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

市川※１ 62,448 60,985 59,707 55,560 50,961 55,140 65,781 65,761 65,505 65,351 65,169 65,097 64,814 64,649 64,485 64,418 64,136 ①：（(6)＋(31)）×45.1％

エコパ※２ 82,370 84,276 84,142 92,087 91,758 93,253 87,376 87,351 87,010 86,805 86,564 86,468 86,093 85,873 85,655 85,566 85,191 ②：（(6)＋(31)）×処理量割合（54.9％）※５

くれさか※３ 8,058 8,179 8,516 9,521 10,972 8,673 ③：R4年度以降なし（市川美化センターへ搬入）

にしはりま※４ 885 885 892 924 ④：R2年度以降なし

プラスチック複合製品類 溶融 2,110 2,224 2,445 2,582 2,893 2,728 2,341 2,343 2,332 2,332 2,325 2,325 2,312 2,306 2,304 2,303 2,290 ⑤：(23)

溶融 6,867 7,173 7,701 7,822 8,156 8,030 7,398 7,355 7,275 7,213 7,155 7,114 7,039 6,984 6,924 6,886 6,817 ⑥：(ﾎ)＋(ﾏ)＋(ﾐ)＋(ﾑ)＋(ﾒ)＋(ﾓ)＋(ﾕ)

焼却 1,203 1,375 1,051 1,228 1,490 1,067 1,345 1,340 1,331 1,322 1,315 1,309 1,300 1,293 1,284 1,281 1,272 ⑦：(ﾔ)＋(ﾖ)

溶融 1,730 1,664 1,436 131 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⑧：①×R3処理量割合（0.016％）

165,671 166,762 165,889 169,855 166,230 168,900 164,241 164,150 163,453 163,023 162,528 162,313 161,558 161,105 160,652 160,454 159,706 ⑨：①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧

72,594 71,425 70,166 67,233 63,423 64,880 67,126 67,101 66,836 66,673 66,484 66,406 66,114 65,942 65,769 65,699 65,408 ⑩：①＋③＋④＋⑦

93,078 95,337 95,724 102,622 102,807 104,020 97,115 97,049 96,617 96,350 96,044 95,907 95,444 95,163 94,883 94,755 94,298 ⑪：②＋⑤＋⑥＋⑧

165,671 166,762 165,889 169,855 166,230 168,900 164,241 164,150 163,453 163,023 162,528 162,313 161,558 161,105 160,652 160,454 159,706 ⑫：⑩＋⑪

焼却 5,427 5,194 4,891 4,835 4,538 4,522 4,678 4,677 4,658 4,647 4,634 4,628 4,608 4,596 4,584 4,579 4,559 ⑬：⑩×R3処理量割合（7.0％）

（内資源化） (202) (245) (273) (285) (156) (158) (164) (164) (163) (163) (162) (162) (161) (161) (160) (160) (160) ⑭：⑬×R3処理量割合（3.5％）

焼却 1,886 1,784 1,690 1,703 1,611 1,537 1,590 1,589 1,583 1,579 1,575 1,573 1,566 1,562 1,558 1,556 1,549 ⑮：⑩×R3処理量割合（2.4％）

溶融 4,523 4,743 5,033 5,305 4,975 4,696 4,384 4,381 4,362 4,350 4,336 4,330 4,309 4,296 4,284 4,278 4,257 ⑯：⑪×R3処理量割合（4.5％）

くれさか※３ 263 285 265 300 375 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⑰：③×R3処理量割合（3.5％）

溶融 9,414 8,962 8,427 8,063 8,024 8,583 8,013 8,008 7,972 7,950 7,925 7,914 7,875 7,852 7,829 7,819 7,781 ⑱：⑪×R3処理量割合（8.3％）

溶融 1,755 1,912 1,849 1,903 2,033 1,968 1,837 1,836 1,827 1,822 1,817 1,814 1,805 1,800 1,795 1,792 1,784 ⑲：⑪×R3処理量割合（1.9％）

くれさか※３ 23 21 19 26 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⑳：③×R3処理量割合（0.3％）

23,291 22,901 22,173 22,135 21,584 21,629 20,502 20,491 20,402 20,348 20,287 20,259 20,163 20,106 20,050 20,024 19,930 ㉑：⑬＋⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲＋⑳

主灰

合　計

残渣

焼却鉄

メタル

スラグ

焼却不燃

焼却灰

破砕・選別残渣処理量

可燃ごみ

焼却

溶融

合　計

合　計

内訳

飛灰

※１ 市川美化センター
※２ エコパークあぼし
※３ くれさかクリーンセンター
※４ にしはりまクリーンセンター
※５ 可燃ごみ搬入量に対して可燃ごみ処理量が多くなっている。これを考慮するために、H29～R3年度の実績をもとに、予測した可燃ごみ処理量に５％を上乗せし、この上乗せ分をエコパで処理することとする。

項目＼年度
実績値 予測値

備　考
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表-7 資源化処理量予測結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：t/年

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2,004 2,060 2,168 2,293 2,560 2,518 2,148 2,149 2,139 2,139 2,133 2,133 2,121 2,115 2,114 2,113 2,101 (ｱ)：(22)

2,849 2,791 2,777 2,815 2,994 2,989 2,775 2,738 2,706 2,663 2,636 2,617 2,564 2,538 2,512 2,474 2,441 (ｲ)：(7)

2,090 1,969 1,870 1,794 1,687 1,620 1,619 1,601 1,535 1,513 1,471 1,433 1,406 1,364 1,341 1,322 1,277 (ｳ)：(8)

456 448 435 442 481 432 424 405 403 402 401 382 380 379 378 378 375 (ｴ)：(9)

2,550 2,576 2,451 2,359 2,380 2,298 2,158 2,102 2,034 1,973 1,891 1,834 1,767 1,705 1,643 1,586 1,518 (ｵ)：(13)

345 349 356 369 383 388 366 366 365 364 363 363 361 360 359 359 357 (ｶ)：(14)

53 54 51 50 54 52 58 58 58 57 57 57 57 57 57 57 56 (ｷ)：(15)

104 104 106 106 116 111 116 116 115 115 115 115 114 114 113 113 113 (ｸ)：(16)

4,848 4,371 4,057 3,472 3,516 3,389 2,729 2,461 2,219 2,004 1,808 1,616 1,456 1,319 1,183 1,069 951 (ｹ)：(18)＋(19)＋(35)

2,266 2,256 2,170 2,251 2,588 2,549 2,293 2,276 2,227 2,204 2,179 2,160 2,130 2,105 2,081 2,062 2,031 (ｺ)：(26)

4,169 4,588 5,586 6,365 5,680 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 (ｻ)：(34)

1 1 54 52 54 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 (ｼ)：(17)

12 13 20 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 (ｽ)：(20)

5,979 6,223 6,517 7,037 8,139 6,717 6,478 6,435 6,377 6,312 6,259 6,217 6,157 6,106 6,040 6,015 5,955 (ｾ)：(24)＋(25)＋(27)＋(28)＋(32)＋(33)＋(36)＋(40)

27,726 27,803 28,616 29,422 30,652 28,050 26,152 25,695 25,166 24,734 24,301 23,915 23,501 23,150 22,809 22,536 22,163 (ｿ)：(ｱ)～(ｾ)の合計

2,223 2,195 2,179 2,261 2,375 2,322 2,155 2,126 2,102 2,068 2,047 2,032 1,991 1,971 1,951 1,921 1,896 (ﾀ)：(ｲ)×処理量割合（77.7％）

2,086 1,963 1,866 1,789 1,682 1,615 1,619 1,601 1,535 1,513 1,471 1,433 1,406 1,364 1,341 1,322 1,277 (ﾁ)：(ｳ)

449 449 427 432 473 429 424 405 403 402 401 382 380 379 378 378 375 (ﾂ)：(ｴ)

2,354 2,388 2,341 2,184 2,195 2,148 2,017 1,965 1,901 1,844 1,768 1,714 1,652 1,594 1,536 1,483 1,419 (ﾃ)：(ｵ)×処理量割合（93.4％）

311 305 316 329 336 347 327 327 327 326 325 325 323 322 321 321 319 (ﾄ)：(ｶ)×処理量割合（89.5％）

50 48 46 46 48 47 58 58 58 57 57 57 57 57 57 57 56 (ﾅ)：(ｷ)

102 88 116 105 115 116 116 116 115 115 115 115 114 114 113 113 113 (ﾆ)：(ｸ)

4,840 4,343 4,066 3,473 3,503 3,369 2,729 2,461 2,219 2,004 1,808 1,616 1,456 1,319 1,183 1,069 951 (ﾇ)：(ｹ)

811 790 742 782 988 842 755 749 733 725 717 711 701 693 685 679 668 (ﾈ)：(ｺ)×処理量割合（32.9％）

3,710 3,844 4,969 5,744 5,358 4,770 4,353 4,350 4,347 4,345 4,342 4,339 4,337 4,333 4,331 4,330 4,327 (ﾉ)：（(ｻ)＋(ｾ)×処理量割合（6.3％※４））－(ﾓ)－(ﾔ)

1 1 45 45 46 41 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 (ﾊ)：(ｼ)

12 13 20 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 (ﾋ)：(ｽ)

624 646 657 779 892 759 690 686 681 676 671 669 663 659 653 650 645 (ﾌ)：(ｱ)＋(ｾ)－(ｾ)×処理量割合（6.3％※４）－(ﾎ)－(ﾕ)－(ﾖ)－(ﾗ)

17,572 17,073 17,790 17,986 18,029 16,822 15,309 14,910 14,487 14,141 13,788 13,459 13,146 12,871 12,615 12,389 12,112 (ﾍ)：(ﾀ)～(ﾌ)の合計

溶融 1,428 1,521 1,476 1,556 1,894 2,232 1,578 1,571 1,559 1,547 1,536 1,529 1,515 1,505 1,493 1,488 1,475 (ﾎ)：（(ｱ)＋(ｾ)×処理量割合（93.7％※６））×処理量割合（19.2％※７）

溶融 626 597 598 554 619 668 620 612 604 595 589 585 573 567 561 553 545 (ﾏ)：(ｲ)×処理量割合（22.3％）

溶融 196 189 110 175 185 150 141 137 133 129 123 120 115 111 107 103 99 (ﾐ)：(ｵ)×処理量割合（6.5％）

溶融 34 44 39 41 47 41 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 (ﾑ)：(ｶ)×処理量割合（10.5％）

溶融 1,471 1,476 1,443 1,411 1,468 1,717 1,538 1,527 1,494 1,479 1,462 1,449 1,429 1,412 1,396 1,383 1,363 (ﾒ)：(ｺ)－(ﾈ)

溶融 615 1,022 1,100 976 793 380 722 722 721 720 720 720 719 719 718 718 717 (ﾓ)：（(ｻ)＋(ｾ)×処理量割合（6.3％※４））×処理量割合（13.5％※８）

焼却 219 275 309 339 475 224 257 257 257 256 256 256 256 256 255 255 255 (ﾔ)：（(ｻ)＋(ｾ)×処理量割合（6.3％※４））×処理量割合（4.8％※９）

溶融 2,497 2,325 2,936 3,110 3,151 2,844 2,760 2,747 2,726 2,705 2,687 2,673 2,650 2,632 2,611 2,603 2,580 (ﾕ)：（(ｱ)＋(ｾ)×処理量割合（93.7％※６））×処理量割合（33.6％※10）

焼却 984 1,100 742 889 1,015 843 1,088 1,083 1,074 1,066 1,059 1,053 1,044 1,037 1,029 1,026 1,017 (ﾖ)：（(ｱ)＋(ｾ)×処理量割合（93.7％※６））×処理量割合（13.2％※11）

埋立 1,899 2,059 1,888 2,014 2,155 2,233 2,100 2,090 2,073 2,058 2,043 2,033 2,016 2,002 1,986 1,980 1,962 (ﾗ)：（(ｱ)＋(ｾ)×処理量割合（93.7％※６））×処理量割合（25.6％※12）

9,969 10,607 10,640 11,065 11,801 11,331 10,843 10,785 10,679 10,593 10,513 10,456 10,355 10,279 10,194 10,147 10,051 (ﾘ)：(ﾎ)～(ﾗ)の合計

プラスチック製容器包装

古紙類

小型家電

蛍光灯

剪定枝類

ふとん・ジュータン類

プラスチック製容器包装

木製品類

乾電池

紙パック

ペットボトル

空ビン類

空カン類

ミックスペーパー

搬入

合　計

その他※１

プラスチック製容器包装

合　計

古繊維

古紙類

乾電池
資源化

その他※３

小型家電

蛍光灯

剪定枝類※２

紙パック

ペットボトル

空ビン類

備　考項目＼年度

残渣

合　計

その他

剪定枝類

ふとん・ジュータン類

ペットボトル

空ビン

木製品類

空カン類

ミックスペーパー

実績値 予測値

※１ 家庭系粗大ごみ（金属複合製品類、ガラス・陶磁器類、大型ごみ等、不燃ごみ）、事業系ごみ（大型ごみ、不燃ごみ、資源ごみ（その他））及び災害ごみ
※２ 搬入された剪定枝類及び※１に含まれる資源化可能な剪定枝類
※３ 搬入された木製品類及び※１に含まれる資源化可能な布類、古紙類、金属類等
※４ ※１の内、剪定枝類として資源化処理する割合
※５ 搬入された剪定枝類及び剪定枝類として資源化処理する※１の内、資源化される割合
※６ ※１の内、剪定枝類として資源化処理しない割合
※７ 搬入された木製品類及び資源化処理する剪定枝類を除いた※１の内、溶融処理する割合
※８ 搬入された剪定枝類及び剪定枝類として資源化処理する※１の内、溶融処理する割合
※９ 搬入された剪定枝類及び剪定枝類として資源化処理する※１の内、焼却処理する割合
※10 搬入された木製品類及び剪定枝類として資源化処理しない※１の内、溶融処理する割合
※11 搬入された木製品類及び剪定枝類として資源化処理しない※１の内、焼却処理する割合
※12 搬入された木製品類及び剪定枝類として資源化処理しない※１の内、埋立処理する割合
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表-8 許可業者資源化量及び店頭回収量予測結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-9 最終処分量予測結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2,024 1,805 2,050 1,414 869 1,154 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 (a)：(41)

1,218 954 209 649 279 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 (b)：(42)

1,038 782 1,180 845 665 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 (c)：(43)

10,166 10,097 10,169 11,727 11,344 10,890 10,488 10,483 10,440 10,413 10,383 10,369 10,322 10,293 10,266 10,253 10,205 (d)：⑬－⑧－⑭＋⑮＋⑯＋⑰

1,899 2,059 1,888 2,014 2,155 2,233 2,100 2,090 2,073 2,058 2,043 2,033 2,016 2,002 1,986 1,980 1,962 (e)：(ﾗ)

16,346 15,696 15,497 16,649 15,313 16,117 16,182 16,167 16,107 16,065 16,020 15,996 15,932 15,889 15,846 15,827 15,761 (f)：(a)＋(b)＋(c)＋(d)＋(e)

14,774 14,353 14,353 15,573 14,436 14,877 14,938 14,924 14,869 14,830 14,788 14,766 14,707 14,667 14,628 14,610 14,549 (g)：(f)×R3処理量割合（92.3％）

資源化 1,546 1,353 1,144 1,166 873 1,239 1,244 1,243 1,238 1,235 1,232 1,230 1,225 1,222 1,218 1,217 1,212 (h)：(f)×R3処理量割合（7.7％）

16,320 15,706 15,496 16,739 15,309 16,117 16,182 16,167 16,107 16,065 16,020 15,996 15,932 15,889 15,846 15,827 15,761 (i)：(g)＋(h)

実績値 予測値
項目＼年度

合　計

処分

まち美化土砂

埋立

覆土

搬入

合　計

破砕残渣

焼却残渣

災害/一般持込

市土砂等

備　考

単位：t/年

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

9,392 14,862 8,725 6,548 5,853 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 (A)：(45)

1,701 1,519 1,626 1,591 1,563 2,160 2,160 2,160 2,169 2,259 2,350 2,442 2,534 2,627 2,722 2,816 2,912 (B)：(46)

11,093 16,381 10,351 8,139 7,416 8,316 8,315 8,315 8,324 8,414 8,505 8,597 8,689 8,782 8,877 8,971 9,067 (C)：(A)＋(B)

9,257 8,474 8,523 6,422 5,775 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 (D)：(A)×処理量割合（96.1％）

1,701 1,519 1,626 1,591 1,563 2,160 2,160 2,160 2,169 2,259 2,350 2,442 2,534 2,627 2,722 2,816 2,912 (E)：(B)

10,958 9,993 10,149 8,013 7,339 8,078 8,077 8,077 8,086 8,176 8,267 8,359 8,451 8,544 8,639 8,733 8,829 (F)：(D)＋(E)

実績値 予測値
備　考項目＼年度

合　計

合　計

資源化

回収

店頭回収

許可業者による資源化

店頭回収

許可業者による資源化
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資料２ ごみの減量目標設定の考え方 

 

１．家庭系可燃ごみ 

（１）食品ロスの削減（減量化） 

家庭系可燃ごみに含まれる未開封・未利用食品について、「食品ロスの削減」を推進する

ことで、令和 3 年度を基準として目標年度の令和 14 年度までに約 25％削減することを本

計画の目標とします。 

  

 

※ 可燃ごみに含まれる未開封・未利用食品の重量については、平成 29年度のごみ質調査結果から算出 

 

（２）分別の徹底（資源化） 

家庭系可燃ごみに含まれる資源物について、「分別の徹底」を図ることで、令和３年度を

基準として目標年度の令和 14年度までに約 25％削減することを本計画の目標とします。 

  

 

※ 可燃ごみに含まれる各資源物の重量については、平成 29年度のごみ質調査結果から算出 

 

（３）家庭系可燃ごみ全体 

 

    

 

 

令和３年度（基準） 

2,457 t/年 

令和 14年度（予測） 

2,370 t/年 

令和 14年度（目標） 

1,843t/年 

 
から、約 25%削減 

 
施策による効果 

▲ 527t/年 

  

 

令和３年度（基準） 

15,187 t/年 

令和 14年度（予測） 

14,648 t/年 

令和 14年度（目標） 

11,391 t/年 

令和３  
から、約 25%削減 

 
施策による効果 

▲ 3,257 t/年 

  

 

令和３年度（基準） 

87,130 t/年 

令和 14年度（予測） 

84,050 t/年 

令和 14年度（目標） 

80,266 t/年 

令和３  
から、約 8%削減 

 
施策による効果 

▲ 3,784 t/年 
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２．事業系可燃ごみ 

事業系可燃ごみに含まれる、紙類及び厨芥類の含有量を、令和 3年度を基準として目標

年度の令和 14年度までに約 10％削減することを目標とします。 

 

（１）紙ごみの削減（減量化） 

 

  

 

 

（２）食品ロスの削減（減量化） 

 

  

 

 

（３）事業系可燃ごみ全体 

 

  

 

     

※ 事業系ごみに含まれる紙類、厨芥類の重量については、「平成 28年度 廃棄物の広域移動対策検討調査及び
廃棄物等循環利用量実態調査報告書」（環境省）に掲載の割合（紙類：34.75％、厨芥類：33.56％）を本市の

事業系ごみに適用して算出 

  

 

令和３  

 

 

 

 

 

令和３年度（基準） 
 

 
 

 

  

 

令和３年度（基準） 

18,689 t/年 

4年度（予測） 

19,521 t/年 

4年度（目標） 

16,820 t/年 

令和３  
から、約 10%削減 

 
 

▲ 2,701 t/年 

  

 

令和３年度（基準） 

55,690 t/年 

4年度（予測） 

58,166 t/年 

4年度（目標） 

52,669 t/年 

令和３  
から、約 5%削減 

 
施策による効果 

▲ 5,497 t/年 
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３．ごみ排出量目標 

ごみ排出量の目標推移は次のとおりです。 

 

 

表-10 減量化による効果（家庭系可燃ごみ） 

 

 

 

 

 

 

 

表-11 減量化による効果（事業系可燃ごみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-12 資源化による効果（家庭系可燃ごみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：t/年

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 備　考

49 107 150 199 246 300 340 388 436 489 527 (Ⅰ)：予測値からの減量化量

項目＼年度

「食品ロスの削減」による減量化量

単位：t/年

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 備　考

79 172 241 319 395 482 547 623 700 786 847 (Ⅴ)：予測値からの移行量

57 124 173 230 285 347 394 449 505 567 615 (Ⅵ)：予測値からの移行量

23 51 72 95 118 144 163 186 209 235 255 (Ⅶ)：予測値からの移行量

21 46 64 85 105 128 146 166 187 210 222 (Ⅷ)：予測値からの移行量

85 186 260 345 426 519 589 672 754 847 916 (Ⅸ)：予測値からの移行量

38 82 115 153 189 231 262 298 335 376 402 (Ⅹ)：予測値からの移行量

303 661 925 1,227 1,518 1,851 2,101 2,394 2,690 3,021 3,257 (Ⅺ)：(Ⅴ)～(Ⅹ)の合計

「分別の徹底」による移行量

プラスチック製容器包装

ミックスペーパー

ペットボトル

紙パック

古紙類

ふとん・ジュータン類

項目＼年度

合　計

単位：t/年

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 備　考

1,319 1,457 1,598 1,742 1,887 2,035 2,185 2,336 2,488 2,642 2,796 (Ⅱ)：予測値からの減量化量

1,274 1,407 1,544 1,682 1,823 1,966 2,110 2,256 2,403 2,552 2,701 (Ⅲ)：予測値からの減量化量

2,593 2,864 3,142 3,424 3,710 4,001 4,295 4,592 4,891 5,194 5,497 (Ⅳ)：(Ⅱ)＋(Ⅲ)

項目＼年度

「紙ごみの削減」による減量化量

「食品ロスの削減」による減量化量

合　計
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表-13 ごみ排出量及びごみ総発生量の目標推移（市全域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：t/年

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

旧姫路※１ 492,150 491,614 491,057 490,728 490,279 490,243 489,706 489,054 487,756 485,336 482,265 481,309 480,353 480,359 479,027 477,694 476,362 475,029 474,656 473,203 471,749 (1)：旧姫路市域の人口予測結果

家島※２ 6,439 6,152 5,954 5,711 5,446 5,124 4,975 4,797 4,623 4,432 4,434 4,426 4,417 4,148 4,136 4,125 4,113 4,102 3,888 3,876 3,864 (2)：家島町域の人口予測結果

夢前※３、香寺※４ 39,751 39,415 39,022 38,624 38,022 36,975 36,502 35,880 35,449 34,993 36,416 36,344 36,272 35,635 35,536 35,437 35,338 35,239 34,515 34,409 34,304 (3)：夢前町域・香寺町域の人口予測結果

安富※５ 5,526 5,422 5,356 5,282 5,213 5,067 5,009 4,917 4,809 4,689 4,818 4,808 4,799 4,653 4,640 4,627 4,614 4,601 4,457 4,443 4,429 (4)：安富町域の人口予測結果

合　計 543,866 542,603 541,389 540,345 538,960 537,409 536,192 534,648 532,637 529,450 527,933 526,887 525,841 524,795 523,339 521,883 520,427 518,971 517,516 515,931 514,346 (5)：(1)＋(2)＋(3)＋(4)

91,829 91,532 91,885 91,045 89,486 89,006 87,934 88,795 88,562 87,130 86,533 86,182 85,408 84,808 84,153 83,686 82,846 82,210 81,570 81,100 80,266 (6)：予測値－(Ⅰ)－(Ⅺ)

3,322 3,232 3,060 2,968 2,849 2,791 2,777 2,815 2,994 2,989 2,854 2,910 2,947 2,982 3,031 3,099 3,111 3,161 3,212 3,260 3,288 (7)：予測値＋(Ⅴ)

2,764 2,597 2,417 2,270 2,090 1,969 1,870 1,794 1,687 1,620 1,676 1,725 1,708 1,743 1,756 1,780 1,800 1,813 1,846 1,889 1,892 (8)：予測値＋(Ⅵ)

601 562 500 478 456 448 435 442 481 432 424 405 403 402 401 382 380 379 378 378 375 (9)：予測値

無色 1,549 1,509 1,422 1,376 1,303 1,312 1,240 1,169 1,186 1,129 1,060 1,033 999 969 929 901 868 837 807 779 746 (10)：予測値

茶色 978 943 877 852 839 835 784 766 730 727 683 665 644 624 598 580 559 540 520 502 480 (11)：予測値

その他 394 397 407 409 408 429 426 425 464 442 415 404 391 380 364 353 340 328 316 305 292 (12)：予測値

小　計 2,921 2,849 2,705 2,637 2,550 2,576 2,451 2,359 2,380 2,298 2,158 2,102 2,034 1,973 1,891 1,834 1,767 1,705 1,643 1,586 1,518 (13)：予測値

390 388 361 350 345 349 356 369 383 388 389 417 437 459 481 507 524 546 568 594 612 (14)：予測値＋(Ⅶ)

66 63 59 55 53 54 51 50 54 52 79 104 122 142 162 185 203 223 244 267 278 (15)：予測値＋(Ⅷ)

108 106 105 104 104 104 106 106 116 111 116 116 115 115 115 115 114 114 113 113 113 (16)：予測値

0 0 0 1 1 1 54 52 54 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 (17)：予測値

ST回収 1,761 1,636 1,379 1,197 1,072 998 907 3,460 3,504 3,377 2,802 2,635 2,467 2,337 2,222 2,123 2,033 1,979 1,925 1,904 1,855 (18)：予測値＋(Ⅸ)（古紙類合計として予測）

集団回収 6,504 5,651 5,053 4,491 3,764 3,361 3,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (19)：H29年度から奨励金等廃止し、ST回収として収集

0 0 11 12 12 13 20 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 (20)：予測値

18,438 17,083 15,650 14,563 13,295 12,663 12,164 11,465 11,673 11,332 10,564 10,480 10,299 10,219 10,125 10,091 9,998 9,986 9,995 10,057 9,997 (21)：(7)＋(8)＋(9)＋(13)＋(14)＋(15)＋(16)＋(17)＋(18)＋(19)＋(20)

木製品類 旧姫路 2,094 2,080 1,982 2,059 2,004 2,060 2,168 2,293 2,560 2,518 2,148 2,149 2,139 2,139 2,133 2,133 2,121 2,115 2,114 2,113 2,101 (22)：予測値

プラスチック複合製品類 旧姫路 2,312 2,167 2,079 2,161 2,110 2,224 2,445 2,582 2,893 2,728 2,342 2,345 2,334 2,334 2,328 2,328 2,315 2,309 2,308 2,308 2,290 (23)：予測値

金属複合製品類 旧姫路 625 651 503 500 492 527 638 772 963 767 634 634 631 631 629 629 626 624 624 623 620 (24)：予測値

ガラス・陶磁器類 旧姫路 1,667 1,641 1,573 1,519 1,449 1,404 1,443 1,439 1,593 1,432 1,391 1,374 1,350 1,333 1,311 1,294 1,269 1,248 1,230 1,230 1,205 (25)：予測値

ふとん・ジュータン類 旧姫路、夢前、香寺、安富 2,700 2,682 2,504 2,358 2,266 2,256 2,170 2,251 2,588 2,549 2,331 2,358 2,342 2,357 2,368 2,391 2,392 2,403 2,416 2,438 2,433 (26)：予測値＋(Ⅹ)

大型ごみ等 家島、夢前、香寺、安富 715 676 581 568 544 557 571 609 657 560 575 576 573 560 558 558 555 553 540 540 536 (27)：予測値

不燃ごみ 夢前、香寺、安富 267 297 428 472 475 518 529 535 660 577 467 467 465 456 455 455 452 451 441 441 438 (28)：予測値

10,379 10,193 9,650 9,637 9,340 9,547 9,964 10,482 11,914 11,131 9,888 9,903 9,834 9,810 9,782 9,788 9,730 9,703 9,673 9,693 9,623 (29)：(22)＋(23)＋(24)＋(25)＋(26)＋(27)＋(28)

120,646 118,808 117,184 115,244 112,121 111,217 110,061 110,742 112,148 109,593 106,985 106,565 105,541 104,837 104,060 103,565 102,574 101,899 101,238 100,850 99,886 (30)：(6)＋(21)＋(29)

60,601 61,775 59,545 60,495 61,348 61,815 62,087 62,669 54,904 55,690 55,415 55,140 54,865 54,590 54,315 54,040 53,765 53,490 53,215 52,940 52,669 (31)：予測値－(Ⅳ)

3,465 4,443 3,113 2,745 2,695 3,082 3,200 3,415 3,665 3,061 2,940 2,819 2,698 2,577 2,456 2,335 2,214 2,093 1,972 1,851 1,730 (32)：H24排出量を半減

97 91 87 107 91 52 35 19 37 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 (33)：予測値

2,670 2,713 3,872 4,148 4,169 4,588 5,586 6,365 5,680 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 (34)：予測値

ダンボール 家島 14 17 17 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 (35)：予測値

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (36)：予測値

17 17 17 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 (37)：(35)＋(36)

66,850 69,040 66,634 67,508 68,315 69,549 70,919 72,480 64,299 63,717 63,321 62,925 62,529 62,133 61,737 61,341 60,945 60,549 60,153 59,757 59,365 (38)：(31)＋(32)＋(33)＋(34)＋(37)

187 ,496 187 ,848 183 ,818 182 ,752 180 ,436 180 ,766 180 ,980 183 ,222 176 ,447 173 ,310 170 ,306 169 ,490 168 ,070 166 ,970 165 ,797 164 ,906 163 ,519 162 ,448 161 ,391 160 ,607 159 ,251 (39 )： (30)＋(38)

568 265 141 227 234 83 101 247 564 288 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 (40)：予測値

2,472 2,161 1,813 1,785 2,024 1,805 2,050 1,414 869 1,154 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 (41)：予測値

1,187 1,435 6,009 626 1,218 954 209 649 279 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 (42)：予測値

2,019 1,347 1,110 1,639 1,038 782 1,180 845 665 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 (43)：予測値

5,678 4,944 8,932 4,050 4,280 3,541 3,440 2,908 1,814 2,994 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 (44)：(41)＋(42)＋(43)

12,778 10,961 11,251 9,044 9,392 14,862 8,725 6,548 5,853 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 (45)：予測値

1,153 1,126 1,309 1,496 1,701 1,519 1,626 1,591 1,563 2,160 2,160 2,160 2,169 2,259 2,350 2,442 2,534 2,627 2,722 2,816 2,912 (46)：予測値

13,931 12,087 12,561 10,541 11,093 16,381 10,351 8,139 7,416 8,316 8,315 8,315 8,324 8,414 8,505 8,597 8,689 8,782 8,877 8,971 9,067 (47)：(45)＋(46)

207 ,673 205 ,144 205 ,452 197 ,570 196 ,043 200 ,770 194 ,872 194 ,516 186 ,241 184 ,907 182 ,486 181 ,670 180 ,259 179 ,249 178 ,167 177 ,368 176 ,073 175 ,095 174 ,133 173 ,443 172 ,184 (48 )： (39)＋(40)＋(44)＋(47)

その他

小　計

合　計

粗大ごみ

小　計

資源ごみ

備　考

ごみ総発生量

まち美化土砂等

まち美化土砂

市土砂等

災害/一般持込

項目＼年度

事
業
系
ご
み

可燃ごみ

空ビン類

人　口

家
庭
系
ご
み

小　計

不燃ごみ

剪定枝類

大型ごみ

可燃ごみ

乾電池

小型家電

実績値

合　計

ペットボトル

紙パック

蛍光灯

資源物

プラスチック製容器包装

古紙類

ミックスペーパー

空カン類

ごみ排出量

小　計

事業系資源物

許可業者による資源物収集

店頭回収

小　計

災害ごみ等

※ 端数処理の関係で合計が一致しない箇所がある。
※１ 旧姫路市域　　※２ 家島町域　　※３ 夢前町域　　※４ 香寺町域　　※５ 安富町域

目標値
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４．ごみ処理量目標 

ごみ処理量の目標推移は次のとおりです。 

 

表-14 焼却等処理量目標推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：t/年

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

市川※１ 62,448 60,985 59,707 55,560 50,961 55,140 64,015 63,732 63,259 62,865 62,445 62,111 61,608 61,197 60,784 60,448 59,950 ①：（(6)＋(31)）×45.1％

エコパ※２ 82,370 84,276 84,142 92,087 91,758 93,253 85,030 84,655 84,027 83,503 82,946 82,501 81,833 81,288 80,740 80,293 79,632 ②：（(6)＋(31)）×処理量割合（54.9％）※５

くれさか※３ 8,058 8,179 8,516 9,521 10,972 8,673 ③：R2年度より処理なし

にしはりま※４ 885 885 892 924 ④：R2年度より処理なし

プラスチック複合製品類 溶融 2,110 2,224 2,445 2,582 2,893 2,728 2,342 2,345 2,334 2,334 2,328 2,328 2,315 2,309 2,308 2,308 2,290 ⑤：(23)

溶融 6,867 7,173 7,701 7,822 8,156 8,030 7,360 7,321 7,235 7,170 7,108 7,067 6,984 6,923 6,860 6,822 6,737 ⑥：(ﾎ)＋(ﾏ)＋(ﾐ)＋(ﾑ)＋(ﾒ)＋(ﾓ)＋(ﾕ)

焼却 1,203 1,375 1,051 1,228 1,490 1,067 1,323 1,306 1,285 1,265 1,245 1,228 1,207 1,187 1,167 1,150 1,130 ⑦：(ﾔ)＋(ﾖ)

溶融 1,730 1,664 1,436 131 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⑧：①はフェニックスへ

165,671 166,762 165,889 169,855 166,230 168,900 160,070 159,359 158,140 157,137 156,072 155,235 153,947 152,904 151,859 151,021 149,739 ⑨：①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧

72,594 71,425 70,166 67,233 63,423 64,880 65,338 65,038 64,544 64,130 63,690 63,339 62,815 62,384 61,951 61,598 61,080 ⑩：①＋③＋④＋⑦

93,078 95,337 95,724 102,622 102,807 104,020 94,732 94,321 93,596 93,007 92,382 91,896 91,132 90,520 89,908 89,423 88,659 ⑪：②＋⑤＋⑥＋⑧

165,671 166,762 165,889 169,855 166,230 168,900 160,070 159,359 158,140 157,137 156,072 155,235 153,947 152,904 151,859 151,021 149,739 ⑫：⑩＋⑪

焼却 5,427 5,194 4,891 4,835 4,538 4,522 4,554 4,533 4,498 4,470 4,439 4,414 4,378 4,348 4,318 4,293 4,257 ⑬：⑩×処理量割合（7.0％）

（内資源化） (202) (245) (273) (285) (156) (158) (159) (159) (157) (156) (155) (154) (153) (152) (151) (150) (149) ⑭：⑬×資源化割合（3.5％）

焼却 1,886 1,784 1,690 1,703 1,611 1,537 1,548 1,540 1,529 1,519 1,509 1,500 1,488 1,478 1,467 1,459 1,447 ⑮：⑩×処理量割合（2.4％）

溶融 4,523 4,743 5,033 5,305 4,975 4,696 4,277 4,258 4,226 4,199 4,171 4,149 4,114 4,087 4,059 4,037 4,003 ⑯：⑪×処理量割合（4.5％）

くれさか※３ 263 285 265 300 375 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⑰：R4からくれさかでの焼却処理なし

溶融 9,414 8,962 8,427 8,063 8,024 8,583 7,817 7,783 7,723 7,674 7,623 7,583 7,520 7,469 7,419 7,379 7,316 ⑱：⑪×処理量割合（8.3％）

溶融 1,755 1,912 1,849 1,903 2,033 1,968 1,792 1,784 1,770 1,759 1,747 1,738 1,724 1,712 1,701 1,691 1,677 ⑲：⑪×処理量割合（1.9％）

くれさか※３ 23 21 19 26 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⑳：R4からくれさかでの焼却処理なし

23,291 22,901 22,173 22,135 21,584 21,629 19,988 19,898 19,746 19,621 19,489 19,384 19,224 19,094 18,964 18,859 18,700 ㉑：⑬＋⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲＋⑳

実績値 目標値
備　考項目＼年度

処理量

可燃ごみ

破砕・選別残渣

焼却灰

合　計

内訳

焼却

溶融

合　計

メタル

焼却鉄

合　計

飛灰

残渣

主灰

焼却不燃

スラグ

※１ 市川美化センター
※２ エコパークあぼし
※３ くれさかクリーンセンター
※４ にしはりまクリーンセンター
※５ 可燃ごみ搬入量に対して可燃ごみ処理量が多くなっている。これを考慮するために、H29～R3年度の実績をもとに、予測した可燃ごみ処理量に５％を上乗せし、この上乗せ分をエコパで処理することとする。
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表-15 資源化処理量目標推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：t/年

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2,004 2,060 2,168 2,293 2,560 2,518 2,148 2,149 2,139 2,139 2,133 2,133 2,121 2,115 2,114 2,113 2,101 (ｱ)：(22)

2,849 2,791 2,777 2,815 2,994 2,989 2,854 2,910 2,947 2,982 3,031 3,099 3,111 3,161 3,212 3,260 3,288 (ｲ)：(7)

2,090 1,969 1,870 1,794 1,687 1,620 1,676 1,725 1,708 1,743 1,756 1,780 1,800 1,813 1,846 1,889 1,892 (ｳ)：(8)

456 448 435 442 481 432 424 405 403 402 401 382 380 379 378 378 375 (ｴ)：(9)

2,550 2,576 2,451 2,359 2,380 2,298 2,158 2,102 2,034 1,973 1,891 1,834 1,767 1,705 1,643 1,586 1,518 (ｵ)：(13)

345 349 356 369 383 388 389 417 437 459 481 507 524 546 568 594 612 (ｶ)：(14)

53 54 51 50 54 52 79 104 122 142 162 185 203 223 244 267 278 (ｷ)：(15)

104 104 106 106 116 111 116 116 115 115 115 115 114 114 113 113 113 (ｸ)：(16)

4,848 4,371 4,057 3,472 3,516 3,389 2,814 2,647 2,479 2,349 2,234 2,135 2,045 1,991 1,937 1,916 1,867 (ｹ)：(18)＋(19)＋(35)

2,266 2,256 2,170 2,251 2,588 2,549 2,331 2,358 2,342 2,357 2,368 2,391 2,392 2,403 2,416 2,438 2,433 (ｺ)：(26)

4,169 4,588 5,586 6,365 5,680 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 4,922 (ｻ)：(34)

1 1 54 52 54 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 (ｼ)：(17)

12 13 20 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 (ｽ)：(20)

5,979 6,223 6,517 7,037 8,139 6,717 6,311 6,174 6,021 5,861 5,713 5,575 5,420 5,273 5,111 4,989 4,833 (ｾ)：(24)＋(25)＋(27)＋(28)＋(32)＋(33)＋(36)＋(40)

27,726 27,803 28,616 29,422 30,652 28,050 26,288 26,095 25,735 25,510 25,273 25,124 24,865 24,711 24,570 24,531 24,298 (ｿ)：(ｱ)～(ｾ)の合計

2,223 2,195 2,179 2,261 2,375 2,322 2,217 2,260 2,289 2,316 2,354 2,407 2,416 2,455 2,495 2,532 2,554 (ﾀ)：(ｲ)×処理量割合（77.7％）

2,086 1,963 1,866 1,789 1,682 1,615 1,676 1,725 1,708 1,743 1,756 1,780 1,800 1,813 1,846 1,889 1,892 (ﾁ)：(ｳ)

449 449 427 432 473 429 424 405 403 402 401 382 380 379 378 378 375 (ﾂ)：(ｴ)

2,354 2,388 2,341 2,184 2,195 2,148 2,017 1,965 1,901 1,844 1,768 1,714 1,652 1,594 1,536 1,483 1,419 (ﾃ)：(ｵ)×処理量割合（93.5％）

311 305 316 329 336 347 348 373 391 411 430 454 469 489 508 532 548 (ﾄ)：(ｶ)×処理量割合（89.5％）

50 48 46 46 48 47 79 104 122 142 162 185 203 223 244 267 278 (ﾅ)：(ｷ)

102 88 116 105 115 116 116 116 115 115 115 115 114 114 113 113 113 (ﾆ)：(ｸ)

4,840 4,343 4,066 3,473 3,503 3,369 2,814 2,647 2,479 2,349 2,234 2,135 2,045 1,991 1,937 1,916 1,867 (ﾇ)：(ｹ)

811 790 742 782 988 842 767 776 771 776 779 787 787 791 795 802 801 (ﾈ)：(ｺ)×処理量割合（32.9％）

3,710 3,844 4,969 5,744 5,358 4,770 4,345 4,338 4,330 4,321 4,314 4,307 4,298 4,291 4,282 4,277 4,268 (ﾉ)：（(ｻ)＋(ｾ)×処理量割合（6.3％※４））－(ﾓ)－(ﾔ)

1 1 45 45 46 41 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 (ﾊ)：(ｼ)

12 13 20 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 (ﾋ)：(ｽ)

624 646 657 779 892 759 676 666 652 640 628 618 605 592 579 570 556 (ﾌ)：(ｱ)＋(ｾ)－(ｾ)×処理量割合（6.3％※４）－(ﾎ)－(ﾕ)－(ﾖ)－(ﾗ)

17,572 17,073 17,790 17,986 18,029 16,822 15,545 15,441 15,227 15,125 15,007 14,950 14,835 14,798 14,779 14,825 14,737 (ﾍ)：(ﾀ)～(ﾌ)の合計

溶融 1,428 1,521 1,476 1,556 1,894 2,232 1,549 1,524 1,495 1,466 1,438 1,413 1,383 1,355 1,326 1,304 1,273 (ﾎ)：（(ｱ)＋(ｾ)×処理量割合（93.7％※５））×処理量割合（19.2％※７）

溶融 626 597 598 554 619 668 637 650 658 666 677 692 695 706 717 728 734 (ﾏ)：(ｲ)×処理量割合（22.3％）

溶融 196 189 110 175 185 150 141 137 133 129 123 120 115 111 107 103 99 (ﾐ)：(ｵ)×処理量割合（6.5％）

溶融 34 44 39 41 47 41 41 44 46 48 51 53 55 57 60 62 64 (ﾑ)：(ｶ)×処理量割合（10.5％）

溶融 1,471 1,476 1,443 1,411 1,468 1,717 1,564 1,582 1,571 1,581 1,589 1,604 1,605 1,612 1,621 1,636 1,632 (ﾒ)：(ｺ)-(ﾈ)

溶融 615 1,022 1,100 976 793 380 720 719 718 717 715 714 713 712 710 709 708 (ﾓ)：（(ｻ)＋(ｾ)×処理量割合（6.3％※４））×処理量割合（13.5％※８）

焼却 219 275 309 339 475 224 256 256 255 255 254 254 254 253 253 252 252 (ﾔ)：（(ｻ)＋(ｾ)×処理量割合（6.3％※４））×処理量割合（4.8％※９）

溶融 2,497 2,325 2,936 3,110 3,151 2,844 2,708 2,665 2,614 2,563 2,515 2,471 2,418 2,370 2,319 2,280 2,227 (ﾕ)：（(ｱ)＋(ｾ)×処理量割合（93.7％※５））×処理量割合（33.6％※10）

焼却 984 1,100 742 889 1,015 843 1,067 1,050 1,030 1,010 991 974 953 934 914 898 878 (ﾖ)：（(ｱ)＋(ｾ)×処理量割合（93.7％※５））×処理量割合（13.2％※11）

埋立 1,899 2,059 1,888 2,014 2,155 2,233 2,060 2,027 1,988 1,950 1,913 1,879 1,839 1,803 1,764 1,734 1,694 (ﾗ)：（(ｱ)＋(ｾ)×処理量割合（93.7％※５））×処理量割合（25.6％※12）

9,969 10,607 10,640 11,065 11,801 11,331 10,743 10,654 10,508 10,385 10,266 10,174 10,030 9,913 9,791 9,706 9,561 (ﾘ)：(ﾎ)～(ﾗ)の合計

実績値 目標値

※１ 家庭系粗大ごみ（金属複合製品類、ガラス・陶磁器類、大型ごみ等、不燃ごみ）、事業系ごみ（大型ごみ、不燃ごみ、資源ごみ（その他））及び災害ごみ
※２ 搬入された剪定枝類及び※１に含まれる資源化可能な剪定枝類
※３ 搬入された木製品類及び※１に含まれる資源化可能な布類、古紙類、金属類等
※４ ※１の内、剪定枝類として資源化処理する割合
※５ ※１の内、剪定枝類として資源化処理しない割合
※６ 搬入された木製品類及び資源化処理する剪定枝類を除いた※１の内、資源化される割合
※７ 搬入された木製品類及び資源化処理する剪定枝類を除いた※１の内、溶融処理する割合
※８ 搬入された剪定枝類及び剪定枝類として資源化処理する※１の内、溶融処理する割合
※９ 搬入された剪定枝類及び剪定枝類として資源化処理する※１の内、焼却処理する割合
※10 搬入された木製品類及び剪定枝類として資源化処理しない※１の内、溶融処理する割合
※11 搬入された木製品類及び剪定枝類として資源化処理しない※１の内、焼却処理する割合
※12 搬入された木製品類及び剪定枝類として資源化処理しない※１の内、埋立処理する割合

備　考

乾電池

古紙類

ふとん・ジュータン類

剪定枝類

蛍光灯

小型家電

項目＼年度

搬入

木製品類

プラスチック製容器包装

ミックスペーパー

空カン類

空ビン類

ペットボトル

紙パック

古紙類

古繊維

剪定枝類※２

蛍光灯

小型家電

その他※３

その他※１

合　計

資源化

プラスチック製容器包装

ミックスペーパー

空カン類

空ビン類

ペットボトル

紙パック

乾電池

合　計

残渣

木製品類

プラスチック製容器包装

空ビン

ペットボトル

ふとん・ジュータン類

剪定枝類

その他

合　計
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表-16 許可業者資源化量及び店頭回収量目標推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-17 最終処分量目標推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-18 目標設定項目の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：t/年

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2,024 1,805 2,050 1,414 869 1,154 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 (a)：(41)

1,218 954 209 649 279 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 (b)：(42)

1,038 782 1,180 845 665 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 (c)：(43)

10,166 10,097 10,169 11,727 11,344 10,890 10,220 10,172 10,096 10,032 9,964 9,909 9,827 9,761 9,693 9,639 9,558 (d)：⑬－⑧－⑭＋⑮＋⑯＋⑰

1,899 2,059 1,888 2,014 2,155 2,233 2,060 2,027 1,988 1,950 1,913 1,879 1,839 1,803 1,764 1,734 1,694 (e)：(ﾗ)

16,346 15,696 15,497 16,649 15,313 16,117 15,874 15,793 15,678 15,576 15,471 15,382 15,260 15,158 15,051 14,967 14,846 (f)：(a)＋(b)＋(c)＋(d)＋(e)

14,774 14,353 14,353 15,573 14,436 14,877 14,654 14,579 14,473 14,378 14,282 14,199 14,087 13,993 13,894 13,816 13,705 (g)：(f)×処理量割合（92.3％）

資源化 1,546 1,353 1,144 1,166 873 1,239 1,220 1,214 1,205 1,198 1,189 1,183 1,173 1,165 1,157 1,151 1,141 (h)：(f)×処理量割合（7.7％）

16,320 15,706 15,496 16,739 15,309 16,117 15,874 15,793 15,678 15,576 15,471 15,382 15,260 15,158 15,051 14,967 14,846 (i)：(g)＋(h)

処分

埋立

覆土

合　計

搬入

まち美化土砂

市土砂等

災害/一般持込

焼却残渣

破砕残渣

合　計

項目＼年度
実績値 目標値

備　考

単位：t/年

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

9,392 14,862 8,725 6,548 5,853 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 6,155 (A)：(45)

1,701 1,519 1,626 1,591 1,563 2,160 2,160 2,160 2,169 2,259 2,350 2,442 2,534 2,627 2,722 2,816 2,912 (B)：(46)

11,093 16,381 10,351 8,139 7,416 8,316 8,315 8,315 8,324 8,414 8,505 8,597 8,689 8,782 8,877 8,971 9,067 (C)：(A)＋(B)

9,257 8,474 8,523 6,422 5,775 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 (D)：(A)×処理量割合（96.1％）

1,701 1,519 1,626 1,591 1,563 2,160 2,160 2,160 2,169 2,259 2,350 2,442 2,534 2,627 2,722 2,816 2,912 (E)：(B)

10,958 9,993 10,149 8,013 7,339 8,078 8,077 8,077 8,086 8,176 8,267 8,359 8,451 8,544 8,639 8,733 8,829 (F)：(D)＋(E)

資源化

許可業者による資源化

店頭回収

合　計

項目＼年度

回収

許可業者による資源化

店頭回収

合　計

実績値 目標値
備　考

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

502.4 502.5 500.2 507.4 516.8 508.5 500.4 498.3 496.2 493.9 491.7 489.3 487.3 485.2 483.0 480.8 478.8 重点目標

180,436 180,766 180,980 183,222 176,447 173,310 170,306 169,490 168,070 166,970 165,797 164,906 163,519 162,448 161,391 160,607 159,251 目標

16.1% 15.6% 15.3% 15.0% 16.0% 15.9% 14.9% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.9% 14.9% 15.0% 15.0% 参考指標

備　考
実績値 目標値

項目＼年度

資源化率

ごみ排出量（t/年）

1人1日当たりの家庭系ごみ排出量
（資源ごみ及び集団回収除く）（g/人・日）
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資料３ ごみ処理基本計画における施策一覧 

「第３章 ごみ処理基本計画 第６節 目標に向けた施策 ２．基本方針に基づく戦略

と施策」における施策の体系は次のとおりです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

食品ロス削減について、ホームページやチラシ等により広く情報
発信するとともに、市政出前講座「みんなで減らそう、食品ロス」を
実施します。子どもや保護者たちへのごみの分別・食品ロス削減
の啓発のため、こども園や幼稚園でのごみ積み込み体験、フード
ドライブを実施します。
（本掲）

リサイクル課

食生活改善ボランティアリーダー養成のための講座において、食
品ロス削減を目的としたエコ・クッキングの実習を行うとともに、食
生活改善推進員の活動を通じて、食品ロス削減に関する普及啓
発に努めます。
（再掲）

保健所健康課

外食時には、食べきりや適量な注文
等の取組みを推奨するよう呼びかけ
ます。

食品ロス削減の取り組みとして、宴会時などの食べ残しを減らす
「3010運動」キャンペーンの推進に取り組みます。（本掲）

リサイクル課

食品ロスが発生する場所での情報
提供や啓発活動を促進します。（例：
飲食店での「食べきり運動」やスー
パーでの「てまえどり」のポップなど）

食品ロス削減の取り組みとして、食品ロスもったいない運動推進
店の活用や宴会時などの食べ残しを減らす「3010運動」キャン
ペーンの推進に取り組みます。

リサイクル課

フードドライブ事業への支援により、
家庭系食品ロスの削減に取り組みま
す。

フードドライブ事業への支援により、家庭などで眠っている「余剰
食品」やまだ食べられる食品を寄付することで、家庭系食品ロス
の削減を図っていきます。

リサイクル課
保健福祉政策課

施策２ 生ごみの減量化
生ごみ処理機の活用や排出時の水
切りなどによる、生ごみの減量化を
推進します。

家庭用電動式生ごみ処理機の活用方法等について、ホームペー
ジやチラシなどで広く情報発信を行い、更なる周知を図っていきま
す。

リサイクル課

「レジ袋削減推進協議会」参加事業者の取り組みに関する情報
発信・提供を充実します。

リサイクル課

「姫路市消費者協会」や「レジ袋削減推進協議会」参加事業者と
連携し、レジ袋削減の必要性やマイバッグの持参等を呼びかけて
いきます。

リサイクル課

施策４
使い捨てプラの
削減

家で食べる際など、コンビニ等でプラ
スチックのスプーン等を受け取らない
ように呼びかけます。

スーパー、コンビニ等で使い捨てのプラスチックのスプーン、フォー
クなどの受け取りをできるだけ控えるよう呼びかけていきます。

リサイクル課

施策５
不適正排出の指
導強化

指定外袋での排出、排出日を守らな
い、不燃物の混入に対する指導を強
化します。

指定外袋での排出や排出日を守らない、不燃物の混入などに対
する指導を強化していきます。

リサイクル課

施策１
詰め替え用品の
利用

内容物を詰め替えることで再利用で
きる文具や日用品の利用を促進しま
す。

環境配慮型製品の購入促進のため、環境配慮型製品に関する情
報を提供するとともに、市民、事業者等へ普及啓発を行います。
（本掲）

リサイクル課

不要となった木工製品や自転車などを網干環境楽習センター内
の再生工房で修理して販売します。

エコパークあぼし

多目的に使えるリサイクル工房を貸し出すことで、リサイクルを目
的とする活動団体などの再生活動を支援します。

エコパークあぼし

施策３
リユース市場の
活用

古着の国内循環を推進します。
古着のリユースに取り組むとともに国内循環を推進します。

リサイクル課

戦略２　再使用の推進

施策２ 修理品の再利用
壊れたものを簡単に捨てずに修理し
て使うことを推奨します。

施策３
容器包装廃棄物
の削減

マイバッグの持参や過剰包装の拒否
などの推進に努めます。

市民の姿

基本方針１　環境問題を意識し、循環型社会にふさわしいくらしが定着する都市（まち）

戦略１　発生抑制の推進

施策１ 食品ロスの削減

計画的な食品購入、食材の使い切
り、料理の食べ切りきり、賞味期限
等の正しい理解などが市民に浸透す
るよう周知・啓発に、より一層努めま
す。



資料－17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

細分化した分別収集区分について、高齢者や外国人等を含め、
市民に分かりやすく、見やすいクリーンカレンダー、手引きの作成
等に努めます。

リサイクル課

分別排出の徹底等に関する啓発用チラシの定期的な配布や、ご
みステーションにおける排出時の指導等により、市民への啓発を
繰り返し実施し、可燃ごみに混入している資源物の資源化を図り
ます。

リサイクル課

分別に協力している住民に対するポ
イント付与等について検討を進めま
す。

プラスチック製容器包装やミックスペーパーなどの分別に協力して
いる住民に対する姫路ポイントの付与などの仕組みづくりの検討
を進めます。

リサイクル課

自治会等の団体に対し、資源古紙行政回収協力金交付制度の
周知を図るとともに、自治会等の団体と協力し、古紙類の適正な
分別や持ち去り防止に努めます。（本掲）

リサイクル課

「レジ袋削減推進協議会」参加事業者、店頭回収実施店舗等を
はじめ、資源化に取り組む店舗に関する情報提供を充実します。

リサイクル課

施策３
リサイクル製品の
購入

再生紙など、再生資源を活用した環
境配慮型製品を積極的に購入するよ
う働きかけます。

環境配慮型製品の購入促進のため、環境配慮型製品に関する情
報を提供するとともに、市民、事業者等へ普及啓発を行います。
（再掲）

リサイクル課

施策４
ペットボトルの水
平リサイクル事業

市民が排出するペットボトルの資源
循環型リサイクル（ボトルｔｏボトルリ
サイクル）事業を推進します。

ペットボトルの水平リサイクルを実施、域内資源循環を行うことに
より、資源の有効活用とともに、CO2削減にも寄与することで、脱
炭素社会の実現を目指していきます。（再掲）

リサイクル課

「広報ひめじ」、ホームページ、啓発用パンフレット等により、情報
発信・提供を充実します。（本掲）

リサイクル課

「市政出前講座」を継続するとともに、市民ニーズを把握し、講座
内容の充実を図ります。

リサイクル課

啓発用パンフレットの配布や「市政出前講座」の実施により、分別
収集の方法、再生資源の用途、資源の枯渇や温室効果ガスの削
減への貢献等を説明し、分別排出の徹底に向けて市民を誘導し
ます。

リサイクル課

小学校を中心としたこれまでのごみ処理施設見学の受け入れを
継続するとともに、ごみ処理施設間での連携や付帯施設の活用
などによる内容の充実を図り、市民がより親しみを持って参加でき
る見学会の開催を目指します。

美化業務課
市川美化センター
エコパークあぼし

環境美化啓発に係るイベントの開催等により、ごみ処理やまちの
美化に対する市民の関心を高めるほか、ごみの発生抑制やまち
の美観保持に関する行動実践を呼びかけていきます。（本掲）

美化業務課
リサイクル課

「網干環境楽習センター」におけるＮＰＯ法人による紙すき等のリ
サイクル工房や講習会の開催を充実します。（再掲）

エコパークあぼし

戦略３　再生利用の推進

分別区分に則したごみの排出を徹底
するよう働きかけます。

市民がより親しみをもって参加できる
施設見学会や各種イベントの開催を
通じて、ごみや環境について考える
機会を提供します。

施策１ 分別の徹底

施策２
資源古紙行政回
収・店頭回収の
利用促進

資源物の排出には、資源古紙回収
や店頭回収の積極的な活用を促進
します。

戦略４　環境教育・学習の推進

施策１
環境問題を考え
る機会の創出

「市政出前講座」の講座内容の充実
を図るとともに、各種広報ツールを活
用しながら、食品ロス削減や分別排
出の重要性を分かりやすく伝えま
す。
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こども園や幼稚園を対象に、収集車両とともに職員を派遣して、ご
みの積み込みなどを体験できる「幼児版ジョブトライやる」を実施
し、分別の大切さや食べ残しがもったいないことなど、ごみに対す
る子どもや保護者たちの関心を高めます。

北部美化事務所
市川美化センター

環境にやさしいライフスタイルへの転換を図り、地球温暖化の防
止につながる実践的な活動を促すため、エコパークあぼし環境楽
習センターでごみやリサイクルなど身近なテーマを設定して、環境
啓発事業を実施します。
（再掲）

環境政策室

教育委員会と連携し、小学校３・４年生向けの社会科副読本「くら
しをまもる市のしごと」の内容を充実します。

リサイクル課
学校指導課

教育委員会と連携し、小学校４・５年生向けの「環境学習用ノー
ト」を作成するとともに、小学校に環境学習リーダーを講師として
派遣します。

環境政策室
学校指導課

市民・事業者・各種団体等と連携し、市内の環境資源を活用した
環境教育・学習プログラムの充実を図ります。

環境政策室

食品ロス削減などによる持続可能な社会づくりを含め、小・中・高
で行っている授業内容を消費者教育の視点で広げたカリキュラム
の実施を推進していきます。
（本掲）

学校指導課

小中学生に対する環境教育や環境問題に関心の低い人たち向け
の啓発など、ごみ行政の課題を解決するために、大学や学生等と
の連携を図ります。（再掲）

リサイクル課

小学校での環境学習の講師などに関わることができる人材の育
成を図るため、市民を対象とした環境学習リーダー養成講座を実
施します。

環境政策室

食生活改善ボランティアリーダー養成のための講座において、食
品ロス削減を目的としたエコ・クッキングの実習を行うとともに、食
生活改善推進員の活動を通じて、食品ロス削減に関する普及啓
発に努めます。
（本掲）

保健所健康課

施策２
教育機関等を通
じた環境教育・啓
発の充実

ごみの積み込み体験などを通じて、
こども園、幼稚園の子どもや保護者
たちに、分別の大切さや食べ残しが
もったいないことを分かりやすく伝え
ます。

環境や美化に関する小中高の教材
やカリキュラムの充実を図り、学校教
育を通じた学習を推進します。

施策３
環境教育に関わ
る人材の育成

大学やNPO法人等と連携し、環境教
育に関わる人材の育成に努めます。

施策１
環境配慮型製品
の利用

再使用可能な詰め替え用品や再生
資源を活用した事務用品などの利用
を促します。

環境配慮型製品の購入促進のため、環境配慮型製品に関する情
報を提供するとともに、市民、事業者等へ普及啓発を行います。
（再掲）

リサイクル課

姫路商工会議所等の各種団体と連携して、事業系ごみの資源化
に関する情報提供に努めます。

リサイクル課

資源回収業者や機密文書リサイクル業者等に関する情報を把握
し、事業者へ情報提供します。

リサイクル課

事業活動から排出されたごみの処理や資源化の責任は排出事
業者にあり、ごみステーションに排出できないことの認識を高める
ため、啓発用パンフレットを作成するほか、指導の強化に努めま
す。

リサイクル課

姫路商工会議所等の各種団体と連携し、事業活動から排出され
たごみの処理や資源化の責任が排出事業者にあることを呼びか
けます。

リサイクル課

啓発用パンフレットの作成や許可業者を通じて、分別排出の徹底
を事業者に呼びかけます。

リサイクル課

環境関連規格認証取得を目指す事業者への支援を実施します。
（本掲）

環境政策室

ごみの減量化・資源化に関する計画やマニュアルの作成を呼び
かけます。

リサイクル課

施策３
排出者責任の浸
透

事業活動から排出されたごみの処理
や資源化の責任について浸透を図り
ます。

施策４
環境マネジメント
システムの導入
促進

ISO14001やエコアクション21等の取
得、ごみの減量化・資源化に関する
計画やマニュアルの作成を推進しま
す。

事業者の姿

基本方針２　環境負荷低減に配慮した企業活動を行う都市（まち）

戦略１　環境にやさしい経済活動の推進

施策２
事業系ごみの資
源化の促進

古紙等は分別して資源化を図れるよ
う啓発に努めます。
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食品ロスもったいない運動推進店登録制度を活用し、食べきり運
動やばら売り・量り売りの取り組みを推進していきます。（本掲）

リサイクル課

食品ロス削減の取り組みとして、宴会時などの食べ残しを減らす
「3010運動」キャンペーンの推進に取り組みます。（再掲）

リサイクル課

食べ残しをできる限り減らすよう、持
ち帰り用容器の提供など飲食店に協
力を求めます。

食品ロスもったいない運動推進店登録制度を活用し、食べきり運
動やばら売り・量り売りの取り組みの推進に加え、持ち帰り容器
の提供などの協力を求めていきます。

リサイクル課

食品関連事業者から発生する食品ロ
スの更なる削減を図ります。

姫路市食品ロス削減マッチングサービス（Utteco Katteco　by　タ
ベスケ）により、食品関連事業者が消費期限・賞味期限が迫る食
品や生産・流通における規格外品など、廃棄になる可能性のある
食品を通常よりも安価で販売する情報を発信することにより、事業
系食品ロスの削減を目指します。（本掲）

リサイクル課

施策２
容器包装廃棄物
の削減

容器包装の軽量化、過剰包装の抑
制、レジ袋の削減等の取組みを推進
します。

マイバックの持参率（レジ袋辞退率）の向上に向けて、レジ袋削
減に向けた取組みに関する協定締結の拡大に努めます。

リサイクル課

施策３ 店頭回収の実施
店頭回収を実施し資源物の回収に
努める事業者の拡充を図ります。

スーパー等の店頭におけるペットボトル、紙パック、空カン類等の
回収実態を把握し、その拡充に努めます。（本掲）

リサイクル課

廃棄物の発生抑制や二酸化炭素排
出抑制等に寄与する製品・サービス
の開発・普及・提供を促進します。

廃棄物の発生抑制や再資源化物の有効活用のほか、ＣＯ２削減

等に寄与する新製品・新技術の開発を支援し、環境負荷低減に
配慮した事業活動の促進を図ります。（本掲）

産業振興課
美化業務課

修理や再資源化を行いやすい製品
の開発を促すとともに、修理や再資
源化が簡単な製品の購入や利用を
促進します。

事業者に修理や再資源化を行いやすい製品の開発を促し、市民
や事業者にこれらの製品の紹介や利用促進を啓発していきます。

美化業務課
リサイクル課

戦略２　環境配慮型生産活動の推進

施策１ 食品ロスの削減

飲食店での「食べきり運動」や小売
店での「ばら売り」や「量り売り」の促
進を図ります。

施策４

拡大生産者責任
に基づく環境配慮
型製品・サービス
の開発・普及・提
供

長寿命化事業で新たに整備した低空気比燃焼システムを最大限
活用し、理想の燃焼状態に近づけるような施設の稼働に取り組み
ます。また、最新技術や国、他自治体の動向にも注視していきま
す。

市川美化センター

SDGsの視点を意識しながら、カーボンニュートラルにつながる最
先端の機能を備え、地域の魅力や価値を向上させる施設の建設
を目指します。（再掲）

環境事業推進室

既存最終処分場の浸出水処理施設等の修繕の際には、省エネを
考慮した機器の導入を推進します。

美化業務課

ハイブリッド車や電気自動車など先端技術の動向に注視し情報
収集に努めるとともに、環境負荷の少ない収集車両の導入に引き
続き取り組みます。（再掲）

美化業務課
リサイクル課
市川美化センター
北部美化事務所

地域住民が相互に協力してごみを分
別・排出する取組みを支援します。

ごみ排出のルールについて市民が相互に教え合うなど、地域で
協力してルールに従った分別やごみの排出に努める取組を支援
します。

リサイクル課
北部美化事務所

ＮＰＯ法人と連携し、「あぼしまちecoフェスタ」を開催するなど、
「網干環境楽習センター」が市民のごみの減量化・資源化の活動
拠点として活用されるよう施設運営を充実します。（再掲）

エコパークあぼし

小中学生に対する環境教育や環境問題に関心の低い若者向け
の啓発など、ごみ行政の課題を解決するために、大学や学生等と
の連携を図ります。（本掲）

リサイクル課

戦略１　循環型社会の実現に向けた取り組みの推進

施策２
市民・事業者・各
種団体などとの
連携の活用 NPO法人、大学など各種団体との連

携によるイベントの開催や施策の検
討を行います。

施策１
環境配慮型ごみ
処理事業の推進

一般廃棄物の処理における収集・運
搬、中間処理及び最終処分の全て
の過程において、環境負荷低減のた
めの施策を検討し、脱炭素社会の実
現を目指します。

行政の姿

基本方針３　適正かつ高度でありながらも市民生活と調和したごみ処理システムを備えた都市（まち）



資料－20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

食品関連事業者から発生する食品ロ
スの更なる削減に取り組みます。

姫路市食品ロス削減マッチングサービス（Utteco Katteco　by　タ
ベスケ）により、食品関連事業者が消費期限・賞味期限が迫る食
品や生産・流通における規格外品など、廃棄になる可能性のある
食品を通常よりも安価で販売する情報を発信することにより、事業
系食品ロスの削減を目指します。（再掲）

リサイクル課

「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」を通じて、会員
間での連携や情報共有を行うほか、庁内関係部局とも連携し、食
品ロス削減に向けた取り組みを推進していきます。

リサイクル課

食品ロスもったいない運動推進店登録制度を活用し、食べきり運
動やばら売り・量り売りの取り組みを推進していきます。（再掲）

リサイクル課

食品ロス削減に向けた取組を継続的に行うために、食べきり運動
協力店舗における運動実施前後のごみ排出状況や、市のごみ処
理施設に搬入される可燃ごみの組成などを調査します。

リサイクル課

ＳＤＧｓの観点から、市内の高校生の食品ロスに関する取組を公
表するなど、啓発、PRを行い、食品ロスを削減する運動を広げて
いきます。

地方創生室

人や社会、環境に配慮した商品等を選んで消費する「エシカル消
費」に関する市政出前講座の開催や関係機関と連携したフードド
ライブの実施など、食品ロス削減に向けた啓発を行っていきます。

消費生活センター

食品リサイクル法、食品ロス削減推進法に基づき、食品関連事業
者の食品廃棄物の減量への取り組みが進むよう、処理システム
の構築に努めます。

リサイクル課

学校給食残渣の資源化等に引き続き取り組みます。 健康教育課

フードバンク活動を円滑に実施するための包括的な連携体制を確
保し、生活困窮者の支援に寄与するとともに、食品ロスの削減を
図っていきます。

保健福祉政策課

定期的にフードドライブを実施することにより、食品ロスの削減に
取り組んでいきます。

リサイクル課

災害対策用備蓄食料をフードバンク活動等に活用することにより、
食品ロスの削減に取り組んでいきます。

危機管理室
保健福祉政策課

環境関連規格認証取得を目指す事業者への支援を実施します。
（再掲）

環境政策室

廃棄物の発生抑制や再資源化物の有効活用のほか、ＣＯ２削減

等に寄与する新製品・新技術の開発を支援し、環境負荷低減に
配慮した事業活動の促進を図ります。（再掲）

産業振興課
美化業務課

環境負荷低減に
取り組む企業の
育成

製品の製造段階や商品の流通段
階、サービスの提供段階から環境負
荷の低減に取り組む企業の育成を図
ります。

施策３
食品ロス削減の
取組みの推進

「全国おいしい食べきり運動ネット
ワーク協議会」への参加や市民・事
業者への啓発などにより、食品ロス
の削減に取り組みます。

食品廃棄物の資源化が促進される
処理システムの構築に努めます。

フードドライブの開催やフードバンク
活動の支援により、食品ロスの削減
や食品の支援を必要とする方への寄
与に取り組んでいきます。
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ペットボトルの域内循環に取り組んで
いきます。

ペットボトルの水平リサイクルを実施、域内資源循環を行うことに
より、資源の有効活用とともに、CO2削減にも寄与することで、脱
炭素社会の実現を目指していきまます。（本掲）

リサイクル課

廃家電やパソコン、小型家電の資源化がより円滑に進められるよ
う、引き続き市民への啓発を行います。

リサイクル課

市役所や支所での小型家電の拠点回収を継続します。アフターメ
ダルプロジェクトへの参加による小型家電の有効活用に積極的に
取り組みます。

リサイクル課

家電リサイクル費用の後払い制では、不正処理を誘発するおそれ
があることから、リサイクル費用を製品価格に上乗せする制度とす
るよう国に要請していきます。

リサイクル課

剪定枝の堆肥化やチップ化などのリサイクルに取り組みます。 エコパークあぼし

「姫路市環境アクション」や「環境マネジメントシステム」に基づき、
市の公共施設におけるごみの減量化・資源化に努めます。

環境政策室

市職員は日頃から公共施設における利用者のごみ減量化・資源
化意識の高揚に努めます。

環境政策室

収集車両の技術動向を注視し、環境
負荷の少ない車両の導入を図りま
す。

ハイブリッド車や電気自動車など先端技術の動向に注視し情報
収集に努めるとともに、環境負荷の少ない収集車両の導入に引き
続き取り組みます。（本掲）

美化業務課
リサイクル課
市川美化センター
北部美化事務所

食品ロス削減について、ホームページやチラシ等により広く情報
発信するとともに、市政出前講座「みんなで減らそう、食品ロス」を
実施します。子どもや保護者たちへのごみの分別・食品ロス削減
の啓発のため、こども園や幼稚園でのごみ積み込み体験、フード
ドライブを実施します。
（再掲）

リサイクル課

インターネット等の活用により、市民同士が不用品交換やリサイク
ルショップの利用に関する情報を共有する仕組みを検討し、リユー
スの促進に努めます。

リサイクル課

本市におけるごみの発電量や処理
量、ごみ処理原価などごみ処理行政
に関する情報のほか、環境に関する
情報を積極的に発信します。

本市におけるごみの発電量や処理量、ごみ処理原価などごみ処
理行政に関する情報のほか、環境に関する情報を広く周知する仕
組みを検討します。

リサイクル課

環境や美化に関する情報誌の作成やSNS等を活用した情報提供
などに加え、DXの活用を検討し、ごみの減量化・資源化がより一
層推進されるよう、市民や事業者が求める情報の積極的な発信
に努めます。

リサイクル課

経済情報誌「ファイル」を活用し、事業系ごみの減量化や資源化
に関する情報を積極的に発信します。

リサイクル課

環境美化啓発に係るイベントの開催等により、ごみ処理やまちの
美化に対する市民の関心を高めるほか、ごみの発生抑制やまち
の美観保持に関する行動実践を呼びかけていきます。（再掲）

美化業務課
リサイクル課

「網干環境楽習センター」におけるＮＰＯ法人による紙すき等のリ
サイクル工房や講習会の開催を充実します。（本掲）

エコパークあぼし

環境にやさしいライフスタイルへの転換を図り、地球温暖化の防
止につながる実践的な活動を促すため、網干環境楽習センターで
ごみやリサイクルなど身近なテーマを設定して、環境啓発事業を
実施します。（本掲）

環境政策室

ＮＰＯ法人と連携し、「あぼしまちecoフェスタ」を開催するなど、
「網干環境楽習センター」が市民のごみの減量化・資源化の活動
拠点として活用されるよう施設運営を充実します。（本掲）

エコパークあぼし

施策２
周知・啓発方法
の拡充

SNSなどの広報ツールやDXを活用
し、市民や事業者が求める環境や美
化に関する情報の積極的な発信に
努めます。

イベントを活用した周知・啓発の充実
を図ります。

施策５
環境負荷低減に
配慮した率先行
動の実践

市の公共施設において、職員や施設
利用者が排出するごみの減量化・資
源化に努めます。

戦略２　周知・啓発活動の充実

施策１
周知・啓発の内
容の充実

食品ロス削減や修理品の利用など、
リデュース・リユースに関する情報提
供の充実を図ります。

施策４
資源物の有効活
用 アフターメダルプロジェクトへの参加

による小型家電の有効活用に積極
的に取り組むほか、剪定枝の資源化
なども実施します。
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市民ニーズの把握に努めつつ、必要に応じて、分別収集区分の
変更・追加や既存の区分の収集頻度の見直しを行います。

リサイクル課

直営収集から委託収集への移行など、より効率的な収集運搬体
制の構築に努めます。
また、一部事務組合のあり方の検討を進めます。

美化業務課
リサイクル課

ごみ収集については、業務の確実な履行を確保した上で、収集
業務の委託化を進めていきます。

美化業務課
リサイクル課

施策２
ふれあい収集の
実施

ふれあい収集の本格実施に向けて、
システムの構築や体制の整備に努
めます

居宅の軒先からごみを回収する等、高齢者や身体障害者など自
力でのごみ排出が困難な方を対象とした「ふれあい収集」の本格
実施に向けて、システムの構築や体制の整備を行います。

美化業務課
リサイクル課
市川美化センター
北部美化事務所

施策３
適正な回収の推
進

違法回収業者を減らし、一般廃棄物
許可業者の回収方法の周知に努め
ます

違法な回収業者を減らし、一般廃棄物収集運搬の許可を有する
業者による回収方法の周知・啓発に努めていきます。

リサイクル課

資源古紙行政回収協力金交付制度
の周知に努めます。

自治会等の団体に対し、資源古紙行政回収協力金交付制度の
周知を図るとともに、自治会等の団体と協力し、古紙類の適正な
分別や持ち去り防止に努めます。（再掲）

リサイクル課

スーパー等の店舗と連携した移動式拠点回収の導入や公共施設
における拠点回収の実施、広域認定制度の活用などを検討し、
多様な資源化の仕組みづくりに努めます。

リサイクル課

スーパー等の店頭におけるペットボトル、紙パック、空カン類等の
回収実態を把握し、その拡充に努めます。（再掲）

リサイクル課

大型ごみのステーション排出に不便さを感じている市民がいるこ
と、分別収集区分の細分化により相当面積の粗大ごみステーショ
ンの確保が必要とされていることなどから、周辺市町で拡大しつ
つある有料での戸別収集について調査研究を行い、導入に向け
た検討を進めます。

リサイクル課
美化業務課

ごみ処理原価に対応した処理費用を徴収できるよう、ごみ処理手
数料の見直しを検討します。

リサイクル課
美化業務課

市民に対して、収集車両の火災、処理施設の爆発等の事故の原
因となる適正処理が困難な廃棄物の処理方法を周知し、事故の
未然防止に努めます。

リサイクル課

適正処理が困難な廃棄物については引き取り可能な販売店や
メーカーの情報収集に努めます。

リサイクル課

啓発用パンフレットや許可業者を通じて、分別排出の徹底を図り
ます。

リサイクル課

市の処理施設へ搬入されるごみについて、ごみ展開検査等によ
り、搬入時の監視・検査体制を強化し、古紙類等の資源化物や適
正処理が困難な廃棄物等の搬入を防止します。

市川美化センター
エコパークあぼし
家島美化センター

一定規模以上の事業者等におけるごみ排出計画や減量化への
取り組み状況の把握と、その取り組みを促す仕組みを検討しま
す。

リサイクル課

多量排出事業所への減量化・資源化に関する指導や立入検査に
ついて検討します。

リサイクル課

アンケートを実施し、事業者の排出状況を把握するとともに、家庭
ごみステーションへの排出など不適正な処理を行う事業者に対し
ては個別に指導し、適正処理を推進します。

リサイクル課

不適正処理の疑義のある排出事業者を中心に指導と立入検査を
関係課合同で行います。

リサイクル課
産業廃棄物対策課

許可業者が適正な処理に努めるよ
う、指導や立入検査を行います。

一般廃棄物、産業廃棄物の処理業許可、処理施設許可のある事
業者に対する指導や立入検査を関係課合同で行います。

リサイクル課
産業廃棄物対策課

戦略３　新たな処理システムの検討

施策１
分別、収集運搬
体制の見直し

現状の分別区分や収集運搬体制を
必要に応じて見直します。

施策５
ごみ処理手数料
の見直し

戦略４　適正処理の推進

施策１
ごみの適正排
出・処理への誘
導

収集や処理時の火災事故の原因と
なるごみの排出や、市では処理が困
難なごみの排出などが行われないよ
う、ごみの適正排出に関する周知・
啓発に努めます。

許可業者を通じた事業系ごみの分別
排出の啓発に努めるとともに、事業
者への指導や立入検査を行います。

施策４
古紙回収の促進
等

拠点回収の活性化や店頭回収の拡
充についての仕組みを検討します。

必要に応じて、搬入ごみ手数料の見
直しを検討するほか、有料による収
集制度についても検討します。
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「エコパークあぼし」、「市川美化センター」では、維持管理の徹底
と適切な運転により、適正かつ安定的なごみ処理に努めます。

市川美化センターエ
コパークあぼし

ごみ処理施設での維持管理に関する情報を公表します。

美化業務課
市川美化センター
エコパークあぼし
家島美化センター

可燃ごみの処理においては、適正な処理に努めるとともに、効率
的なごみ発電や余熱利用が安定的かつ継続的に行えるよう維持
管理の徹底を図ります。

市川美化センター
エコパークあぼし

労働安全や交通安全等に関する研修会や意見交換会の実施に
より、職員の安全意識を高揚し、ごみ処理作業における事故防止
に努めます。

美化業務課
リサイクル課
市川美化センター
北部美化事務所
エコパークあぼし
家島美化センター

市民との直接の接点である職員が収集作業の現場において市民
のニーズを可能な限り把握し、収集サービスの向上に努めます。

リサイクル課
市川美化センター
北部美化事務所

一部事務組合処理施設での可燃ごみの処理が終了し、粗大ごみ
の処理を行っているが、長期的な視点に立ちつつ、費用対効果の
観点から、処理を含めた、一部事務組合のあり方について検討を
進めます。

リサイクル課

家島地域で発生する一般廃棄物を安定的かつ継続的に処理する
ため、現在の収集運搬体制や老朽化が進んでいる家島美化セン
ターの整備方針などを含め、将来に向けた処理システムの方向
性を検討します。

エコパークあぼし
家島美化センター

既存最終処分場の適正な維持管理に努めます。 美化業務課

既存最終処分場の延命化を図るとともに、次期最終処分場の確
保についても研究を進めていきます。

美化業務課

公共関与による広域的最終処分場の確保を国・県へ要請してい
きます。

美化業務課

「エコパークあぼし」で発生した溶融物のスラグ・メタルの資源化を
推進し、最終処分量を削減します。

エコパークあぼし

焼却残渣の最終処分量を削減するため、「市川美化センター」の
焼却残渣の資源化に努めます。

市川美化センター
エコパークあぼし

地震や台風等による大規模災害の発生時には、「姫路市災害廃
棄物処理計画」等に基づき、適切に対処します。

美化業務課
リサイクル課

大規模災害により発生した災害廃棄物を迅速かつ適正に処理す
るため、他都市との連携・協力を強化します。

美化業務課
リサイクル課

大規模災害発生時には、「兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に
関する協定」に基づき、県内市町間の相互支援に努めます。

美化業務課
リサイクル課

施策1
新美化センター

整備の検討

安定的かつ確実なごみ処理を行うた
め、令和14年頃の稼働を目指した新
美化センターの整備検討を進めてい
きます。

SDGsの視点を意識しながら、カーボンニュートラルにつながる最
先端の機能を備え、地域の魅力や価値を向上させる施設の建設
を目指します。（本掲）

環境事業推進室

施策４ 災害廃棄物対策
姫路市災害廃棄物処理計画に基づ
き、災害発生時における災害廃棄物
の処理に適切に対処します。

戦略５　新たなごみ処理施設の整備

施策２
効率的で適正な
処理体制の構築

ごみ処理施設の適正な維持管理に
努めます。

市民のニーズに対応し、安全安心か
つ質の高いごみ処理行政を目指しま
す。

中間処理施設の集約化など将来を
見据えた処理体制の構築に努めま
す。

施策３
最終処分場の安
定的な確保

既存最終処分場の長期利用を目指
します。

最終処分量の抑制を図るため、焼却
残渣の削減に努めます。
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ごみステーションや不法投棄多発場所等のパトロールを継続しま
す。

美化業務課
リサイクル課

不法投棄の行為者に対しては、他局とも連携を図りながら、投棄
物の早期撤去を指導するなど、厳正に対処します。

美化業務課
リサイクル課
産業廃棄物対策課

「姫路のまちを美しく安全で快適にす
る条例」に基づき、まちの美化の一
層の推進に取り組みます。

路上喫煙禁止制度の周知・啓発など、「姫路のまちを美しく安全
で快適にする条例」に基づいたまちの美化の一層の推進を図りま
す。

美化業務課

「広報ひめじ」、ホームページ、啓発用パンフレット等により、情報
発信・提供を充実します。（再掲）

美化業務課

市民や各種団体等が、ボランティア清掃に積極的に参加できるよ
う働きかけ、これらの取り組みの拡大を図ります。

美化業務課

市民や自治会等の団体が必要としている清掃用具の配布や清掃
ゴミの回収など、市民のニーズを的確に捉えて、地域で実施する
美化活動を支援します。

美化業務課

観光客などに対する啓発にも努めま
す。

ポイ捨ての禁止などについて、市民だけでなく観光客に対しても
周知を図れるよう啓発グッズなどを作成するとともに、他局とも連
携を図り、各種イベント等での啓発の充実に努めます。

美化業務課

施策３
生活環境美化事
業の推進

重点道路の清掃や樹木等の害虫駆
除など生活環境の保全に努めます。

重点道路の清掃や川溝土砂の処理を行うとともに、樹木等の害
虫駆除など生活環境の保全に努めます。

美化業務課

観光施設や市街地などについては、商店街やNPOなど各種団体
とも連携した清掃活動が行えるような仕組みを検討します。

美化業務課

「姫路のまちを美しくする運動協議会」と協力し、「みどりの美化
キャンペーン」や「姫路城クリーン作戦」など市民・事業者・行政が
連携して実施する美化活動を引き続き実施します。

美化業務課

市民や事業者が独自に実施している清掃活動等の情報を把握
し、それらのマッチングを図ることで、新たな３者協働体制による
まちの美観維持・向上のための取り組みを推進します。

美化業務課

瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会の会員である本市及び兵
庫県と、姫路港飾磨埠頭周辺地区の市民や事業者の方々などが
協働し、美しい瀬戸内の海や海岸を守るため、瀬戸内全域で一斉
清掃活動を行う「リフレッシュ瀬戸内」を実施します。

産業振興課

善意の日列島クリーンキャンペーンの趣旨に賛同する市民ボラン
ティアや本市・兵庫県・関係者の協働により、姫路駅南地域の清
掃活動を行います。

保健福祉政策課

「来た時より美しく」を掛け声に、スポーツ少年大会など各種スポーツ
イベントにおいて、参加者全員による会場の清掃活動を行います。

スポーツ振興室

地域への愛着を深め、良好な河川環境の創出・保全することを目
的として、地元自治会と行政の協働による河川清掃活動を実施し
ます。

河川管理課

施策２
まち美化活動の
活性化

美化清掃活動への参加を呼びかけ
るとともに、清掃用具の貸し出しな
ど、地域で実施する美化活動を支援
します。

戦略２　３者協働による美化活動の充実

施策１
３者協働体制の
推進

市民や事業者の「輪」を拡げ、効率
的な美化活動に努めます。

様々な機会を捉えた３者協働による
美化活動を展開します。

３者協働の姿

基本方針４　住む人・訪れる人にとって気持ちの良い清潔な都市（まち）

戦略１　きれいなまちづくりの推進

施策１ 不法投棄の防止

不法投棄多発場所などに不法投棄
禁止看板の設置を進め、随時パト
ロールを実施するほか、行為者への
指導など、不法投棄への対策に努め
ます。
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資料４ 可燃ごみのごみ質調査結果 

 

１．調査目的 

家庭から排出される家庭系可燃ごみ及び事業所から排出される事業系可燃ごみについ

て、その組成を細分類で分析し、ごみ組成や分別状況、資源化可能物及び食品ロスの混入

状況等を把握した。 

 

２．調査場所 

調査施設：エコパークあぼし 再資源化施設 

所 在 地：兵庫県姫路市網干区網干浜 4 番地 1 

 

３．調査日 

調査対象 調査日 

事業系可燃ごみ 令和４年６月８日 

家庭系可燃ごみ（市街地） 令和４年６月９日 

家庭系可燃ごみ（郊外） 令和４年６月１０日 

 

４．調査対象 

調査場所に搬入された家庭系可燃ごみ及び事業系可燃ごみ 

 

５．試料採取方法 

調査対象地域から、それぞれ 50 袋程度を目安として調査場所に搬入され、そのうち、

200㎏を上限として無作為にサンプリングした。 

 

６．調査方法 

（1）調査分類 

表-19 に示す分類により種類組成（可燃ごみ中の各分類の重量割合と容積割合）を調

査した。 

（2）調査方法 

調査場所に搬入された試料から調査対象数量分を抜取り、表-19 の区分ごとに分別し

たのち、重量と概ねの体積を収録し、それを分別区分ごとに積算した。 
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表-19(1) ごみ組成調査分類表（家庭系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 概要・具体例

調理くず
1 調理過程から排出された不可食部。

例：野菜・果物の皮、くず、芯、魚の骨・内臓、エビの殻、貝の穀、鳥獣
の骨、卵の殻、出汁ガラなど。※1

直接廃棄（100%残存）

2 購入後全く手がつけられずに捨てられたもの。
例：野菜、果物、卵、魚介類、肉類、パン類、菓子類、麺類、缶詰・ビン
詰め、大豆製品（納豆、豆腐）、乳製品（ヨーグルト）、調味料（マヨネー
ズ、ソース）など。※1※2

直接廃棄（50%以上残存）

3 購入後ほとんど手がつけられずに捨てられたもの｡概ね50%以上の原形
を残すもの。上記と同様の品目で、概ね50％以上の原形を残すもの。
例：袋に半分だけ残ったもやし、半分のりんご、容器に半分だけ残った
ドレッシング。※1※2

直接廃棄（50%未満残存）

4 購入後一定程度手がつけられて捨てられたもの。上記と同様の品目
で、概ね50％未満の原形を残すもの。
例：袋に1/4だけ残ったもやし、1/4のりんご、容器に1/4だけ残ったド
レッシング。※1※2

食べ残し
5 調理され又は生のまま食卓にのぼったもの。

例：野菜、果物、卵、魚介類、肉類、パン類、菓子類、麺類など。※1

その他厨芥類
6 生ごみとともに排出され易く、上記に分類されないもの。

例：茶殻、ティーバッグ、コーヒーかすなど。
（ペットフード、吸い殻などはその他可燃）※1

繊維類 7 主に衣料・身の回り品、その他繊維類。

プラスチック類
8 プラスチック資源循環法に基づくプラスチック使用製品廃棄物。資源物

「プラスチック製容器包装」を除く。※3
ゴム類 9 主にゴム製のもの。　例：靴、その他日用品。
皮革類 10 主に皮革製のもの。　例：靴、かばん、その他日用品。
草木類 11 剪定枝、生け花、その他の草木類。

その他可燃物
12 上記に当てはまらない可燃物。（名刺よりも小さい紙類は全てこの分

類）
プラスチック製容器包装 13
ミックスペーパー 14
空カン類 15
空ビン類 16
ペットボトル 17
紙パック 18
乾電池 19 ボタン電池を除く乾電池。コイン型リチウム電池含む。※4

新聞紙 20 新聞紙（チラシを含む。）。※4
雑誌類 21 雑誌類※4

ダンボール
22 容器の包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基

づく容器包装廃棄物。※4

小型家電
23 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令に基づ

く品目のうち、本市が設置する拠点回収ボックスの投入口（50㎝×15
㎝）に入るもの。

ガラス類（空ビン類除く）
24 主にガラス製のもの。例：ガラスコップ、化粧ビン、鏡など。資源物「空ビ

ン類」を除く。※4
陶磁器類 25 主に陶器製のもの。例：コップ、皿、植木鉢など。※4
金属類 26 他の分類に当てはまらない、主に金属性のもの。
ボタン電池 27 ボタン電池。例：アルカリボタン電池、酸化銀電池、空気亜鉛電池。

小型充電式電池
28 小型充電式電池。例：ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電

池。
水銀使用製品 29 水銀使用製品。例：水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計など。※4
その他不燃物 30 上記に当てはまらない不燃物。

※1：

※2：

※3：

※4：

不
燃
物

環境省「家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書（令和元年5月版）」参照。

直接廃棄は、上記に加えて「消費期限期限内」「消費期限期限切れ」「賞味期限期限内」「賞味期限期限切れ」「表示なし」に分
け集計を行う。計量については、販売時の容器包装（袋、パック、トレイ、箱など）に入っているものは、開封せずに実施し、その
後、容器包装を除く重量のみを計量すること。

環境省「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き（令和4年1月）」参照。

姫路市「一般家庭用クリーンカレンダー」参照。

容器の包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基
づく容器包装廃棄物。※4

分類品目

可
燃
物

厨
芥
類

資
源
物 古

紙
類
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表-19(2) ごみ組成調査分類表（事業系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 概要・具体例

調理くず
1 調理過程から排出された不可食部。

例：野菜・果物の皮、くず、芯、魚の骨・内臓、エビの殻、貝の穀、鳥獣の
骨、卵の殻、出汁ガラなど。※1

直接廃棄（100%残存）

2 購入後全く手がつけられずに捨てられたもの。
例：野菜、果物、卵、魚介類、肉類、パン類、菓子類、麺類、缶詰・びん詰
め、大豆製品（納豆、豆腐）、乳製品（ヨーグルト）、調味料（マヨネーズ、
ソース）など。※1※2

直接廃棄（50%以上残存）

3 購入後ほとんど手がつけられずに捨てられたもの。概ね50%以上の原形
を残すもの。上記と同様の品目で、概ね50％以上の原形を残すもの。
例：袋に半分だけ残ったもやし、半分のりんご、容器に半分だけ残ったド
レッシング。※1※2

直接廃棄（50%未満残存）

4 購入後一定程度手がつけられて捨てられたもの。上記と同様の品目で、
概ね50％未満の原形を残すもの。
例：袋に1/4だけ残ったもやし、1/4のりんご、容器に1/4だけ残ったドレッ
シング。※1※2

食べ残し
5 調理され又は生のまま食卓にのぼったもの。

例：野菜、果物、卵、魚介類、肉類、パン類、菓子類、麺類など。※1

その他厨芥類
6 生ごみとともに排出され易く、上記に分類されないもの。

例：茶殻、ティーバッグ、コーヒーかすなど。
（ペットフード、吸い殻などはその他可燃）※1

繊維類 7 主に衣料・身の回り品、その他繊維類。

プラスチック類
8 プラスチック資源循環法に基づくプラスチック使用製品廃棄物。資源物「プ

ラスチック製容器包装」を除く。※3
ゴム類 9 主にゴム製のもの。　例：靴、その他日用品。
皮革類 10 主に皮革製のもの。　例：靴、かばん、その他日用品。
草木類 11 剪定枝、生け花、その他の草木類。

12 名刺よりも小さい紙類のうち、再生可能な紙類

その他可燃物 13 上記に当てはまらない可燃物。（ペットフード、吸い殻など）
プラスチック製容器包装 14 容器包装に係るもの。

ミックスペーパー
15 容器包装に係るもの。（その他、再生できる紙類）　　例：包装紙、紙袋類

（割りばし袋類）、紙箱、台紙類（ワイシャツの台紙など）ノート、コピー用
紙、名刺、チケット、封筒、メモ用紙、手帳、はがき、折り紙など

空カン類 16 容器包装に係るもの。
空ビン類 17 容器包装に係るもの。
ペットボトル 18 容器包装に係るもの。
紙パック 19 容器包装に係るもの。（500mL未満の紙パックは除く。）
乾電池 20 ボタン電池を除く乾電池。コイン型リチウム電池含む。※4

新聞紙 21 新聞紙（チラシを含む。）。※4
雑誌類 22 雑誌類※4

ダンボール
23 容器の包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基

づく容器包装廃棄物。※4

小型家電
24 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令に基づく

品目のうち、本市が設置する拠点回収ボックスの投入口（50㎝×15㎝）
に入るもの。

ガラス類（空ビン類除く）
25 主にガラス製のもの。例：ガラスコップ、化粧ビン、鏡など。資源物「空ビ

ン類」を除く。※4
陶磁器類 26 主に陶器製のもの。例：コップ、皿、植木鉢など。※4
金属類 27 他の分類に当てはまらない、主に金属性のもの。
ボタン電池 28 ボタン電池。例：アルカリボタン電池、酸化銀電池、空気亜鉛電池。

小型充電式電池
29 小型充電式電池。例：ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電

池。
水銀使用製品 30 水銀使用製品。例：水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計など。※4
その他不燃物 31 上記に当てはまらない不燃物。

※1：

※2：

※3：

※4：

環境省「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き（令和4年1月）」参照。

姫路市「一般家庭用クリーンカレンダー」参照。

分類品目

可
燃
物

厨
芥
類

資
源
物

直接廃棄は、上記に加えて「消費期限期限内」「消費期限期限切れ」「賞味期限期限内」「賞味期限期限切れ」「表示なし」に分
け集計を行う。計量については、販売時の容器包装（袋、パック、トレイ、箱など）に入っているものは、開封せずに実施し、その
後、容器包装を除く重量のみを計量すること。

古
紙
類

名刺サイズ未満、シュレッダー
くず

不
燃
物

環境省「家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書（令和元年5月版）」参照。
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７．調査結果 

（1）家庭系可燃ごみ 

① 市街地 

調査結果は図-1及び表-20に示すとおりである。 

調査の結果をみると、約 38％が資源ごみとなっている。 

また、食品ロスと判断された厨芥類は約 12％となっている。 

一方、不燃物については、0.1％と非常に少なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 家庭系可燃ごみ（市街地）調査結果 

 

 

  

可燃物

62.3%

資源物

37.6%

厨芥類

25.7%

可燃物（厨芥除く）

36.5%

資源物（古紙

類を除く）

28.9%

古紙類

8.7%

不燃物 0.1%

調理くず

8.3%

直接廃棄（100%残存） 4.9%

直接廃棄（50%以上残存） 1.0%

直接廃棄（50%未満残存） 3.0%

食べ残し 2.9%

その他厨芥類

5.5%

繊維類 2.9%

プラスチック類

3.9%

ゴム類 0.7%
皮革類 3.0%

草木類

4.6%

その他可燃物 21.5%

プラスチック製

容器包装 16.4%

ミックスペーパー

8.5%

空カン類 0.8%

空ビン類 0.3%

ペットボトル 2.2%

紙パック 0.6%

新聞紙

5.8%

雑誌類 1.5%

ダンボール 1.4%

金属類 0.1%

食品ロス11.8％
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表-20 家庭系可燃ごみ（市街地）調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重量（kg） 割合 容積（ℓ） 割合

調理くず 8.45 8.3% 19.00 1.6%

消費期限期限内 0.18 0.2% 1.00 0.1%

消費期限期限切れ 0.40 0.4% 1.00 0.1%

賞味期限期限内 0.04 0.0% 0.02 0.0%

賞味期限期限切れ 1.03 1.0% 1.00 0.1%

表示なし 3.36 3.3% 6.00 0.5%

消費期限期限内 0.00 0.0% 0.00 0.0%

消費期限期限切れ 0.23 0.2% 0.50 0.0%

賞味期限期限内 0.10 0.1% 0.30 0.0%

賞味期限期限切れ 0.00 0.0% 0.00 0.0%

表示なし 0.69 0.7% 1.00 0.1%

消費期限期限内 0.03 0.0% 0.05 0.0%

消費期限期限切れ 0.23 0.2% 0.50 0.0%

賞味期限期限内 0.00 0.0% 0.00 0.0%

賞味期限期限切れ 0.01 0.0% 0.02 0.0%

表示なし 2.83 2.8% 6.00 0.5%

食べ残し 2.99 2.9% 6.00 0.5%

その他厨芥類 5.55 5.5% 8.00 0.7%

繊維類 2.95 2.9% 52.00 4.4%

プラスチック類 3.93 3.9% 130.00 10.9%

ゴム類 0.75 0.7% 1.50 0.1%

皮革類 3.00 3.0% 8.00 0.7%

草木類 4.64 4.6% 30.50 2.6%

その他可燃物 21.84 21.5% 176.00 14.8%

プラスチック製容器包装 16.69 16.4% 392.00 32.9%

ミックスペーパー 8.58 8.5% 160.00 13.4%

空カン類 0.85 0.8% 6.00 0.5%

空ビン類 0.32 0.3% 1.00 0.1%

ペットボトル 2.28 2.2% 70.00 5.9%

紙パック 0.61 0.6% 30.00 2.5%

乾電池 0.02 0.0% 0.05 0.0%

新聞紙 5.85 5.8% 70.00 5.9%

雑誌類 1.55 1.5% 4.00 0.3%

ダンボール 1.47 1.5% 10.00 0.8%

小型家電 0.00 0.0% 0.00 0.0%

ガラス類（空ビン類除く） 0.00 0.0% 0.00 0.0%

陶磁器類 0.00 0.0% 0.00 0.0%

金属類 0.12 0.1% 1.05 0.1%

ボタン電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

小型充電式電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

水銀使用製品 0.00 0.0% 0.00 0.0%

その他不燃物 0.00 0.0% 0.00 0.0%

不
燃
物

家庭系可燃ごみ（市街地）調査結果

直接廃棄

（100%残存）

直接廃棄

（50%以上残存）

直接廃棄

（50%未満残存）

資
源
物

古
紙
類

重量 容積分類品目

可
燃
物

厨
芥
類
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② 郊外 

調査結果は図-2及び表-21に示すとおりである。 

調査の結果をみると、約 16％が資源ごみとなっている。 

また、食品ロスと判断された厨芥類は約 11％となっている。 

一方、不燃物については 0.2％と非常に少なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 家庭系可燃ごみ（郊外）調査結果 

 

 

  

可燃物

83.8%

資源物

16.0%

厨芥類

28.4%

可燃物（厨芥除く）

55.4%

資源物（古紙

類を除く）

14.2%

古紙類 1.8%

不燃物 0.2%

調理くず

15.7%

直接廃棄（100%残存） 6.0%

直接廃棄（50%以上残存） 2.6%

直接廃棄（50%未満残存） 0.5%

食べ残し 2.0%

その他厨芥類 1.6%

繊維類 3.1%

プラスチック類 2.7%

ゴム類 0.1%

草木類

24.5%

その他可燃物

25.0%

プラスチック製

容器包装 9.8%

ミックスペーパー 3.1%

空ビン類 0.1%

ペットボトル 0.9%

紙パック 0.4%

新聞紙 1.6%

ダンボール 0.2%

陶磁器類 0.1%

金属類 0.1%

食品ロス

11.1％
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表 21 家庭系可燃ごみ（郊外）調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重量（kg） 割合 容積（ℓ） 割合

調理くず 29.61 15.7% 57.00 4.2%

消費期限期限内 0.00 0.0% 0.00 0.0%

消費期限期限切れ 1.30 0.7% 2.00 0.2%

賞味期限期限内 0.06 0.0% 0.50 0.0%

賞味期限期限切れ 1.44 0.8% 3.00 0.2%

表示なし 8.44 4.5% 8.00 0.6%

消費期限期限内 0.00 0.0% 0.00 0.0%

消費期限期限切れ 0.45 0.2% 2.00 0.2%

賞味期限期限内 0.65 0.3% 1.00 0.1%

賞味期限期限切れ 0.86 0.5% 1.50 0.1%

表示なし 2.85 1.5% 7.00 0.5%

消費期限期限内 0.00 0.0% 0.00 0.0%

消費期限期限切れ 0.21 0.1% 1.00 0.1%

賞味期限期限内 0.05 0.0% 0.05 0.0%

賞味期限期限切れ 0.33 0.2% 0.50 0.0%

表示なし 0.31 0.2% 0.50 0.0%

食べ残し 3.79 2.0% 7.00 0.5%

その他厨芥類 3.07 1.6% 7.00 0.5%

繊維類 5.87 3.1% 70.70 5.2%

プラスチック類 5.12 2.7% 106.00 7.8%

ゴム類 0.20 0.1% 4.00 0.3%

皮革類 0.00 0.0% 0.00 0.0%

草木類 46.15 24.5% 290.00 21.3%

その他可燃物 46.95 25.0% 195.00 14.3%

プラスチック製容器包装 18.38 9.8% 321.00 23.6%

ミックスペーパー 5.78 3.1% 120.00 8.8%

空カン類 0.02 0.0% 0.50 0.0%

空ビン類 0.18 0.1% 0.30 0.0%

ペットボトル 1.67 0.9% 80.00 5.9%

紙パック 0.71 0.4% 10.00 0.7%

乾電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

新聞紙 3.01 1.6% 60.00 4.4%

雑誌類 0.00 0.0% 0.00 0.0%

ダンボール 0.32 0.2% 2.00 0.2%

小型家電 0.00 0.0% 0.00 0.0%

ガラス類（空ビン類除く） 0.00 0.0% 0.00 0.0%

陶磁器類 0.16 0.1% 0.10 0.0%

金属類 0.24 0.1% 4.00 0.3%

ボタン電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

小型充電式電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

水銀使用製品 0.00 0.0% 0.00 0.0%

その他不燃物 0.00 0.0% 0.00 0.0%

不
燃
物

直接廃棄

（100%残存）

直接廃棄

（50%以上残存）

直接廃棄

（50%未満残存）

家庭系可燃ごみ（郊外）調査結果
分類品目 重量 容積

可
燃
物

厨
芥
類

資
源
物

古
紙
類
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③ 家庭系全体 

調査結果は図-3及び表-22に示すとおりである。 

調査の結果をみると、約 24％が資源ごみとなっている。 

また、食品ロスと判断された厨芥類は約 11％となっている。 

一方、不燃物については 0.2％と非常に少なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 家庭系可燃ごみ（全体）調査結果 
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表-22 家庭系可燃ごみ（全体）調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重量(kg) 割合 容積(ℓ) 割合

調理くず 38.06 13.1% 76.00 3.0%

消費期限期限内 0.18 0.1% 1.00 0.0%

消費期限期限切れ 1.70 0.6% 3.00 0.1%

賞味期限期限内 0.10 0.0% 0.52 0.0%

賞味期限期限切れ 2.47 0.9% 4.00 0.2%

表示なし 11.80 4.1% 14.00 0.6%

消費期限期限内 0.00 0.0% 0.00 0.0%

消費期限期限切れ 0.68 0.2% 2.50 0.1%

賞味期限期限内 0.75 0.3% 1.30 0.1%

賞味期限期限切れ 0.86 0.3% 1.50 0.1%

表示なし 3.54 1.2% 8.00 0.3%

消費期限期限内 0.03 0.0% 0.05 0.0%

消費期限期限切れ 0.44 0.2% 1.50 0.1%

賞味期限期限内 0.05 0.0% 0.05 0.0%

賞味期限期限切れ 0.34 0.1% 0.52 0.0%

表示なし 3.13 1.1% 6.50 0.3%

食べ残し 6.78 2.3% 13.00 0.5%

その他厨芥類 8.62 3.0% 15.00 0.6%

繊維類 8.82 3.1% 122.70 4.8%

プラスチック類 9.05 3.1% 236.00 9.2%

ゴム類 0.95 0.3% 5.50 0.2%

皮革類 3.00 1.0% 8.00 0.3%

草木類 50.80 17.5% 320.50 12.6%

その他可燃物 68.79 23.8% 371.00 14.5%

プラスチック製容器包装 35.06 12.1% 713.00 27.9%

ミックスペーパー 14.36 5.0% 280.00 11.0%

空カン類 0.87 0.3% 6.50 0.3%

空ビン類 0.50 0.2% 1.30 0.1%

ペットボトル 3.95 1.4% 150.00 5.9%

紙パック 1.32 0.5% 40.00 1.6%

乾電池 0.02 0.0% 0.05 0.0%

新聞紙 8.86 3.1% 130.00 5.1%

雑誌類 1.55 0.5% 4.00 0.2%

ダンボール 1.79 0.6% 12.00 0.5%

小型家電 0.00 0.0% 0.00 0.0%

ガラス類（空ビン類除く） 0.00 0.0% 0.00 0.0%

陶磁器類 0.16 0.1% 0.10 0.0%

金属類 0.36 0.1% 5.05 0.2%

ボタン電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

小型充電式電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

水銀使用製品 0.00 0.0% 0.00 0.0%

その他不燃物 0.00 0.0% 0.00 0.0%

不
燃
物

直接廃棄

（100%残存）

直接廃棄

（50%以上残存）

直接廃棄

（50%未満残存）

家庭系可燃ごみ（全体）調査結果
分類品目 重量 容積

可
燃
物

厨
芥
類

資
源
物

古
紙
類
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（2）事業系可燃ごみ 

調査結果は図-4及び表-23に示すとおりである。 

調査の結果をみると、約 31％が資源ごみとなっている。 

また、食品ロスと判断された厨芥類は約３％となっている。 

一方、不燃物については 0.7％と少なかった。 

また、排出されているごみの中には、プラスチック類などの産業廃棄物に分類される

ごみが確認されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 事業系可燃ごみ調査結果 

 

 

  

可燃物合計

68.4%

資源物合計

30.9%

厨芥類

8.3%

可燃物（厨芥除く）

60.1%

資源物（古紙

類を除く）

26.1%

古紙類

4.8%

不燃物 0.7%

調理くず

3.4%

直接廃棄（100%残存） 0.3%

直接廃棄（50%以上残存） 0.2%

直接廃棄（50%未満残存） 0.1%

食べ残し 2.3%

その他厨芥類 2.0%

繊維類 6.7%

プラスチック類

8.8%

ゴム類 0.8%

草木類 7.1%

名刺サイズ未満、

シュレッダーくず

5.8%

その他可燃物 30.9%

プラスチック製

容器包装 6.4%

ミックスペーパー

17.3%

空カン類 0.3%

空ビン類 0.4%

ペットボトル 1.5%

紙パック 0.3%

新聞紙

3.4%

雑誌類 0.9%

ダンボール 0.5%

ガラス類（空ビン類除く） 0.1%

金属類 0.6%

食品ロス2.9％
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表-23 事業系可燃ごみ調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※家庭系ごみと同一の分類品目で調査を実施。表中の分類品目は、調査上の分類であり、

実際の事業系ごみの分類を表すものではない。  

重量(kg) 割合 容積(ℓ) 割合

調理くず 6.69 3.4% 16.00 0.9%

消費期限期限内 0.10 0.1% 0.20 0.0%

消費期限期限切れ 0.00 0.0% 0.00 0.0%

賞味期限期限内 0.22 0.1% 0.05 0.0%

賞味期限期限切れ 0.00 0.0% 0.00 0.0%

表示なし 0.18 0.1% 0.20 0.0%

消費期限期限内 0.06 0.0% 0.20 0.0%

消費期限期限切れ 0.05 0.0% 0.05 0.0%

賞味期限期限内 0.16 0.1% 0.30 0.0%

賞味期限期限切れ 0.00 0.0% 0.00 0.0%

表示なし 0.20 0.1% 0.50 0.0%

消費期限期限内 0.02 0.0% 0.20 0.0%

消費期限期限切れ 0.00 0.0% 0.00 0.0%

賞味期限期限内 0.05 0.0% 0.20 0.0%

賞味期限期限切れ 0.00 0.0% 0.00 0.0%

表示なし 0.23 0.1% 0.10 0.0%

食べ残し 4.62 2.3% 8.50 0.5%

その他厨芥類 3.98 2.0% 8.00 0.4%

繊維類 13.35 6.7% 70.00 3.8%

プラスチック類 17.52 8.8% 425.00 23.1%

ゴム類 1.56 0.8% 10.50 0.6%

皮革類 0.00 0.0% 0.00 0.0%

草木類 14.11 7.1% 92.00 5.0%

名刺サイズ未満、シュレッダーくず 11.48 5.8% 105.00 5.7%

その他可燃物 61.43 30.9% 365.00 19.8%

プラスチック製容器包装 12.67 6.4% 290.10 15.7%

ミックスペーパー 34.36 17.3% 250.00 13.6%

空カン類 0.57 0.3% 3.00 0.2%

空ビン類 0.77 0.4% 3.00 0.2%

ペットボトル 2.98 1.5% 90.20 4.9%

紙パック 0.52 0.3% 5.50 0.3%

乾電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

新聞紙 6.84 3.4% 86.00 4.7%

雑誌類 1.69 0.9% 2.00 0.1%

ダンボール 0.96 0.5% 6.50 0.4%

小型家電 0.00 0.0% 0.00 0.0%

ガラス類（空ビン類除く） 0.21 0.1% 1.00 0.1%

陶磁器類 0.00 0.0% 0.00 0.0%

金属類 1.13 0.6% 4.00 0.2%

ボタン電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

小型充電式電池 0.00 0.0% 0.00 0.0%

水銀使用製品 0.00 0.0% 0.00 0.0%

その他不燃物 0.00 0.0% 0.00 0.0%

重量 容積

直接廃棄

（50%以上残存）

直接廃棄

（50%未満残存）

分類品目

不
燃
物

可
燃
物

厨
芥
類

資
源
物

古
紙
類

事業系調査結果

直接廃棄

（100%残存）
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資料５ 市民・事業者アンケートの調査結果 

 

１．市民アンケート調査結果 

（１）調査概要 

① 調査の目的 

市民の環境に対する意識、市が掲げる施策や具体的な減量化・資源化策の周知状況、

具体的な減量化・資源化の取り組み、ごみの分別や排出状況、新美化センターの整備

に関する希望等の把握を目的に実施しました。 

 

② 調査対象 

対象者は年代別に無作為に抽出した市民 3,000人を対象としました。 

 

③ 調査方法 

郵送による調査票の配布・回収を基本として、インターネットでの回答を実施しま

した。 

 

④ 調査日 

調査票送付日  令和 4年 7月 14日（発送） 

調査票回収日  令和 4年 8月 5日 

 

⑤ 回収状況 

発 送 数：3,000通 

有効発送数：2,992通（宛先不明等による返戻：8通） 

有効回答数：1,331通（郵送回収：1,129通、インターネット回収：202通) 

有効回答率：44.5％ 

 

⑥ 留意事項 

・調査票の回収は令和 4 年 8 月 5 日消印を締め切りと設定していましたが、令和 4 年

8月 25日までに到着した調査票を有効としました。 

・集計結果の表中の割合は小数第二位を四捨五入しているため、合計が 100％となら

ない場合があります。 

 

（２）集計結果 

市民アンケート結果は次のとおりです。 
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【基本的事項】 

問１ あなたの年齢について次の中からお選びください。（１つに○をつけてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたの世帯の人数は何人ですか。（１つに○をつけてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ お住まいの地域を次の中からお選びください。（１つに○をつけてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ お住まいの居住形態を次の中からお選びください。（１つに○をつけてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合
（%）

1 戸建住宅（持家） 1,011 76.0
2 戸建住宅（賃貸） 33 2.5
3 集合住宅（持家） 98 7.4
4 集合住宅（賃貸） 172 12.9
5 併用住宅（店舗・事務所等） 7 0.5
6 その他（　　　　） 8 0.6

無回答 2 0.2
計 1,331 100

選択肢

回答数
（人）

割合
（%）

1 家島地域 11 0.8
2 夢前地域 60 4.5
3 香寺地域 58 4.4
4 安富地域 13 1.0
5 その他市内 1,188 89.3

無回答 1 0.1
計 1,331 100

選択肢

回答数
（人）

割合
（%）

1 １人 163 12.2
2 ２人 455 34.2
3 ３人 312 23.4
4 ４人 256 19.2
5 ５人 95 7.1
6 ６人以上 48 3.6

無回答 2 0.2
計 1,331 100

選択肢

回答数
（人）

割合
（%）

1 １０代 36 2.7
2 ２０代 71 5.3
3 ３０代 144 10.8
4 ４０代 199 15.0
5 ５０代 237 17.8
6 ６０代 246 18.5
7 ７０代以上 396 29.8

無回答 2 0.2
計 1,331 100

選択肢
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【ごみの減量化・資源化への取り組み】 

問５ あなたは、ごみを減量するために、どのようなことを実践していますか。 

（当てはまるもの全て選択してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 姫路市の施策としてどのようなことに取り組めば、ごみの減量につながると思いま

すか。（２つまで選択可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ あなたがごみの減量化や資源化についての取り組みを行うためには、どのような情

報が必要であると思いますか。（３つまで選択可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）
1. ごみの減量の方法 530 43.4
2. ごみを資源化するための方法 455 37.3
3. 家庭から出たごみや分別された資源の処理状況 475 38.9
4. 資源化に配慮した商品の紹介 324 26.5
5. スーパー等の店頭回収場所 441 36.1
6. リサイクルショップやフリーマーケットの情報 135 11.1
7. 姫路市内で出されたごみの処理量やその経費 339 27.8
8. 特に必要な情報はない 60 4.9

無回答 110 －
計 2,869 －

選択肢

※有効回答数(1,221件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）

1.
プラスチック容器包装やミックスペーパーなど分別
に協力している住民に対する姫路ポイントなどポイ
ントの付与

804 70.0

2. 可燃ごみの指定袋の値上げ（手数料を上乗せする） 171 14.9
3. 可燃ごみの収集回数を減らす 78 6.8
4. 分別しない住民に対して罰則を設ける 168 14.6

5.
ごみステーションに出されたごみの開封調査とその
結果による警告の実施

91 7.9

6. その他 153 13.3
無回答 182 －

計 1,647 －

選択肢

※有効回答数(1,149件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）

1.
マイバッグ等を持参し、レジ袋を貰わないよう努めて
いる

1,205 94.7

2. 繰り返し使用可能な商品を購入するよう努めている 435 34.2
3. 日頃からごみの分別を徹底している 839 66.0

4.
再生プラスチックなどの代替材料を使用した商品を
購入するなど、環境に配慮した消費行動を心掛け
ている

177 13.9

5.
スーパー等の店頭回収（空き缶やペットボトルの回
収など）を積極的に利用している

762 59.9

6.
リサイクルショップやフリーマーケット、専用アプリな
ど積極的に活用している

141 11.1

7.
フードドライブ等を利用するなど食品ロス削減を意
識している

54 4.2

8. 特に実践していることはない 51 4.0
9. その他 32 2.5

無回答 59 －
計 3,755 －

選択肢

※有効回答数(1,272件)に対する割合
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【現在のごみ分別、収集に関する満足度・改善点】 

問８ 現在、姫路市では、プラスチック容器包装やミックスペーパーの分別収集を行ってい

ます。このことについて、どのようにお考えですか。あなたの考えに合うものをお選びくだ

さい。（１つだけ選択してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ あなたのご家庭では、以下の品目をどのように処理されていますか。すべての該当す

る処理方法に〇をつけてください。 

①  衣類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 新聞紙（チラシ含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 217 17.2
2. 市の可燃ごみ収集に出す 95 7.5

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

58 4.6

4. 市の粗大ごみ収集に出す 366 29.0
5. 市の処理施設に持ち込む 4 0.3
6. 地域の集団回収に出す 228 18.1
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 496 39.3
8. スーパーなどの店頭回収に出す 33 2.6
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 37 2.9

無回答 69 －
計 1603 －

選択肢

※有効回答数(1,262件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 23 1.8
2. 市の可燃ごみ収集に出す 451 36.1

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

14 1.1

4. 市の粗大ごみ収集に出す 708 56.7
5. 市の処理施設に持ち込む 19 1.5
6. 地域の集団回収に出す 80 6.4
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 62 5.0
8. スーパーなどの店頭回収に出す 32 2.6
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 352 28.2

無回答 82 －
計 1,823 －

選択肢

※有効回答数(1,249件)に対する割合

回答数
（人）

割合
（%）

1
ごみの中には分別すれば資源化できそうなもの
がまだあり、分別区分を増やした方がよい

104 7.8

2
分別区分が多く、負担になっているため、もっ
と簡潔にしてほしい 171 12.8

3 無理なく分別に取り組めており、ちょうどよい 864 64.9

4
無理なく分別に取り組めているが、収集回数を
増やしてほしい品目がある
（増やしてほしい品目：　　　　　　　　）

72 5.4

5 その他（　　　　） 29 2.2
無回答 91 6.8

計 1,331 100

選択肢
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③  雑誌類（書籍・マンガ等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  ダンボール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤  ティッシュ箱や菓子箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 6 0.5
2. 市の可燃ごみ収集に出す 477 37.9

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

642 51.0

4. 市の粗大ごみ収集に出す 52 4.1
5. 市の処理施設に持ち込む 2 0.2
6. 地域の集団回収に出す 37 2.9
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 105 8.3
8. スーパーなどの店頭回収に出す 10 0.8
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 7 0.6

無回答 73 －
計 1,411 －

選択肢

※有効回答数(1,258件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 10 0.8
2. 市の可燃ごみ収集に出す 36 2.8

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

27 2.1

4. 市の粗大ごみ収集に出す 439 34.6
5. 市の処理施設に持ち込む 11 0.9
6. 地域の集団回収に出す 229 18.0
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 743 58.6
8. スーパーなどの店頭回収に出す 36 2.8
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 34 2.7

無回答 62 －
計 1,627 －

選択肢

※有効回答数(1,269件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 103 8.1
2. 市の可燃ごみ収集に出す 47 3.7

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

41 3.2

4. 市の粗大ごみ収集に出す 441 34.9
5. 市の処理施設に持ち込む 8 0.6
6. 地域の集団回収に出す 218 17.2
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 576 45.6
8. スーパーなどの店頭回収に出す 27 2.1
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 92 7.3

無回答 67 －
計 1,620 －

選択肢

※有効回答数(1,264件)に対する割合
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⑥  シュレッダーした紙類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦  牛乳パックなどの紙パック 

（500㎖未満） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 牛乳パックなどの紙パック 

（500㎖以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 69 5.6
2. 市の可燃ごみ収集に出す 346 28.2

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

143 11.7

4. 市の粗大ごみ収集に出す 235 19.2
5. 市の処理施設に持ち込む 3 0.2
6. 地域の集団回収に出す 60 4.9
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 34 2.8
8. スーパーなどの店頭回収に出す 438 35.7
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 11 0.9

無回答 105 －
計 1,444 －

選択肢

※有効回答数(1,226件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 129 10.5
2. 市の可燃ごみ収集に出す 439 35.7

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

144 11.7

4. 市の粗大ごみ収集に出す 179 14.6
5. 市の処理施設に持ち込む 5 0.4
6. 地域の集団回収に出す 48 3.9
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 33 2.7
8. スーパーなどの店頭回収に出す 341 27.7
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 8 0.7

無回答 102 －
計 1,428 －

選択肢

※有効回答数(1,229件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 333 28.5
2. 市の可燃ごみ収集に出す 739 63.3

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

69 5.9

4. 市の粗大ごみ収集に出す 15 1.3
5. 市の処理施設に持ち込む 1 0.1
6. 地域の集団回収に出す 8 0.7
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 7 0.6
8. スーパーなどの店頭回収に出す 4 0.3
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 4 0.3

無回答 164 －
計 1,344 －

選択肢

※有効回答数(1,167件)に対する割合
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⑨ 卵パック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ ペットボトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ アルミ缶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 17 1.3
2. 市の可燃ごみ収集に出す 19 1.5

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

37 2.9

4. 市の粗大ごみ収集に出す 640 50.2
5. 市の処理施設に持ち込む 6 0.5
6. 地域の集団回収に出す 172 13.5
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 103 8.1
8. スーパーなどの店頭回収に出す 523 41.0
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 31 2.4

無回答 55 －
計 1,603 －

選択肢

※有効回答数(1,276件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 7 0.5
2. 市の可燃ごみ収集に出す 54 4.2

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

201 15.8

4. 市の粗大ごみ収集に出す 442 34.6
5. 市の処理施設に持ち込む 4 0.3
6. 地域の集団回収に出す 75 5.9
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 49 3.8
8. スーパーなどの店頭回収に出す 677 53.1
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 11 0.9

無回答 55 －
計 1,575 －

選択肢

※有効回答数(1,276件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 24 1.9
2. 市の可燃ごみ収集に出す 235 18.7

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

832 66.3

4. 市の粗大ごみ収集に出す 31 2.5
5. 市の処理施設に持ち込む 3 0.2
6. 地域の集団回収に出す 23 1.8
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 6 0.5
8. スーパーなどの店頭回収に出す 133 10.6
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 11 0.9

無回答 77 －
計 1,375 －

選択肢

※有効回答数(1,254件)に対する割合
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⑫ スチール缶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ 空ビン（無色・茶色・その他） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 乾電池等（乾電池・リチウム一次電池・水銀体温計等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 15 1.2
2. 市の可燃ごみ収集に出す 30 2.4

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

20 1.6

4. 市の粗大ごみ収集に出す 1,017 80.3
5. 市の処理施設に持ち込む 14 1.1
6. 地域の集団回収に出す 158 12.5
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 8 0.6
8. スーパーなどの店頭回収に出す 19 1.5
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 13 1.0

無回答 65 －
計 1,359 －

選択肢

※有効回答数(1,266件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 21 1.6
2. 市の可燃ごみ収集に出す 19 1.5

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

26 2.0

4. 市の粗大ごみ収集に出す 1,009 79.1
5. 市の処理施設に持ち込む 15 1.2
6. 地域の集団回収に出す 152 11.9
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 17 1.3
8. スーパーなどの店頭回収に出す 48 3.8
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 10 0.8

無回答 56 －
計 1373 －

選択肢

※有効回答数(1,275件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 22 1.7
2. 市の可燃ごみ収集に出す 22 1.7

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

32 2.5

4. 市の粗大ごみ収集に出す 723 57.0
5. 市の処理施設に持ち込む 8 0.6
6. 地域の集団回収に出す 124 9.8
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 75 5.9
8. スーパーなどの店頭回収に出す 430 33.9
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 18 1.4

無回答 63 －
計 1,517 －

選択肢

※有効回答数(1,268件)に対する割合
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⑮ 小型充電式電池（リチウムイオン電池・ニッケル電池・ニカド電池、ボタン電池） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯ 使い捨てライタ－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 姫路市では、粗大ごみを捨てるために収集場所に持ち込む必要がありますが、粗大

ごみの戸別収集（家の前）を行っている自治体もあります。粗大ごみの収集方法についてど

のように思いますか。（１つだけ選択してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 410 33.8
2. 市の可燃ごみ収集に出す 341 28.1

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

9 0.7

4. 市の粗大ごみ収集に出す 370 30.5
5. 市の処理施設に持ち込む 5 0.4
6. 地域の集団回収に出す 87 7.2
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 2 0.2
8. スーパーなどの店頭回収に出す 3 0.2
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 9 0.7

無回答 117 －
計 1,353 －

選択肢

※有効回答数(1,214件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 家庭から出ない 49 3.9
2. 市の可燃ごみ収集に出す 26 2.1

3.
市のプラスチック製容器包装またはミックスペー
パーの収集に出す

19 1.5

4. 市の粗大ごみ収集に出す 935 75.0
5. 市の処理施設に持ち込む 19 1.5
6. 地域の集団回収に出す 151 12.1
7. 民間の古紙回収ボックス等に出す 10 0.8
8. スーパーなどの店頭回収に出す 42 3.4
9. リサイクルショップや民間の回収業者に出す 26 2.1

無回答 84 －
計 1,361 －

選択肢

※有効回答数(1,247件)に対する割合

回答数
（人）

割合
（%）

1
これまでと同様で良い。（粗大ごみステーションに無

料で排出できる） 968 72.7

2
有料でも良いので戸別収集してほしい。（例：処理券

を購入したうえで、事前予約し、自宅前に排出する） 55 4.1

3
粗大ごみステーションと戸別収集を選択できる形が

望ましい。 250 18.8

4 その他（　　　　　　　　　　　） 23 1.7
無回答 35 2.6

計 1,331 100.0

選択肢
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【食品ロス削減の取り組み、プラスチックごみ削減方法について】 

問 11 姫路市では、フードドライブ活動やマッチングサービスの活用などを通じて食品ロ

ス削減運動を推進しています。姫路市が行う食品ロス削減運動についての取り組みを知っ

ていますか、また、参加（利用）したことはありますか。（１つだけ選択してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 問 11で「1」、「2」を回答された方にお聞きします。具体的にどのような活動に参加

（利用）しましたか。（当てはまるもの全て選択してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 問 11で「３」、「４」を回答された方にお聞きします。活動に参加しなかった理由は

何ですか。（１つだけ選択してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合
（%）

1 どのような活動があるのか知らないため 734 60.1

2
活動に参加してどのような効果があるのかわからないた

め 28 2.3

3 活動に興味はあるが、参加する方法がわからないため 216 17.7
4 活動に興味や関心がないため 117 9.6
5 その他（　　　　　　　　　） 64 5.2

無回答 63 5.2
計 1,222 100

選択肢

回答数
（人）

割合
（%）

1 積極的に参加（利用）している 12 0.9
2 参加（利用）したことはある 72 5.4
3 知っているが、参加（利用）したことはない 415 31.2
4 よく知らない 807 60.6

無回答 25 1.9
計 1,331 100.0

選択肢

回答数
（人）

割合
（%）

1.
フードドライブ（家庭で余っている賞味・消費期限が
切れていない食材を集め、必要とする人に配布する
活動）

36 40.7

2.
手前どり（賞味・消費期限が近い商品から買ってい
こうとする消費行動）

48 54.3

3.
マッチングサービス「Utteco　Katteco　byタベスケ」
（賞味・消費期限が近付いている商品や規格外品
などを安価で販売する情報を発信するサービス）

11 12.5

4.
３０１０運動（宴会などで開始後30分間、終了前10
分間は自席に座り食事をする行動）

4 4.6

5.
もったいない運動（食べきりの促進につながる取り組
みをしている事業者を募り、消費者の食品ロス削減
の意識啓発を行う運動）

3 3.5

6. その他 4 4.6
無回答 3 －

計 109 －

選択肢

※有効回答数(81件)に対する割合
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問 14 現在、姫路市では、プラスチック容器包装を分別回収しています。それ以外にどの

ような施策に取り組めば、プラスチックごみの削減につながると思いますか。（3 つまで選

択してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【将来に向けた具体的な施策について】 

問 15  ごみを減量化するには、ごみを出した人がその量に見合う処理費用を負担するとい

う有料化の方法が効果的であるといわれています。そのため、指定袋の値段に処理費用を上

乗せするなど、実際に有料化を実施している市町村もありますが、これについてどう思いま

すか。（１つだけ選択してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）

1.
プラスチック容器包装だけではなく、プラスチック製
品も含めた分別回収

500 39.9

2. プラスチック容器包装の収集回数を増やす 207 16.5

3.
店舗などでスプーンやストローなどの使い捨てプラ
スチックの受け取りを辞退した場合にポイント還元さ
れるサービスの普及

472 37.7

4.
店舗などでスプーンやストローなどの使い捨てプラ
スチックの受け取りを辞退する運動の実施

428 34.2

5.
スプーンやストローなどの使い捨てプラスチックの
有料化の義務付け

379 30.2

6. 分別しない住民に対して罰則を設ける 84 6.7
7. ごみの開封調査とその結果による警告の実施 41 3.3
8. その他 72 5.7

無回答 78 －
計 2,261 －

選択肢

※有効回答数(1,253件)に対する割合

回答数
（人）

割合
（%）

1 実施したほうがよい 118 8.9
2 どちらかといえば実施したほうがよい 109 8.2
3 ごみの種類によっては実施してもよい 191 14.4
4 条件によっては実施してもよい 174 13.1
5 どちらともいえない 245 18.4
6 どちらかといえば実施すべきではない 155 11.6
7 実施すべきではない 209 15.7
8 その他（　　　　　　　　　　　　　　） 31 2.3
9 分からない 63 4.7

無回答 36 2.7
計 1,331 100.0

選択肢
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問 16  問 15で「１．実施したほうがよい」～「４．条件によっては実施してもよい」

と回答した方にお聞きします。実施したほうがよいと考える理由はなんですか。（３つま

で選択可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問 17  問 15で「６．どちらかといえば実施すべきでない」、「７．実施すべきではない」

と回答した方にお聞きします。実施すべきではないと考える理由はなんですか。（２つまで

選択可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新美化センターの整備等について】 

問 18 姫路市の一般廃棄物の処理施設（美化センター）として「市川美化センター」と「エ

コパークあぼし」がありますが、これら美化センターに対し、どのようなイメージを持って

いますか。（３つまで選択可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 衛生的で文化的な生活を支える、必要不可欠な施設 718 59.2

2.
ごみ発電やリサイクルにより、循環型のまちづくりに寄与す
る施設

374 30.8

3.
災害時でもエネルギー供給ができるなど、防災に必要な施
設

133 11.0

4. ごみ問題など環境について学べる施設 357 29.4

5.
植物園や温水プールなどがあり、憩いの場となっている施
設

174 14.3

6. 汚く、臭いを発する施設 29 2.4
7. 事故が起きる可能性のある危険な施設 20 1.6
8. 煙突や排水口から環境によくないものを出している施設 28 2.3
9. 騒音や振動などで不快な施設 7 0.6
10. 景観に調和しない施設 5 0.4
11. 特に不快なイメージは持ってない 524 43.2
12. その他（　　　　　　　　　　　　） 53 4.4

無回答 118 －
計 2,540 －

選択肢

※有効回答数(1,213件)に対する割合

回答数
（人）

割合
（%）

1. ごみの減量に効果があるから 254 49.3
2. 資源の分別やリサイクルが進むから 173 33.6
3. ごみを出す人の責任が明確になるから 183 35.5
4. ごみ問題に対する意識や関心が高まるから 291 56.5
5. 他の市でも有料化しているから 9 1.7
6. ごみ量に応じた費用負担を公平にすべきだから 121 23.5
7. 社会の流れだから 26 5.0

8.
市の財政負担を軽減することで、他の市民サービス
の充実につながるから

74 14.4

9. その他（　　　　　　　　　　　　　　） 5 1.0
10. 特に理由はない 2 0.4

無回答 77 －
計 1,215 －

選択肢

※有効回答数(515件)に対する割合

回答数
（人）

割合
（%）

1. ごみの減量に効果があるとは思わないから 81 24.3
2. ごみ処理は今までどおり税金で行うべきであるから 74 22.2
3. 家庭の経済的な負担が大きくなるから 191 57.4
4. まず、経費削減などの効率化を先に行うべきだから 33 9.9
5. 不法投棄につながるおそれがあるから 168 50.5
6. その他（　　　　　　　　　　　　　　） 12 3.6
7. 特に理由はない 0 0.0

無回答 31 －
計 590 －

選択肢

※有効回答数(333件)に対する割合

24.3%

22.2%

57.4%

9.9%

50.5%

3.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答番号1

回答番号2

回答番号3

回答番号4

回答番号5

回答番号6

回答番号7
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問 19 現在の「市川美化センター」又は「エコパークあぼし」の施設について、気になって

いることや改善してほしいことはありますか。（当てはまるもの全て選択してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20  新美化センターの建設場所としてどのようなことが重要だと思いますか。 

（３つまで選択可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 21 新美化センターでは、安全で安定した稼働ができることは当然達成すべきことと考

えています。あなたはそれ以外に何を重視・期待しますか。あなたの考えに合うものを選択

してください。（３つまで選択可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）

1.
循環型社会形成への寄与（ごみの資源化、エネル
ギーの有効利用、脱炭素の推進）

680 55.4

2.
環境保全性（排ガス、臭気、騒音、振動、排水への対
応など）

690 56.2

3.
周辺環境との調和（敷地内の緑化、景観に配慮した
デザインなど）

227 18.5

4.
周辺交通への影響（渋滞につながらない、交通安全
の懸念が少ないなど）

237 19.3

5.
経済性（施設建設コストの縮減、ごみ処理コストの縮
減、売電収入など）

365 29.7

6. 利便性（ごみの持ち込みがしやすいなど） 421 34.3

7.
災害対策の拠点（施設の耐久性、災害時のエネル
ギー供給や避難所等の機能など）

228 18.6

8.
付属的な機能（環境学習・理科学習機能、市民の憩
いの場など）

119 9.7

9. その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　） 8 0.7
無回答 104 －

計 3,079 －

選択肢

※有効回答数(1,227件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）

1.
大規模な造成が不要など、建設コストを小さくできる場所で
あること

212 17.3

2. 用地取得にかかるコストを小さくできる場所であること 127 10.4

3.
ごみ収集が効率的にでき、収集にかかるコストを小さくでき
る場所であること

433 35.3

4.
建設コスト、収集コストが大きくなっても、安全性を優先する
場所であること

245 20.0

5. 民家や学校、病院から離れた場所であること 329 26.8
6. ごみの持ち込みがしやすい便利な場所であること 367 29.9

7.
災害時にもごみ処理を継続するため、自然災害で被害が
出にくい場所であること

415 33.8

8. 災害時の避難場所として利用しやすい場所であること 48 3.9
9. 周辺道路の混雑度が低い場所であること 158 12.9
10. 自然環境に影響が少ない場所であること 498 40.6
11. 景観に影響が少ない場所 83 6.8
12. その他（　　　　　　　　　　） 18 1.5

無回答 104 －
計 3,037 －

選択肢

※有効回答数(1,227件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 煙突から出る排ガスによる大気への影響 160 13.5

2.
施設の稼働や定期点検、改修工事などによる騒
音、振動

30 2.5

3. ごみ処理に伴う臭い 109 9.2

4.
ごみ収集車による市川美化センター又はエコパーク
あぼし周辺の交通状況

51 4.3

5. 建物の外観や景観 16 1.4
6. 市川美化センター又はエコパークあぼし内の緑化 65 5.5
7. 特にない 834 70.6
8. その他（　　　　　　　　　　　　） 67 5.7

無回答 150 －
計 1,482 －

選択肢

※有効回答数(1,181件)に対する割合
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問 22 新美化センターに付帯施設を整備する場合、どのような施設があれば良いと思いま

すか。なお、具体的な希望施設の提案がある場合は、（   ）内に記載してください。（２

つまで選択可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23 新美化センターを中心とした地域づくりを進める場合、施設の周辺に何が必要だと

思いますか。（２つまで選択可能） 

  

 

 

 

 

 

 

 

問 24 あなたの住んでいる地域（校区など）に新美化センターを建設することとなった場

合、どのように考えますか。（１つだけ選択してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 環境学習・理科学習のできる施設 408 19.2
2. 余熱を利用したスポーツ施設 397 18.7
3. 植物園など花と緑にあふれた施設 373 17.6

4.
災害時のエネルギー供給や避難所等の機能を持つ施
設

620 29.2

5. 遊園地などの娯楽施設 87 4.1
6. 水素ステーション 81 3.8
7. その他：具体的な希望施設（　　　　　　　　） 21 1.0

無回答 138 －
計 2,125 －

選択肢

※有効回答数(1,193件)に対する割合

回答数
（人）

割合
（%）

1 地域の発展、活性化につながるならよい 134 10.1

2
必要不可欠な施設なので、適地となったのなら

仕方がない
206 15.5

3 環境対策が万全の施設ならよい 544 40.9
4 交通混雑など生活に影響がないのならよい 159 11.9
5 具体的な理由はないが反対 109 8.2
6 絶対に反対 26 2.0
7 その他（　　　　　　　　　　　　） 24 1.8

無回答 129 9.7
計 1,331 100

選択肢

回答数
（人）

割合※

（%）
1. 公民館など地域住民が利用できる施設の建設 192 16.1
2. 大型商業施設など地域が活性化する施設の誘致 197 16.5
3. 公園や緑地など地域住民の憩いの場の設置 661 55.3
4. 民間企業等との余熱利用等での連携 534 44.7
5. スポーツによる地域活性化に向けた連携 211 17.7
6. その他（　　　　　　　　　　　　　　） 18 1.5

無回答 136 －
計 1,949 －

選択肢

※有効回答数(1,195件)に対する割合
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２．事業者アンケート調査結果 

（１）調査概要 

① 調査の目的 

事業者のごみ減量化・資源化への取り組み、ごみ減量化・資源化を進める上での課

題、有効な施策等を把握することを目的としました。 

 

② 調査対象 

対象市内事業者 500社を対象としました。 

調査対象業種については、食品ロス削減の取り組み状況などを調査するため、「製造

業（食料品製造業）」、「卸売業，小売業（飲食料品卸売業、飲食料品小売業）」、「宿泊

業、飲食サービス業（宿泊業、飲食店）」を中心として選定しました。 

なお、市内事業者 500 社の選定については、姫路商工会議所会員企業より抽出しま

した。 

 

③ 調査方法 

郵送による調査票の配布・回収をしました。 

 

④ 調査日 

調査票送付日  令和 4年 7月 14日（発送） 

調査票回収日  令和 4年 7月 31日 

 

⑤ 回収状況 

発 送 数： 500通 

有効発送数： 500通 

有効回答数： 209通 

有効回答率：41.8％ 

 

⑥ 留意事項 

・調査票の回収は令和 4年 7月 31日消印を締め切りと設定していましたが、令和 4年

8月 25日までに到着した調査票を有効としました。 

・集計結果の表中の割合は小数第二位を四捨五入しているため、合計が 100％となら

ない場合があります。 

 

（２）集計結果 

事業者アンケート結果は次のとおりです。 
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【基本的事項】 

問１ 貴社及び記入者に関する情報（所在地、社名、業種、担当者名、連絡先）をご記入く

ださい。 

 

問２ 貴社の従業員数（パート、アルバイト等を含む。）は何人ですか。（１つだけ選択して

ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ごみの減量化・資源化への取り組み】 

問３ 貴社における、環境対策やごみの減量化・資源化のための取り組みについてお聞かせ

ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 問３で「1」、「2」と回答された方にお聞きします。貴社がごみの減量化・資源化に取

り組んでいる理由は何ですか。（２つまで選択可能） 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合
（%）

1 1～4人 77 36.8
2 5～9人 47 22.5
3 10～19人 31 14.8
4 20～29人 16 7.7
5 30～49人 18 8.6
6 50～99人 9 4.3
7 100～199人 5 2.4
8 200～299人 2 1.0
9 300人以上 4 1.9

無回答 0 0.0
計 209 95

選択肢

回答数
（人）

割合※

（%）
1 ごみの減量化に寄与したいため 57 36.1
2 資源の有効利用が大切だと思うため 93 58.9
3 企業イメージアップのため 2 1.3
4 ルールで定められているため 41 25.9
5 ごみ処理経費を抑えたいため 49 31.0
6 その他 2 1.3

無回答 16 -
計 260 -

選択肢

※有効回答数(158件)に対する割合

回答数
（人）

割合
（%）

1 積極的に取り組んでいる 40 19.2
2 ある程度取り組んでいる 134 64.4
3 あまり取り組んでいない 31 14.9
4 全く取り組んでいない 3 1.4

無回答 1 -
計 209 100

選択肢
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問５ 問３で「1」、「2」と回答された方にお聞きします。貴社が行っている取り組みは具体

的に何ですか。（当てはまるもの全て選択してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 問３で「3」、「4」と回答された方にお聞きします。貴社がごみの減量化・資源化に取

り組んでいない理由は何ですか。（2つまで選択可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 貴社において、ごみの減量化や資源化を進めるうえで課題と感じていることは何で

すか。（2つまで選択可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）

1
ごみの減量化・資源化等の計画・マニュアル等の作
成

13 8.6

2
ごみの減量化・資源化に関する社内教育・研修の
実施

19 12.5

3 書類・資料のペーパーレス化 45 29.6

4
包装廃棄物の抑制（過剰包装の自粛、簡易包装の
推奨、納入業者への依頼）

64 42.1

5 再生品・再生紙の利用促進 62 40.8
6 金属類や古紙類等の資源化 52 34.2
7 リース品等の活用 12 7.9
8 その他 7 4.6

無回答 22 -
計 296 -

選択肢

※有効回答数(152件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1 事業活動の効率性が失われるため 7 20.6
2 手間がかかるから 9 26.5
3 費用がかかるから 4 11.8
4 取り組みの効果が期待できないから 3 8.8
5 ノウハウや知識がないから 23 67.6
6 その他 2 5.9

無回答 0 -
計 48 -

選択肢

※有効回答数(34件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）

1
具体的なごみの減量化や資源化の方法がわからな
い

45 23.0

2 どのような効果が期待できるかわからない 37 18.9
3 人手、手間などの負担が増える 69 35.2
4 経費負担が増える 41 20.9
5 社内での研修・教育の方法がわからない 6 3.1
6 機密書類が多く、リサイクルが難しい 10 5.1
7 特に課題はない 60 30.6
8 その他 4 2.0

無回答 13 -
計 285 -

選択肢

※有効回答数(196件)に対する割合
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問８ 貴社において、排出量が多いごみは何ですか。（重量を把握していない場合は、推定

で構いません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 貴社において、次の品目の処理方法について該当するものに〇を付けてください。 

① ダンボール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 雑誌・パンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）
1 ダンボール 118 59.0
2 雑誌・パンフレット 18 9.0
3 新聞紙 29 14.5
4 コピー・OA用紙 29 14.5
5 シュレッダー紙 12 6.0
6 紙くず 25 12.5
7 調理くず 74 37.0
8 賞味期限切れ・品質保持期限切れ食品 20 10.0
9 残飯・茶殻等の生ごみ 47 23.5
10 木くず・剪定くず 0 0.0
11 ペットボトル 23 11.5
12 プラスチック類 27 13.5
13 その他 14 7.0

無回答 9 -
計 445 -

選択肢

※有効回答数(200件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1 発生しない 6 3.0
2 廃棄物処理許可業者に委託 51 25.6
3 自社で処理施設に持込 50 25.1
4 自社内で処理 6 3.0
5 有価で業者に売却 19 9.5
6 無償で業者が引き取り 64 32.2
7 分からない 1 0.5
8 その他（具体的に） 12 6.0

無回答 10 -
計 219 -

選択肢

※有効回答数(199件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1 発生しない 39 21.4
2 廃棄物処理許可業者に委託 49 26.9
3 自社で処理施設に持込 35 19.2
4 自社内で処理 10 5.5
5 有価で業者に売却 4 2.2
6 無償で業者が引き取り 40 22.0
7 分からない 0 0.0
8 その他（具体的に） 10 5.5

無回答 27 -
計 214 -

選択肢

※有効回答数(182件)に対する割合
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③ 新聞紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ コピー・OA用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ シュレッダー紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 紙くず 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）
1 発生しない 61 33.3
2 廃棄物処理許可業者に委託 40 21.9
3 自社で処理施設に持込 31 16.9
4 自社内で処理 10 5.5
5 有価で業者に売却 3 1.6
6 無償で業者が引き取り 34 18.6
7 分からない 0 0.0
8 その他（具体的に） 8 4.4

無回答 26 -
計 213 -

選択肢

※有効回答数(183件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1 発生しない 15 8.6
2 廃棄物処理許可業者に委託 82 46.9
3 自社で処理施設に持込 21 12.0
4 自社内で処理 29 16.6
5 有価で業者に売却 8 4.6
6 無償で業者が引き取り 17 9.7
7 分からない 0 0.0
8 その他（具体的に） 7 4.0

無回答 34 -
計 213 -

選択肢

※有効回答数(175件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1 発生しない 63 37.7
2 廃棄物処理許可業者に委託 57 34.1
3 自社で処理施設に持込 12 7.2
4 自社内で処理 15 9.0
5 有価で業者に売却 5 3.0
6 無償で業者が引き取り 14 8.4
7 分からない 0 0.0
8 その他（具体的に） 2 1.2

無回答 42 -
計 210 -

選択肢

※有効回答数(167件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1 発生しない 18 10.3
2 廃棄物処理許可業者に委託 86 49.4
3 自社で処理施設に持込 20 11.5
4 自社内で処理 23 13.2
5 有価で業者に売却 11 6.3
6 無償で業者が引き取り 15 8.6
7 分からない 0 0.0
8 その他（具体的に） 6 3.4

無回答 35 -
計 214 -

選択肢

※有効回答数(174件)に対する割合
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⑦ 残飯･茶殻等の生ごみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 木くず・剪定くず 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ ペットボトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ プラスチック類 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）
1 発生しない 33 18.1
2 廃棄物処理許可業者に委託 116 63.7
3 自社で処理施設に持込 7 3.8
4 自社内で処理 7 3.8
5 有価で業者に売却 9 4.9
6 無償で業者が引き取り 8 4.4
7 分からない 0 0.0
8 その他（具体的に） 7 3.8

無回答 27 -
計 214 -

選択肢

※有効回答数(182件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1 発生しない 102 63.0
2 廃棄物処理許可業者に委託 43 26.5
3 自社で処理施設に持込 6 3.7
4 自社内で処理 2 1.2
5 有価で業者に売却 3 1.9
6 無償で業者が引き取り 3 1.9
7 分からない 1 0.6
8 その他（具体的に） 2 1.2

無回答 47 -
計 209 -

選択肢

※有効回答数(162件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1 発生しない 30 16.0
2 廃棄物処理許可業者に委託 87 46.5
3 自社で処理施設に持込 17 9.1
4 自社内で処理 8 4.3
5 有価で業者に売却 5 2.7
6 無償で業者が引き取り 34 18.2
7 分からない 1 0.5
8 その他（具体的に） 7 3.7

無回答 22 -
計 211 -

選択肢

※有効回答数(187件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）
1 発生しない 28 15.3
2 廃棄物処理許可業者に委託 106 57.9
3 自社で処理施設に持込 15 8.2
4 自社内で処理 10 5.5
5 有価で業者に売却 6 3.3
6 無償で業者が引き取り 13 7.1
7 分からない 0 0.0
8 その他（具体的に） 5 2.7

無回答 26 -
計 209 -

選択肢

※有効回答数(183件)に対する割合
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問 10 ごみの減量化・資源化に関して、どのような情報を知りたいですか。（２つまで選択

可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【将来に向けた具体的な施策について】 

問 11 今後、ごみの減量や資源化を進めるために有効な施策は何だと思いますか。（3つま

で選択可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食品ロス削減の取り組み等について】 

問 13 国の方針で、SDGs の目標も踏まえ、2000 年度比で 2030 年までに、食品ロスを半減

させる目標があることを知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合※

（%）
1 収集運搬、処理の許可業者について 18 10.2
2 業種別の事業所でできる減量化・リサイクル方法 67 38.1
3 ごみの分別方法 13 7.4
4 他の事業者で取り組みされている事例 102 58.0
5 ごみ処理に関する問い合わせ先や相談窓口 24 13.6
6 その他 8 4.5

無回答 33 -
計 265 -

選択肢

※有効回答数(176件)に対する割合

回答数
（人）

割合※

（%）

1
業種別のごみ減量・リサイクルに関するマニュアルの
提供

84 45.2

2 ごみ減量・リサイクル手法の事例紹介 105 56.5
3 収集運搬業者、リサイクル業者に関する情報提供 58 31.2
4 優良事業所の紹介や表彰 10 5.4
5 情報交換や取組の意見交換ができる場の提供 11 5.9
6 事業者に対するごみ減量・リサイクルの啓発・指導 22 11.8
7 ルールを遵守していない事業者への指導強化 21 11.3
8 収集運搬業者への指導 6 3.2
9 事業者を対象とした廃棄物処理の講習会の開催 9 4.8
10 ごみ処理手数料の値上げ 4 2.2
11 社内研修などによる従業員の意識向上 16 8.6
12 その他 9 4.8

無回答 23 -
計 378 -

選択肢

※有効回答数(186件)に対する割合

回答数
（人）

割合
（%）

1 知っていた 134 64.1
2 知らなかった 70 33.5

無回答 5 2.4
計 209 100

選択肢
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問 14 姫路市では、食品ロス削減を目指し、食品ロス削減運動を推進しています。食品ロ

ス削減運動に関する取り組みを知っていますか、また、参加（利用）したことはありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 問 14で「1」、「2」を回答された方にお聞きします。具体的にどのような活動に参加

（利用）されましたか。（当てはまるもの全て選択してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 問 14 で「３」、「４」を回答された方にお聞きします。活動に参加（利用）しなかっ

た理由は何ですか。（１つだけ選択してください） 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
（人）

割合
（%）

1 積極的に参加（利用）している 7 3.3
2 参加（利用）したことはある 9 4.3
3 知っているが、参加（利用）したことはない 115 55.0
4 よく知らない 72 34.4

無回答 6 2.9
計 209 100

選択肢

回答数
（人）

割合※

（%）

1
フードドライブ（家庭で余っている賞味・消費期限が
切れていない食材を集め、必要とする人に配布する
活動）

5 33.3

2
手前どり（賞味・消費期限が近い商品から買ってい
こうとする消費行動）

6 40.0

3
マッチングサービス「うってこ　かってこ　byタベスケ」
（賞味・消費期限が近付いている商品や規格外品
などを安価で販売する情報を発信するサービス）

2 13.3

4

もったいない運動推進店登録制度（飲食店等で小
盛りメニューの設定や食べ残し料理の利用者からの
持ち帰り要望があった場合の状況に応じた対応など
に取り組む店舗、事業者の登録を行うことにより、取
り組みを推進し、また、取り組みを促すことで食品ロ
スの削減を目指していく）

5 33.3

5 その他 0 0.0
無回答 1 -

計 19 -

選択肢

※有効回答数(15件)に対する割合

回答数
（人）

割合
（%）

1 具体的な内容をよく知らないため 112 59.9
2 利用してどのような効果があるのかわからないため 14 7.5
3 利用したいと考えているが、やり方がわからないため 15 8.0
4 興味関心がないため 13 7.0
5 その他 12 6.4

無回答 21 11.2
計 187 100

選択肢
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問 17 貴社で食品ロスが発生するのは、どのようなことが原因ですか。（２つまで選択可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18 問 17 で「6」以外を回答された方にお聞きします。貴社で食品ロスを減らすために

取り組んでいることはありますか。（3つまで選択可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答数
（人）

割合※

（%）
1 賞味期限が切れてしまったため 63 33.3
2 消費期限が切れてしまったため 41 21.7
3 食品がいたんでしまったため 62 32.8
4 食材を仕入れすぎたため 10 5.3
5 その他 28 14.8
6 食品ロスは発生していない 41 21.7

無回答 20 -
計 265 -

選択肢

※有効回答数(189件)に対する割合
0% 20% 40% 60% 80%

回答数
（人）

割合※

（%）
1 食品の仕入れを最適化する 69 51.5
2 在庫管理を徹底する 87 64.9
3 フードバンクやフードドライブなどへの寄付 9 6.7
4 姫路市食品ロス削減マッチングサービスの活用 2 1.5
5 調理（生産）くずを減らすための調理（方法）の改善 27 20.1
6 売れ残りを出さない商品開発 27 20.1
7 小ロットの製造 17 12.7
8 少量販売 15 11.2
9 賞味期限の迫った商品の特価販売 21 15.7
10 その他 4 3.0
11 取り組んでいることはない 6 4.5

無回答 70 -
計 354 -

選択肢

※有効回答数(134件)に対する割合
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資料６ 市民意見（パブリック・コメント）提出手続きの結果 

現行計画の見直しに対し、「市民意見の提出手続を定める要綱」に基づき、市民意見（パ

ブリック・コメント）を実施しました。その結果は、次のとおりです。 

 

１．募集概要 

現行の姫路市一般廃棄物処理基本計画は、平成 30 年 3 月に平成 30 年度から平成 39

年度の 10 年間を計画期間とする新たな計画として策定されました。令和 4 年度は現行

計画の中間目標年度であることから、本市の一般廃棄物に関連する総合的かつ計画的な

施策及び取り組みを検討し、現行計画の見直しを行いますので、この計画案に対する市

民の皆様のご意見を募集します。 

（１）公表する資料 

姫路市一般廃棄物処理基本計画（案） 

姫路市一般廃棄物処理基本計画（案）概要版 

（２）資料の公表日 

令和 4年 12月 21日（水） 

（３）意見の募集期間 

令和 4年 12月 21日（水）～令和 5年年 1月 20日（金）※期間内必着 

（４）資料の閲覧場所 

美化業務課、市政情報センター、中央支所、白浜支所、広畑支所、網干支所、東出張

所、西出張所、林田出張所、飾東出張所、北出張所、船山出張所、花の北サービスセン

ター、城乾サービスセンター、安室サービスセンター、高岡サービスセンター、妻鹿サ

ービスセンター、勝原サービスセンター、的形サービスセンター、大塩サービスセンタ

ー、家島事務所、坊勢サービスセンター、夢前事務所、香寺事務所、安富事務所、飾磨

支所、駅前市役所、曽左公民館、四郷公民館、八幡公民館 

 

２．募集結果 

（１）結果 

11通 33件 

（２）意見に基づく修正点 

修正 12件  
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資料７ 一般廃棄物処理基本計画の見直し経過 

 

１．計画の見直し経過 

 

年月 経過 
姫路市環境審議会 

一般廃棄物処理基本計画見直し等委員会 

令和４年 

５月 

 第１回環境審議会（5/31） 

第１回一般廃棄物処理基本計画見直し等

委員会（5/31） 

６月 
家庭系可燃ごみのごみ質調査（6/9、10） 

事業系可燃ごみのごみ質調査（6/8） 

第２回一般廃棄物処理基本計画見直し等

委員会（6/27） 

７月 
市民アンケート調査（7/14～8/5） 

事業所アンケート調査（7/14～7/31） 

第３回一般廃棄物処理基本計画見直し等

委員会（7/28） 

８月 

 第４回一般廃棄物処理基本計画見直し等

委員会（8/1）（現地視察） 

第５回一般廃棄物処理基本計画見直し等

委員会（8/25） 

９月 
  

10月 
 第６回一般廃棄物処理基本計画見直し等

委員会（10/7） 

11月 
 第２回環境審議会（11/15） 

12月 
パブリック・コメント（12/21～翌 1/20）  

令和５年 

１月 

  

２月 
  

３月 
市議会（厚生委員会）報告 

計画見直し 

 

   ※第３回及び第４回委員会では、一般廃棄物処理基本計画見直しについての審議なし 

 

２．姫路市環境審議会・一般廃棄物処理基本計画見直し等委員会 

（１）姫路市環境審議会及び一般廃棄物処理基本計画見直し等委員会での審議 

現行計画の見直しについては、姫路市環境審議会に諮問され、同審議会内の一般廃棄

物処理基本計画見直し等委員会において審議された後、同審議会より答申を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物処理基本計画見直し等委員会での審議     姫路市環境審議会より答申 
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（２）姫路市環境審議会及び一般廃棄物処理基本計画見直し等委員会名簿 

 

表 姫路市環境審議会の構成 

項 目 氏 名 所属等 

会 長 中瀬  勲 兵庫県立人と自然の博物館 館長  

副 会 長 〇 長田  秀人 姫路市連合自治会 副会長 

委 員 〇 秋本  剛宏 公益社団法人姫路青年会議所 理事長 

委 員 家永  善文 兵庫県自然保護指導員 

委 員 〇 石井  宏治 兵庫県弁護士会姫路支部 

委 員 〇 岩田  稔恵 姫路市連合婦人会 会長 

委 員 浦上  文男 一般社団法人姫路薬剤師会 会長 

委 員 小河  晶子 姫路大学教育学部 教授（R4.9 末まで） 

委 員 奥    勇一郎 兵庫県立大学 環境人間学部 准教授 

委 員 〇 小島  理沙 京都経済短期大学 経営情報学科 教授 

委 員 〇 杉江  他曾宏 兵庫県立大学 名誉教授 

委 員 通山  由美 姫路獨協大学 薬学部 教授 

委 員 〇 中川  公恵 神戸学院大学 薬学部 教授 

委 員 
〇 中野  和子 

〇 中谷  裕司 

一般社団法人姫路市医師会（R4.9 末まで） 

一般社団法人姫路市医師会 副会長（R4.10 から） 

委 員 ◎  西村  正喜 姫路獨協大学 人間社会学群 准教授 

委 員 筈井  公美子 兵庫県地球温暖化防止活動推進員 

委 員 〇 長谷川 尚吾 連合兵庫西部地域協議会 副議長 

委 員 〇 花嶋  温子 大阪産業大学 デザイン工学部 准教授 

委 員 林    叔子 姫路経営者協会 副会長 

委 員 〇 藤田  美知枝 豊岡短期大学 姫路キャンパス 非常勤講師 

委 員 星尾  隆文 姫路市漁民組合連合会 会長 

委 員 
吉田  裕康 

合田  勝彦 

姫路商工会議所 専務理事（R4.10 末まで） 

姫路商工会議所 専務理事（R4.11 から） 

※ ◎は一般廃棄物処理基本計画見直し等委員会の委員長、〇は同委員会の委員 
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資料８ 用語解説 

【あ行】 

■ ＥＶ 

Electric Vehicle の略で、日本語で「電気

自動車」のこと。一般的にはモーターで車輪

を駆動する自動車のことを指し、車内に二次

電池（蓄電池）を搭載して外部からの電力供

給で充電し、その電力で走る。 

■ 一般廃棄物 

産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物は「ご

み」と「し尿」に分類される。 

また、「ごみ」は一般家庭の日常生活に伴っ

て生じた「家庭系ごみ」と、商店、オフィス、

レストラン等の事業活動によって生じた「事

業系ごみ」に分類される。 

■ エコアクション 21 

環境省が策定した日本独自の環境マネジメ

ントシステム（EMS）であり、一般に、「PDCAサ

イクル」と呼ばれる継続的に改善する手法を

基礎として、組織や事業者等が環境への取り

組みを自主的に行うための方法を定めている。 

■SDGs 

Sustainable Development Goals の略で、日

本語で「持続可能な開発目標」のこと。2015年

9 月の国連サミットで採択されたもので、国

連加盟 193か国が 2016年から 2030年の 15年

間で達成するために掲げた 17 の目標とそれ

らを達成するための具体的な 169 のターゲッ

トで構成されている。 

■ ＦＣＶ 

Fuel Cell Vehicle の略で、日本語で「燃料

電池自動車」のこと。燃料電池内で水素と酸

素の化学反応によって発電した電気エネルギ

ーで、モーターを回して走る。 

■ 大阪湾広域臨海環境整備センター（大阪湾

フェニックスセンター） 

昭和 56年に公布された「広域臨海環境整備

センター法」に基づき、昭和 57 年 3月に近畿

2 府 4 県の地方公共団体と港湾管理者の出資

により設立された団体。 

埋立てた土地を活用する「大阪湾フェニッ

クス計画」に基づいて最終処分場を整備・管

理し、地方公共団体等から委託を受けた一般

廃棄物や産業廃棄物等の埋立てを行っている。 

■ 温室効果ガス 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」で

は、下記７種類のガスが削減対象として定め

られている。これらは、温室効果を持つ気体

であり、産業革命以後の人為的な活動により

増加傾向にある。 

＜一酸化二窒素（N₂O）＞ 

燃料の燃焼や廃棄物の焼却、窒素肥料の使

用等により排出される。 

＜三ふっ化窒素（NF₃）＞ 

2015年（平成 27 年）の「地球温暖化対策の

推進に関する法律」の改正で削減対象に追加

された温室効果ガス。半導体や液晶の製造過

程で使用される。 

＜二酸化炭素（CO₂）＞ 

 「地球温暖化対策の推進に関する法律」で

削減対象になっている温室効果ガスのうち、

最も影響度の高いガス。化石燃料の燃焼や廃

棄物（プラスチック類）の焼却等に伴い排出

される。 

＜パーフルオロカーボン類（PFCs）＞ 

 半導体等の電子部品の洗浄、アルミニウム

の製造等で使用される代替フロンの一種で、

主に上記の製造プロセスで排出される。 

＜ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）＞ 

 オゾン層を破壊しない代替フロンとして、

エアコンや冷蔵庫等の冷媒に使用され、製品

の使用時の漏えい等により大気中に排出され

る。 

＜メタン（CH₄）＞ 

 稲作、家畜の腸内発酵等のほか、燃料の燃

焼や下水処理、廃棄物処理等に伴い排出され

る。 

＜六ふっ化硫黄（SF₆）＞ 

 高い絶縁性能を有しており、変圧器等の電
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気絶縁ガスや半導体製造工程等で使用される。 

 

【か行】 

■ カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出を全体としてゼロにす

ること。「排出を全体としてゼロ」というのは、

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの

「排出量」から、植林、森林管理などによる

「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼ

ロにすることを意味する。 

■ 拡大生産者責任 

自ら生産する製品等について、生産者が資

源の投入、製品の生産・使用の段階だけでな

く、廃棄物等になった後まで一定の責務を負

うという考え方のこと。 

■ 環境基本法 

環境保全について基本理念を定め、国、地

方公共団体、事業者及び国民の責務を明らか

にし、環境の保全に関する施策を総合的かつ

計画的に推進する事項を定めた法律。 

■ 環境配慮設計 

分解が容易である、リサイクルしやすいよ

う単一素材を使用するなど、製品等の設計段

階において環境配慮を行うための手法のこと。 

■ 環境マネジメントシステム 

組織や事業者が、その運営や経営の中で自

主的に環境保全に関する取組みを進めるにあ

たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、

これらの達成に向けて取り組んでいくための

工場や事業所内の体制・手続き等の仕組み。 

■ 公共用水域 

河川、湖沼、沿岸海域その他公共の用に供

する水域、またはこれに接続する公共溝渠、

灌漑用水路などで、公共用下水道、流域下水

道を除いたもの。 

■ 戸別収集 

排出者が各住居前にごみを出し、収集車が

各住居を回り、これを収集する方法のこと。 

■ コミュニティ・プラント 

下水道の計画区域以外の住宅地等から排出

されるし尿や生活雑排水を併せて処理する集

合処理施設。 

 

【さ行】 

■ 災害廃棄物 

地震や津波、洪水等の災害に伴って発生す

る廃棄物。倒壊・破損した建物等のがれきや

木くず、コンクリート、金属くず等様々なも

のより成り、その処理責任は発生した市町村

にある。 

■ 産業廃棄物 

廃棄物処理法で定められた事業活動に伴っ

て生じた廃棄物のうち、次に示す 20種類の廃

棄物のこと。（①燃え殻、②汚泥、③廃油、④

廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦

ゴムくず、⑧金属くず、⑨ガラスくず及び陶

器くず、⑩鉱さい、⑪がれき類、⑫ばいじん、

⑬紙くず、⑭木くず、⑮繊維くず、⑯動植物性

残渣、⑰動物系固形不要物、⑱家畜のふん尿、

⑲動物の死体、⑳①～⑲の産業廃棄物を処分

するために処理したものであって、これらの

産業廃棄物に該当しないもの） 

■ 資源有効利用促進法（資源の有効な利用の

促進に関する法律） 

特に事業者に対して３Ｒの取組みが必要と

なる業種や製品を指定し、自主的に取り組む

べき内容を定めた法律。 

■ 指定袋 

自治体が指定したごみ袋のことで、本市で

は可燃ごみ及びプラスチック製容器包装を排

出する際に市の指定袋を利用するよう定めて

いる。 

■ 集団回収 

自治会、子ども会、婦人会等が主体となり、

各家庭から出る資源物を回収し、資源回収業

者に引き渡す、市民の自主的なリサイクル活

動のこと。本市では古紙類を対象とした集団

回収奨励金交付制度を設けている。 

■ 集落排水処理施設 

下水道の計画区域以外の農業集落や漁業集

落から排出されるし尿や生活雑排水を併せて

処理する集合処理施設。 
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■ 循環型社会 

生産から流通、消費、廃棄に至るまで物質

の効率的な利用やリサイクルを進めることに

より、天然資源の消費が抑制された、環境へ

の負荷が少ない社会。 

■ 循環型社会形成推進基本法 

循環型社会の形成についての基本原則、関

係主体の責務を定めるとともに、循環型社会

の形成に関する施策の基本となる事項などを

規定した法律。 

■ 焼却残渣 

焼却施設の焼却処理工程で最終的に排出さ

れる焼却灰等の燃え殻のこと。 

■ 焼却灰（主灰） 

ごみが焼却炉で燃やされた後に残る燃え殻

のこと。 

排ガスに含まれる飛灰と区別して主灰と呼

ばれるほか、ボトムアッシュともいう。 

■ 食品ロス 

食べられるのに捨てられてしまう食品を言

う。我が国における食品ロスは、年間約 522 万

トン（2020年度（令和 2年度））と推計され、

このうち、事業系が 275万トン、家庭系が 247

万トン発生している。 

■ ３Ｒ 

廃棄物等の発生抑制（Reduce）、使用済み製

品をそのまま使う再使用（Reuse）、廃棄物等

を原材料として利用する再生利用（Recycle）

の３つを指し、それぞれの頭文字を取って３

Ｒと言う。 

■ 全国おいしい食べきり運動ネットワーク

協議会 

食べきり運動の普及・啓発等を目的とし、

当該活動に賛同する地方公共団体で構成され

た組織。 

 

【た行】 

■ 中間処理 

収集したごみの焼却、資源物の破砕、選別

などにより、できるだけごみの体積と重量を

減らし、最終処分場に埋立後も環境に悪影響

を与えないように処理すること。 

■ 中継施設 

ごみの収集・運搬の効率化を目的として、

収集地域と処理施設の間に設置するごみの積

み替え等を行う施設のこと。 

■ ＤＸ 

Digital Transformation の略。ビッグデー

タなどのデータと AI を始めとするデジタル

技術を活用して、デジタル化により社会や生

活の形・スタイルが変わること。 

■ 店頭回収 

アルミ缶、スチール缶、ペットボトルなど

の回収箱をスーパーなどの店頭に置いて、消

費者が直接店頭の回収箱に持ち込み、分別回

収を行う方式のこと。 

■ アフターメダルプロジェクト 

公益財団法人東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会組織委員会（東京 2020組織委

員会）が実施した、メダル製作を目的にした

小型家電の分別回収の取組み（都市鉱山から

つくる！みんなのメダルプロジェクト）を成

功させたが、このように盛り上がったリサイ

クルへの機運をこれからも継続させて、限り

ある資源やものを大切に使っていくことを目

的としたプロジェクト。 

 

【は行】 

■ バイオマス 

化石資源を除く動植物に由来する有機物で

あってエネルギー源として利用することがで

きるもの。バイオマスエネルギー利用により

発生する CO2は、自然界の炭素循環に含まれる

との考えにより、地球温暖化には影響を与え

ないものとみなされる。 

■ 廃家電回収システム 

購入した販売店以外でも廃家電をいつでも

引き取ってもらえる仕組みで、兵庫県で導入

されている。 

■ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別、

保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をする
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ことを目的とした法律。 

■ 排出者責任 

廃棄物等を排出する者が、その適正なリサ

イクルや処理に関する責任を負うべきとある

との考え方。 

■ ＢＯＤ75%値 

年間の日平均値データの低い方から0.75×

ｎ番目（ｎはデータ数）の値。 

■ 飛灰 

ごみなどを燃やして処理する時に発生する

焼却灰のうち、排ガス出口の集じん装置で集

めたばいじんと、ボイラ等に付いて払い落と

されたばいじんの総称。フライアッシュとも

いう。 

■ フードドライブ 

家庭で余っている食品や飲料を持ち寄り、

フードバンクなどを通じ、広く地域の福祉団

体や施設などに提供する活動のこと。 

■ フードバンク 

包装の印字ミスや賞味期限が近いなど、食

品の品質には問題ないが、通常の販売が困難

な食品・食材を、NPO 等が食品メーカー等か

ら寄付を受け、福祉施設等へ無償提供する活

動のこと。 

■ プラスチック資源循環法 

「プラスチックに係る資源循環の促進等に

関する法律」の略で、製品の設計から廃棄物

の処理まで、プラスチックの商流全てにおけ

る資源の循環等の取り組みを促進するための

法律のこと。 

 

【ま行】 

■ メタン 

炭素原子と水素原子が結合してできた炭化

水素化合物の一種。無色透明で常温では無臭

の気体。 

 

【や行】 

■ 容器包装廃棄物 

商品の容器及び包装で、当該商品が消費ま

たは商品と分離された後、不要となるもの。 

■ 容器包装リサイクル法 

正式名称は「容器包装に係る分別収集及び

再商品化の促進に関する法律」で、家庭から

出るごみの６割（容量比）を占める容器包装

廃棄物を資源として有効利用することにより、

ごみの減量化を図るための法律のこと。法律

で指定する容器包装（ガラスビン・ペットボ

トル・紙製容器包装・プラスチック製容器包

装）について、消費者、市町村、事業者間の役

割分担を規定している。 
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